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開 会 挨 拶

山 本 寛(霧 震ルギー繰 工学研究所)

おは ようござい ます。理事長の 山本 で ござい ます。本 日は 「電力市場 の 自由化 と新規

参入の課題 」とい うテーマで シンポ ジウムを企画 いた しました ところ,会 場の収容 能力

を超 える多数 の方 々の参加 申 し込みが ござい ました。その ため,ご 希望 に添 いえなか っ

た方々 も数 多 くお られます。それ らの方々に対 しま してはまこ とに 申し訳な く,先 ずお

詫び 申 し上 げ る次 第でご ざいます。

規制緩和 は,昨 今の経済社会 の変化 に伴 い,世 界的な潮流 となってお ります。電気事

業につ きまして も4月 の電気事業法の改正 に よ り,供 給体制は,原 則 自由で例外的 に規

制 を残す とい う方 向に向け,大 きな変革がなされよ うとしてお ります。近 い将来施行予

定 となってお ります改正電気事業法の下で実 現 を見 るこ とは,皆 様既 にご高承 の とお り

でござい ます。

私 ど もは,日 頃エネルギー問題の調査研 究 を行 ってお りますので,電 気事業 におけ る

規制緩和の ような,各 界 に影響の深い問題 を取 り上 げるこ とは意義があ ることと考 え,

今 回の シンポジウム を企画 いた した次第で ござい ます。

本 日は,最 初 に通商産業省資源エネル ギー庁長官官房審議官の並 木様 か らご挨拶 をい

ただ き,続 いてお手元 のプログラム に従 い まして,午 前 中は東京大学経 済学部 の植草教

授の基調講演,続 きましてTBSの 進藤 キャス ター の話 を,ま た午後には午前 に引 き続

きま して2つ の基調報告 と一一ts大学商学部の栗原教授 の特別講演 を伺 い,さ らにそれ に

続 き午後の講演の方々 を含 め まして,関 係各 界の方々 によるパネルデ ィスカ ッションを

行 うこ とに なってお ります。

本 日の シンポジウムは,私 どもの研 究所 が開催 してまい りま した第13回 目の ものであ

ります。テー マは,元 来,私 どもが行 ってお ります エネル ギー技術にかかわ る調査研究

の うちか ら,時 宜 に適 した ものを取 り上げ毎年行 って まい りま したが,今 回の企画 は,

やや今 までと性格 を異に して,エ ネル ギー技術政策 に係 る関連分野のテーマ を択 んだ と

い うこ とでござい ます。皆様方 のご静聴 を期待 致 します。

最後に,本 日ご来会 の皆様 に心か らお礼 申 し上 げ ます とともに,こ のシ ンポ ジウムが

何 らかのかた ちでお役 に立ち ます こ とを祈念 しま して,私 の開会の ご挨拶 とさせ ていた

だ きます。
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来 賓 挨 拶

並 木 徹(難 讐灘 議書源エネルギ{庁)

尋

ζ

夢
資源エネル ギー庁 審議 官の並木 でございます。第13回 エネル ギー総合工学 シンポジウ

ムの開催 にあた り,一 言 ご挨拶 を申 し上 げます。

(財)エ ネル ギー総合工学研究所 におかれ ま しては,創 立以来,こ の シンポジウム を初

め各種 の調査研 究,海 外 との交流等の 中でエネルギー の総合的,あ るいは長期的 なあ り

方 の調査研究 について取 り組 んでこ られ ま した。理事長 の山本寛先生 を初 め,役 員お よ

び関係 の方々の ご尽 力に,心 か ら敬意 を申 し上げ る次第であ ります。

また,本 日,こ の シンポジウムに ご参集 の皆様方 におかれ ましては,日 頃か らエ ネル

ギー の生産 あるいは利用 等につ きまして,格 段 の ご尽 力,ご 協力 をいただいている とこ

ろで ございます。本 日の シンポ ジウムの案 内に見 られ ます ように,現 在 は大変 な変革期

で ございま して,私 どものエ ネルギー政策の実施 あ るいは形成 に特段 の ご支援等 もいた

だいている ところでござい ます。 この場 をお借 りしまして厚 くお礼 を申 し上げ ます。

皆様 ご案 内の とお り,現 在 は大変 困難 な経済情勢 にございます。大変厳 しい円高,あ

わせ て,各 地 にお きます震 災,水 害等々が あ り,我 々行政 当局 といた しまして も,こ れ

らの事象 の対策 に最大限の努 力 をいた してお りますが,よ り一層の皆様 の ご尽 力 をお願

いす る次 第でございます。

エネルギー関係,あ るいは景気対策等々 につ きましては,ご 案 内の とお り,政 府 とい

た しまして も,先B終 了 しま した国会 にお きまして,平 成7年 度予算の着実な実行 とか,

さらに震 災対策,円 高対 策に対応 しました補正予算につ きまして も,可 能な限 り円滑 に

タイ ミング よ くこれ らの実行 を図 ってい るところでございます。あわせて,よ り一層 の

厳 しい景気動 向で もございまして,秋 口に,更 に必要 であれば,さ らなる補正予算 の実

行 をも,現 在,政 府部 内で検 討 をいた してお ります。

この ような補正予算,あ るいは来年度予算の編成に当た りましては,今 後 の経済,経

営の さらな る活性化 に向け,第 一 に,い わゆる規制緩和な どを含め て各種 の競 争的環境

の促進 といった経営環境の整 備,第 二に,公 共投資の促 進,第 三 に,21世 紀におけ る新

しい社会 資本整備 とい う観点か らの情報化,第 四に,と りわけ独 創性,創 造性が重要視
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され る,21世 紀に備 えた さま ざまな研究基盤の整備,こ れ らに対す る措置 を講 じて まい

りたい と考 えてい るところであ ります。

さて,長 期 的な経済経営 の基盤 であ り,ま た生 活の大前提 となるエネル ギーにつ きま

しては,や は り国際マー ケ ッ トあるいは国際政治の観 点か らの 「セキュ リティ」と,最

近指摘の 多い 「内外価格差」対策 これに弾力的 ビジネス ともいえる 「効率化 」とをあ

わせ,こ れ らを実行 してい く必要が あるわけ です。

このよ うな状況に対 応 して昨年6月,総 合 エネルギー調査会,電 気事業審議会,あ る

いは石油審議会 等にお きまして,長 期的 な方向性 の検 討が行 われ ま した。これ らに基づ

き私 ども通産 省 としまして も,現 在,各 般 の措置 を検討 あ るいは実行 してい るところで

ご ざいます。その ような観点 か ら,企 業の効率化,あ るいは競争環境の整備に向け,関

連 の諸法律,電 気事業法 の30年 振 りの改正,そ れか ら石 油関連 諸法 の改正 を,先 の国会

で通 していただ いたわけで ござい ます。来年1月 を期 限に,現 在,こ れ ら新 しい法律 の

施行 に向け作業 を進めてお るところであ ります。 あわせ て,新 しい 「器」に対応 した新

しい料金制度 とい うこ とで,こ ち らも関係各界の ご協力 をいただ き,そ の具体 的方策 の

最終 的検討状況 にあ ります。本 日,基 調講演 をなされ ます植 草先生 には,こ れ ら制度改

正 の中心的役割 を担 っていただ きました。

本 日のシンポジウムは,こ の後,大 変有意義 なプログラムが準備 されてお ります。是

非熱心 なご討議,ご 検討 をなされ,有 益 な成果が得 られるこ とを期待 してお ります。私

ども行政 当局 にお きま して も,こ の ような現実 の,現 場の さまざまなご意見 を今 後の政

策具体化 に反映 させてい ただ くことが,大 変有意義 である と認識 してお る次第 です。

改めま して,本 日の シンポ ジウムの実 り豊か な成果 をご期待 申し上 げ まして,私 の ご

挨拶 とさせ ていただきます。
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潔潔潔灘難 一 難 撚 一 総、・総
〔基 調 講 演〕

わが国の電力市場 自由化の方向

植 草 益(棘 大学 経済学部 教授)

NN

潔潔潔潔一 聯 灘 潔一

植草でございます。

私,大 学でのゼ ミの卒業生がそろそろ300人

近 くになりますが,毎 年卒業生の背広ゼ ミと

いうのを開いてお ります。先 日,そ の勉強会

後に懇親会 を行いました ところ,銀 行や商社

に勤めている6人 もの人が,実 はIPP(ln-

dependentPowerProducers,独 立発電事業

者)の 仕事に関係 しています との話があり,

いよいよこの事業が軌道に乗 り始めたな,と

いう実感を持 ちました。

また,き ょうお伺いいたします と,先 ほど

の開会挨拶の中で,大 変多数の方がこの講演

会に出席を希望 されたというお話があ り,ま

さに規制緩和がニュー ビジネスを生む,と い

う感 を強 くしたわけであ ります。

精力的で前向きだった審議会

今 回,通 産省資源エネルギー庁で電気事業

に関する3つ の改革が行われましたことは,

既にご存 じのことと思います。その第一が,

今 日のテーマであります卸売電力市場の自由

化,第 二は保安規制の見直 し,第 三が料金制

度の見直 し,で あ ります。いずれも,従 来の

4



電気事業に関わる法体系,規 制体系か らしま

す と,大 変大 きな変革 といえます。

この第一の改革は,ご 承知のことと思いま

すが,電 気事業審議会の中にある需給部会,

その もとに電力基本問題検討小委員会 という

のがあり,こ こ数年間継続 して検討を行って

まいったものであります。今回の卸売電力自

由化の前には,余 剰電力の購入制度が実施 さ

れましたが,必 ず しも予期 どお りには捗 らな

かった,と い う経緯があります。その中で,

今 回の勇断ともいえる卸売電力市場の自由化

は,電 力供給体制の効率化に大 きく寄与する

ものと期待 してお ります。

電力基本問題検討小委員会は,平 成6年3

月か ら6月 にかけて開かれ,こ こでい くつか

の改革案が出されました。その中の1つ が卸

売電力の自由化です。3月 から6月 という短

期聞の中で,こ の審議会は海外調査 も実施 し

ており,私 も同行いたしました。ご承知の と

お り,現 在,欧 米の主要国では多 くの分野で

規制緩和が進め られており,わ が国において

検討中の電力市場の 自由化,特 に卸売市場の

自由化が,ど のような実態にあるかを調査 し

たわけです。

6月 に答申を出 し,そ の後,9月 にこの 自

由化 に関す るワー キンググループが発足 し

て,資 源エネルギー庁の開発課長の石 田さん

が事務局担当に,私 が委員長を務めることで

審議 を行 いました。少 し余談にな りますが,

9月28日 か ら11月22日 までの2カ 月弱 の間

に,こ のグループの審議が5回 にも及び,こ

のほかに も料金制度部会の検討小委員会,専

門委員会があ り,さ らにガス料金制度分科会

のメンバーにも加わってお りまして,昨 秋は,

大学 よりも通産省に行 っている方が多かった

ほどで,も う,こ れでは学者は失格,辞 退 し

なければ と思 ったほどです。 とにか く,大 変

インテンシブに審議が行われました。

審議会には,ご 承知 と思いますけれ ども,

電力業界代表の方々,そ れか ら,過 去に自家

発電等の経験をお持ちで,今 後に電気事業参

入が可能な方々,な いしはその候補 者にな り

得 る方々が参加され,審 議を行いました。

大変積極的な発言が多く,こ れまで,い ろ

いろな政府審議会に参加 してきましたが,こ

の審議会ほど出ていて気持ちがよかった審議

会 は記憶にあ りません。事務局の石田課長が

大変に頭脳明噺な方であり,補 佐の方々も粒

選 りでしたし,何 よりも電力事業の方々が今

回の改革に対 して大変前向きであったという

ことです。少 し言い過 ぎになるか もしれませ

んけれども,電 力安定供給のため戦後長年に

亘たって苦労され,そ の供給体制を築 き上げ

てこられた委貝の方々が,い よいよ時代が変

わり,新 しい時代へ向け踏み出さねばならな

いと認識されてからは,大 変前向きに取 り組

まれ ました。本当に頭の下がる思いがいたし

ます。お蔭様で審議が順調に進み,さ らに,

きょう午後に講演され ます三菱商事(株)の 井

上さん,大 口自家発電施設者懇話会の中谷さ

ん,そ の他の方々か らも貴重なご意見を多数

いただきました。

審議の最終 日に,少 々時間が余 った もので

すから,委 員長の独断で一言ずつ感想をお願

いしましたところ,あ る委員の方か ら,「こう

いう審議会に参加 できたことを大変誇 りに思

う」 とのこ発言があ り,私 も思わず涙 ぐむほ
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どの感銘 を受けました。なにかを変革する必

要 に迫 られた とき,基 盤が整い,か つ推進者

の心意気が一致すれば,な し得ぬ変革は存在

せず,と 痛感 した次第であります。

その報告書が12月7日 にでき上が り,平 成

7年4月14日 に法案が国会 を通過,平 成8年

1月1日 から施行 とな りました。今後の予定

は,こ のIO月 か ら11月にかけて事前説明が始

まり,来 年の3月 末には電力側 による供給計

画の発表,そ れから6月 ごろには,い よいよ

入札に進むものと思います。 どういう企業が

どれほど参加されるか,後 ほど中谷さんか ら

お話があるか と期待 してお ります。

入札制になる卸発電事業の自由化

本 日は,卸 売電力市場の自由化の他に,保

安規制の見直 し,料 金規制の見直 しの3つ に

っいてお話 します。実は,こ れち3つ は大変

に関連が深 く,卸 売電力の自由化だけをお話

ししても全体が十分理解されないと思います

ので,保 安規制や料金規制の手直 しについて

も,ご く簡単に触れたいと思います。

まず,我 が国の電力事業は,沖 縄電力(株)

を入れた電力10社 が,発 電,送 電,配 電を垂

直的に統合 し,配 電分野に関しては地域独 占

が容認されるという体制が継続 してまい りま

した。戦前には多様な経緯があり,戦 後は昭

和27年 と思いますが,そ れ以降に相当の議論

があって現体制 とな り,今 日まで進んで きた

わけです。

そのような経過の中で,発 電は必ず しもこ

の10社 のみによるのではな く,日 本原子力発

電(株)の ほか,電 源開発(株)が あ り,ま た地

方 自治体が提供 している発電 もあ ります。そ

の他,産 業用電力 として,自 家発電が産業舟

需要のかな り大 きな比率を占める構造になっ

てお ります。 もちろん,電 力IO社 が持つ シェ

アが高いわけですが,発 電分野は必ず しも独

占体制にあるとはいえません。 さらに,余 剰

電力の買い取 り制度もできてお り,そ こに新

たな企業が参入可能な制度 も整備されてお り

ます。

海外における発電事業の状況は,ア メリカ

ではIPPが 非常に多く進出しています。イ

ギリスでは垂直的な統合を崩 して,発 電,送

電,配 電を水平に分断 し,ま た,発 電分野 も

複数の企業による競争,新 規参入を認める状

況になってお ります。

我々は,学 問的に も,大 規模発電には規模

の経済性があるとかねてから主張 し,ま た実

証 もされて きました。 しかし,ど うや らここ

にきて,規 模の経済性にある種の限界がきて

いますし,も し分散型電源が効率的に使 える

なら,こ れ も競争構造の中で存立 しうるとい

うことで,規 模の経済1生に関する従来の実証

が崩れてまい りました。大規模発電にもう規

模の経済性はない,と までは言い切っていな

いのですが,何 人かの方々が分析 した結果に

よ ります と,す でに規模の経済性はないか,

もしくは限界にきている,と いうことが実証

されてお ります。学問的に も,巨 大企業が発

電分野のほとんどのシェアを持つ という構造

の存続が許される時代ではな くなってきてい

るとい うことが,我 々の中でも議論 されてい

るわけです。私が編集 しました 『講座 ・公的

規制 と産業(全5巻)』 の中で,私 の編著にな

りました第1巻 「電力」に も,そ のことはか

な り強 く指摘 しておきました。
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それ と同時に,夏 季電力需要のピー クが一

層尖鋭化 し,そ の電源確保がかな り困難化 し

つつあります。 もちろん,べ 一 シックな大規

模発電 も電源立地の確保 が極めて困難にな

り,ま す ます遠隔化する状況です。特に,上

位3社 である東電,関 電,中 電の電源立地確

保が厳 しく,か りに確保 できてもり一 ドタイ

ムが非常に長期化 してお り,何 らかの対策立

案が求められております。

我が国では,総 産業需要に対する自家発電

の割合は,ご く最近の数値で,た しか2割5

分を超 えていると思います し,あ る地域では

4割 を超えており,発 電に関する技術的経験

を持つ企業が多数出現 してお ります。

また,我 が国の産業構造全体が大 きな曲が

り角にあ り,電 力産業に参入を希望す る企業

群がかな りの程度存在するもの と見込 まれま

す。中には,こ れまで製造分野で使用 してい

た遊休地を有効利用 したいとか,自 社にある

余剰エネルギーの有効活用 を図 りたいとい う

企業が参入す るでしょう。土地,燃 料に人を

確保できれば,電 気事業への参入条件が揃っ

たと考 えます と,い よいよ発電事業への参入

を認める方向に進まざるを得 ません。

この発電事業における参入の 自由化は,こ

れ まで参入は許可制でしたが,こ れを原則撤

廃 し,新 たに参入する独立の発電事業者には

入札制度により,電 力10社 一 実質的には9

社ですが,電 力9社 に長期契約のもとに売電

す る制度に変更することにしたわけです。

この入札制度の中に,電 源開発(株),日 本

原子力発電(株)等 のこれまでの大手発電事業

者,そ れか ら,地 方 自治体 を中心にした数あ

る小規模 の水力発電事業者 も含めるのか,こ

れらは議論の余地のあるところでした。今後

の参入者だけが競争になるのはいかがなもの

か,と いう意見もありましたが,一 つには電

源開発(株)ほ か大きなところは巨大規模 の発

電を行ってお り,や は り別格であろうという

ことになりました。また,従 来か らの小規模

水力発電事業者は,参 入許可 を得て料金 も認

可制の もとにあった業者であり,こ こで一挙

に入札制度の中に入れるのは問題が出ようと

の見解か ら,こ ちらも別格にして従来のまま

の取扱いにな りました。

結局,今 後新 たに入札参加す る企業に限 り

参入を自由化することにいたしました。 この

外,従 来からの余剰電力の売電制度 というの

もあるわけですが,今 回新たにこの入札制度

を新設 したわけです。

遠隔地立地に路を拓いた卸託送制度

入札対象 となる電源は,主 に開発期間が7

年以内の火力が中心になってお ります。 この

制度により出現が見込まれ る新規参入者は,

東京,関 西,中 部の ような需要規模が大 きく,

ピー ク需要の尖鋭化がある地域に,よ り多 く

の参入チャンスがあるわけです。 しかし,東

京へ売 りたい参入者が,東 京電力(株)の 管内

に発電所 を持てないこともあ り得 ます。 この

とき,東 北地区で発電す るのであれば,こ れ

はどうして も今回定めた 「卸託送制度」に頼

ちざるを得 ません。

現在,電 力9社 間には相互融通体制があ り,

そこで使 われている送電設備 を新規参入者へ

も開放することが求め られます。電力会社は,

当初,こ の開放には前向きではなかったと思

います。ある電力会社の人の雷葉 を借 ります
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と,開 放は,「清水の舞台か ら飛び降 りる思い

だった」と言ってみえました。

これに踏み切 っていただき,従 来,電 力9

社相互間で使用 している託送料金制度 もある

程度踏襲 しつつ,新 たな合理的体系を創設 し,

開放す る。開放 といっても,9社 間相互融通

に使用中の設備 を全面的に開放するのではな

く,余 剰範囲の開放 にとどめざるを得 ません

か ら,そ こで各社の余裕程度を事前に公表す

る,と い うことになりました。

今回の審議会で も,こ の新規参入の可能性

がある方々,学 問的には「P◎te就ialEntraRt

(潜在的参入者)」 と呼びますが,潜 在的参入

者の方々か らは,託 送に関するデー タについ

てできるだけ詳しい情報公開がほしい,と の

要望が出てお ります。最近 「透明性」 という

言葉が大分はや っていますが,透 明性確保に

ついてはかな り強い意思表示があ りました。

きょう午後に講演されます三菱商事(株)の 井

上 さんのお話です と,「アメリカでは入札に関

連 した事項についての情報公開が非常によく

なされている。その情報のもとに我々は創意

工夫 していいシステムをつ くり,安 い電力の

提供 をしてきました」 とのことです。情報公

開を積極的に行 ってほしい,と 強 く訴えられ

ました。

私は原則論賛成でしたか ら,「委員長 として

も大いに結構だ」と申し上げましたが,反 面,

少々躊躇 もいたしました。 といいますのは,

私は,産 業組織論 と公的規制論 を専門にして

お りますが,産 業組織論は,製 造業を対象 と

する学問分野です。製造業分野の法規制は,

独 占禁止法が中心なのですが,企 業問で情報

交流があまりなされてしまいます と,相 談せ

8

ず とも結果的にはカルテル同様の行為が可能

になるんですね。ですから,情 報公開,情 報

公開 とはいいますが,な かなか難 しい面 もあ

るんです。ECの 独禁法では 「情報交換カル

テルjと い う言葉があ り,情 報交換 して結ん

だカルテルは抵触す る,と いう法制度 まであ

るんですね。

電力9社 の入札対象 となる電源についてす

べてを情報公開 し,入 札側がそれを知悉する

のは,透 明性の面からは間違いなく公正な交

渉がなされる基盤でしょうが,す べてがオー

プンにな ります と,い わゆる 「要領」 を教 え

ることにもなりかねず,そ うい う意味で,透

明性確保に私は若干躊躇いたしました。審議

会である委員の方から,「委員長は どういう意

見をお持ちか」 との詰問までありましたが,

私か らは,い い面と留意すべ き面 とをはっき

り申し上げ,報 告書の中にも,微 妙な表現で

はあ りますが,い ま述べ ましたことが盛 り込

まれてお ります。

見送 られた小売託送,実 現にまだまだ

遠い小売分野の競争

この 「卸託送制度」の審議過程で,一 部の

方から 「小売託送」の可能性について打診が

あ りました。電力会社側からは大変強い反発

があ り,事 実上,審 議会の中ではこの議論は

強 くは出ませんでしたけれ ども,そ の前後に

この問題 を口にされた方 もありました。

これは,配 電分野における現在の供給体制

の根幹に触れる問題になるわけです。「小売託

送」をわか りやす く申し上げますと,例 えば

全国に多 くのチェーン店を持つハンバーガー

店,こ れはアメリカに も例は多いのですが,



そうい うところが全国で電気 を使 うとしま

す。その本社が,あ る地域の電力会社 と契約

をして,全 国で使 う全電気量を一社から購入

したとします。例 えば東北で購入 して,北 海

道から九州まで全部の店に送電 して ください

とや る。それをIPPか ら買 うことも起こり

得 るわけです。これ を認めます と,送 電,配

電の全部を委託され,電 力会社 としては,一

般需要家への安定供給基盤を崩されるおそれ

が生じます。 これは,今 回,託 送に含めない

ことにいたしました。

ただ,ア メリカでも今 「小売託送」の問題

は大議論になってお り,最 終結着までいって

いませんが,カ リフォルニア州では 「リテー

ルウィリング」,「小売託送」 を容認す る方向

にあるようで して,わ が国でも今後こういう

問題 も起 こり得 る可能性を持っています。

「小売託送」は,今 回は容認いたしません

で したが,報 告書の中では,単 に卸売電力の

自由化だけでなく,特 定地点において発電を

し,特 定需要家 を対象に電力供給す る事業を

認めました。その 「特定電気事業」 という名

付けにも,石田さん と随分苦労 したものです。

一時は 「簡易電気事業」とか 「二次電気事業」

なども候補 に上が りましたが,あ まり差別が

でる名称は避け ようということにな り,「特定

電気事業」に決着 しました。これは,例 えば,

一定の開発地区で
,あ る程度大型のコージェ

ネレー ションにより,電 気と熱をうまく組み

合わせて廉価に供給できるのであれば,そ の

地域に限定 した電力小売 を容認す ることにし

たものです。

先 日,マ サチューセッツ工科大学(MIT)

か ら来たある人が申しますには,「日本は卸供

給の自由化をしたようだけど,ヨ ーロッパ,

アメ リカでは,現 在,小 売分野への競争導入

に懸命になっているんだ。 日本は積極的でな

いね」と。そこで私は,「 いや,そ んなことは

ない。『特定電気事業』というものをつ くった

んだ」 と説明 します と,ま あ少 し納得 したよ

うです。

ただ,こ の事業が どの程度実現するかは,

なかなか難 しい点があると思います。やはり

巨額の投資 を伴 う事業ですので,大 手ガス事

業者が進出す る可能性があるとの噂もありま

すけれども,一 定の開発地区で家庭の需要 を

掘 り起こし,発 電 送電の設備 を全部建設す

るのは大変な投資であ り,当 然ながらリスク

を伴いますので,そ う簡単には運ばないと思

います。 したがって,小 売分野における競争

実現は,現 在のわが国ではまだまだ程遠いと

見ていいか と思います。

競争 と効率化を招 くlPPの 導入

卸 発 電 入 札 に参 加 す る事 業 者 を何 とい う名

前 に し よ うか,と い うの も議 論 に な りま した 。

い ろ い ろ な 名 前 を検 討 した の で す が,審 議 会

の 最 後 の 日に,実 は 名 前 が つ い て お らず,報

告 書 の 中 に は 正 式 な 名 前 は 書 い て あ り ませ

ん 。最 終 的 に は,ア メ リカ のIPP(lndepen-

dentPowerProducers)と 同 じ,「 独 立 発 電

事 業 者 」 とい う名 前 に決 着 し ま した。 「独 立 」

とい う言 葉 の 意 味 は,私 た ちの 専 門用 語 で垂

直 的 に 統 合 して い る,発 電,送 電,配 電 とい

う 「VerticalIntegratedForm」 に 対 し て,

そ の 一 部 の 分 野 を 行 っ て い る 場 合 を 「ln-

dependent」 と呼 ん で い ます 。 そ こで 「独 立 」

とい う言 葉 が 入 って い るわ け です 。 独 立 独 歩
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します。これが効率化への刺激になるのは明

白です。

このIPPが どの程度参加す るか,最 後の

パネルディスカッションでもかな り具体的な

話が出て くるか と思いますが,こ こでは,こ

のIPPの 参入が電気事業に与える影響につ

いて,少 し考 えてみたい と思います。

これは,や は り米国での経験 を見るのが一

番 いい,と 思います。 ご承知のとお り,米 国

では,1978年 以来IPPが 多数参入 し,92年

には総発電量の9.9%に 達 してお り,今後の新

規発電所の7割 近 くが,独 立系により建設さ

れる見込みになっています。

これがいいか悪いかについては,意 見が分

かれるところです。本来は,や は り大規模 な

地域独 占性を持つ電力会社が発電分野 を確保

し,安 定的に電力 を供給す るのがいい,と い

うのが一方の意見です。その場合の発電には,

原子力その他種々のもののベス トミックスが

コス ト・ミニマイゼーションから好 ましく,

必要な投資の確保にフェア リターンを正 しく

与えることこそ,産 業,生 活の基盤 として最

も重要な電気の安定供給体制に繋が る,と い

う考え方です。

他方,そ れに対 して,競 争可能な分野には

なるべ く競争 を導入 し,競 争体制のもとに効

率性 を追求すべ き,と いう考 え方 もあるわけ

です。アメリカではここまで進んできて,準

大手の電力会社は,確 かに発電投資に対す る

意欲が低下 した印象を受けますけれども,反

面,独 立発電事業者が出現 して,い ろいろな

分野で活性化が見受けられます。何 よりも,

卸電源の入札には,今 後,電 力会社が 「回避

可能原価(avoidedcost)」 というものを提示

今回の電気事業における3つ の改革には,

新 しい言葉がた くさん出てまいります。 しか

も,日 本 であま り見慣れない英語 の言葉が

多いですね。 この 「回避可能 原価」のほか

に,「 ヤー ドスティック・コンペティション」,

「ヤー ドスティック規制」,「プライスキャッ

プ」,「卸売託送」,「小売託送」,「リテールウ

ィ リング」など。大変新 しい用語が現れ,(財)

電力中央研究所か らも多くの報告書の中で解

説が提供 されていますが,新 聞社の方 も記事

の作成に大変苦労 されているかと思います。

そういう意味では,学 者による明確 な解説が

必要 と思 ってお り,近 く書 く予定にしてお り

ます。

「回避可能原価」を電力側が提示 し,IP

P側 がこれよりも安い価格で入札 し契約する

ということは,単 にコス トの低減のみでなく,

いろいろな面でエネルギーの効率的使用への

意欲 を喚起 します。

アメリカではIPPの 電源に,多 種類で,

環境負荷の少ない燃料が工夫 して使用されて

います。それには,ア メリカの環境庁などに

よる支援がかな り出ているようで,燃 料に関

す る創意工夫が相当進んでいる,と 見受け ら

れます。

アメリカでは発電所の建設に,今 や設備入

札 を全世界のメーカーを対象にし,ア メリカ

のみではな く,日 本,ヨ ーロッパ も含めてい

るとのことです。これが競争 を生み,し か も

環境保安規制に則った競争が生 まれます。 こ

の競争が,ま た建設費を安 くしているのです。
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後で申し上げますように,日 本の場合 よりう

んと安 いんだそ うです。

アメリカでは,発 電所の建設会社,エ ンジ

ニア リング会社は仕事が遅 く時間がかかると

か,仕 事の仕上が りが綺麗ではないとか言わ

れていますけれども,最近ではそうではな く,

納期 も正確 に守 られるようにな りました。

日々の仕事処理 も非常にすば らしい,優 れた

エンジニアリング会社が多数現われ,そ こで

競争がなされています。 さらに,IPPの 事

業 を管理す る会社 も随分で きています。大体

は電力会社か ら分離独立したところが多いわ

けですが,そ れらも競争します。

その上,ア メリカでは発電所建設のような

巨額の投資 を必要 とす る事業には,金 融機関

がプUジ ェクト・ファイナンスという形で全

体 を統括 します。全体 とい うのは,建 設から

電力を販売 して最後の資金回収 までですね。

その全体を管理するな形でプロジェク ト・フ

ァイナンスをやって くれるという意味で,I

PPを 中心 とする発電事業ばか りでなく,そ

の関連産業全体 に競争意識が生 まれ,全 体 と

して効率化への意欲が出たということは,大

いに注 目し学ぶべ きことと思 うわけです。

そのような体制のもとで,ア メリカの電力

会社は,IPPか ら電力を購入 しているわけ

です。

発電 コス トの低減をもたらす

保安規制の緩和

我が国における発電所の建設は,こ れまで

一般電気事業者が主体で した。発電所の建設

コス トが非常に高いと言われてきましたが,

私 どももその詳 しい実態はよ くわか りませ

ん。 しかし,い ろいろな資料 を総合 した り,

様々な話をお伺いします と,ア メリカにおけ

る発電所建設 コス トの約倍近 く掛かっている

とも言われています。

これには,い ろいろな要因があります。一

つには,日 本では環境規制や保安規制が非常

に厳 しく,そ のスペックに合格す る発電設備

を作 ります と,当 然なが ら,コ ス トがかかる

ことになります。このような中にあって,1

社の買手が,主 に国内の重電メーカー などか

ら購 入す る体制が長 く続 いて来 たのに対 し

て,IPPが 入ると,や は り競争が起 きて,

建設 コス トの低下が必然的に起こると思いま

す。

しかし,コ ス ト高が環境規制,保 安規制等

の厳 しい規制の存在によ りもたらされるので

あれば,そ の影響 は避けうべ くもな く,今 回

の2番 目の改革,保 安規制の見直 しとなった

わけであります。我が国の電力供給に関する

技術は,す でに極めて高い水準にあ ります。

今 日までに積み上げ られた,過 去のすば らし

い実績の上に立ち,今 後は,電 力会社の 自己

責任に もとづ き保安管理する方向が打ち出さ

れ ました。規制の ミニマイズ,手 続 きの簡素

化 を図った,こ の保安規制に関す る平成6年

6月 の小委員会報告は,大 変にできのいい優

れたもの と思っています。ぜ ひ一度 ご覧いた

だきたいと思います。

そこで,保 安規制が,ち ょっと言い過 ぎに

な りますが,あ る種の国際的基準に統一され

ますと,発 電所建設 コス トのウエイ トが大 き

い発電コス トは,か な りの程度下がる可能性

があるわけです。そして,も し設備の海外調

達がなされますと,競 争はかなり激化するも

のと思われます。本当にそこまでい くのか,
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本 日のパネルディスカッションに出て聞 きた

いと思っているほ どです。そのような体制の

実現 を心待 ちに しているところであ ります。

内内 ・内外価格差の縮小を狙 う

ヤー ドステ ィック制の導入

今 回,も う一つの大 きな改革 をいたしまし

た。それが料金制度の見直 しです。その最終

報告書の提出前の本 日,審 議会内容をあまり

詳しく申し上げ ることはできませんので,骨

子の程度 を申し上げます。今回の改正では,

従来の 「公正報酬率規制」の上に,新 たに 「イ

ンセンティブ規制」というものを導入 します。

特に,「 ヤー ドスティック規制」というものを

入れる方式にいたしました。従来の 「公正報

酬率規制」に 「ヤー ドスティック規制」が加

わるということで,ハ イブ リッ ド,混 合 した

ものになるわけですから,完 全 な 「ヤー ドス

ティック」ではあ りません。

我が国の電力10社 の地域間料金格差は,現

在,1.2倍 になっています。これは,ド イツな

どヨー ロッパでも,大 体同じようですけれ ど

も,需 要規模や需要密度の違い,そ れから離

島や過疎地を持つ ような地域の事情等を考慮

しますと,1.2倍 にまで近づけたのは大変立派

だと思います。九州電力(株)が 離島,山 間地

を多 く持つ中で,料 金格差の縮小にどれだけ

苦労 されて きたかを,私,一 度首脳の方々か

らお聞きしたことがあ りますが,並 々ならぬ

=努力だったと思 うんです。

そのように生産性向上のため,各 社 は,そ

れぞれ地域の独 占企業であ りますが,互 いに

競争意識をもって,料 金格差の縮小 に営営 と

励 まれて きました。こうい うの を 「ヤー ドス

ティック ・コンペティション」 といいます。

「ヤー ドスティック」 とは 「物差 し」 という

意味です。 もともとは,イ ギリス労働党が政

権 を取ったとき,国 有企業を設けました。私

企業 と国有企業の問で,国 有企業が安い鉄鋼

を生産 してこれが物差 しになり,私 企業がこ

れに倣 うということから使われた言葉です。

規制で 「ヤー ドスティック ・コンペティシ

ョン」 というときには,現 在のように地域独

占状態にある企業が,直 接の競争はしないけ

れども,相 互にサー ビスの内容,水 準につい

て,な るべ く良いものに近づけようと競争 し

合 うことをいうわけです。

その場合に,一 番いい水準のもの,例 えば

電気料金です と北陸電力(株)の 料金は,水 力

をたくさん持っていますか ら,一 番低いわけ

です。そこに何 とか近づ こうと他社が努力 し

ていく。そ うすると,北 陸電力(株)が 「ヤー

ドスティック」になるわけですね。そういう

ふ うな 「ヤー ドスティック ・コンペティショ

ン」が,我 が国ではかなりうまく働 いてきま

した。そこで,従 来の 「公正報酬率規制」に

「ヤー ドスティック ・レギュレーション」 を

入れ る,一 定の標準的な原価 とい うものを入

れて,内 内価格差の縮小を目指す競争 を一層

進展 していただきましょう,と いう考え方な

のです。

今回は単にそれだけでな く,各 社に生産性

向上 をお願いして,内 外価格差の解消にも努

力 していただ くことにしてお ります。内外価

格差は,一 方には円高による拡大があ り,こ

れはどうしようもない面ですけれ ども,そ れ

を除いても,や は り我が国の電力価格は高水

準にあります。それゆえに,こ れ まで自家発
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電が伸びてきたわけですが,こ の際 何 とか

生産性向上に一層の努力をお願いしよう,と

いうわけです。従来のような 「公正報酬率規

制」の中では,生 産性向上が必ずしもうま く

進 まない ところがあ り,「ヤー ドスティック

制」を導入 しました。 しか も,な るべ く企業

の自主性のもとでやっていただきたい,と 考

えています。そ して,規 制緩和 を進める中で

実施するとい う原則 を立て,今 回の方式にし

たわけです。

電力会社側は,今 回の審議の中で,新 しい

時代が到来し,こ れに向け踏み出さねばなら

ないという覚悟 というか,考 え方を持たれて

からは,大 変積極的に協力され,発 電所の建

設にも,コ ス ト削減 を一層進めるよう言われ

ています。この後,料 金制度見直 しの報告が

出て,来 年1月 に新 しい料金制度が実施にな

ることと思います。各電力会社の首脳か らは,

「それまでに何 とかコス トを下げなさい」 と

いう指示が,投 資部 門をはじめ各部門に出て

いるそうで して,改 革はかな り積極的に進ん

でお ります。

IPPが 参入し,電 力会社 より安い電力提

供の競争を展開します と,電 力会社 もこの競

争に負けまいと,ま た新たな料金制度の もと

でコス トを下げる。電力会社が下げます と,

「回避可能原価」が下が り,IPPの 入札価

格 も下がるわけで して,か つて審議会で議論

した料金の ような ものではな くなるわけで

す。そ ういう意味では,電 力会社には厳 しさ

が一層増す と考 えていただいていい と思 うん

です。

このような中で,電 気料金の内外価格差 と

内内価格差が縮小されるような方向に持って

い く。そのことが,日 本経済全体の活性化 と

国民生活の向上をもたらす という,大 変遠大

な構想のもとに審議 を進めてまいった次第で

あ ります。

時間にな りました。以上に述べ ましたこと

で,私 の話を終えたい と思います。 どうもあ

りが とうございました。

噺

懸

一13一



OOく2q2q2ワq2Q2Q2Q2ワ ワq2ワ く2ワQ2Q2Q2q2Q2gq2Q2q2ワQ2ワ ワ(フワワ ワQ2く2ワ9

〔特 別 講 演 〕

エネル ギー問題 と私

進 藤 晶 子(捲 §;鍔準秘 エナジ_探検隊 副厳)

Q2Q29Q2(フ9Q?q2ワ ワぐ2ψ9Q2ぐ2く2ぐ2妙9Q2Q2q2Q2(フoq29ワQ2ワ9く2ワ く2く29ワ

ー
ー

茎
…

萎
妻

藝

籍

蓑

蓑
糞

嚢

妻

蓼
菱
蓑

奏
舞

嚢

、塾

零

司会(吉 澤専務理事)

次のプ ログラムは 「エネル ギー問題 と私」 とい う

テーマで,TBSア ナウンサー進藤晶子 さんの特別講

演 をお願 い してい ます。

進藤晶子アナ ウンサー は,大 阪府豊 申市の出身で,

聖母被昇天学院高等学校 を卒業後,神 戸布の松蔭女子

学院大学文学部英米文学科 を卒業 され まして,昨 年4

月,㈱ 東京放送(TBS)に アナウンサー一として入社

され ました。

現在,担 当番組 としては,毎 週月曜か ら金曜 日にか

けてのTBSラ ジオ午後3時 半か らの,「すすめエナ

ジー探検隊」の副隊長 として出演 される他,今 年4月

か らはTBSテ レビ,日 曜夜11時30分 か らの 「スポー

ツ&ニ ュース」の女性 キャスター として出演 しておら

れます。また,人 気急上昇に伴 いまして,テ レビ,ラ

ジオの 多数の番組に出演 してお られまして,だ んだん

お忙 しくなってお られ るよ うです。本 日も,講 演終 了

後は直ちに次の番組収録へ向かわれると伺 っています。

TBSラ ジオ番組 「すすめエナジー探検 隊」は,勧

TBSの 進藤晶子 と申します。よろしくお

願いいたします。

こんな小娘がこうい う場所に身を置 くこと

さえ場違いなようで,本 当に恐縮 しています。

たくさんの人の前でお話 しするのが初めてで

して,何 分慣れてませんので,お 聞 き苦しい

点があるか もしれませんが,ど うぞお許 しく

ださい。

社会経済生産性本部に事務局が置かれている「フォー

ラム・エネルギー を考 える」の提供 による,エ ネル ギー

関係の広報番組であ ります。今年2月 ごろ,今 回のシ

ンポジウムの特別講演 をお願 いす る方 を探 してお り

ま したところ,「 フォーラム・エネルギー を考 える」事

務局 の㈱社会経 済国罠会議藤井孝博部長様か ら進 藤

晶子 アナ ウンサーの ご紹介が ございました。

当研究所では,午 前 中の特別講演は,エ ネルギーの

供 給 もし くは使用 に関係す る当事者 の立場 ではな く

て,第 三者 の方,特 に女性 の方にエネル ギー問題や地

球環境 問題 につ いて 自由な立場か らの感想や所 見 を

述べ ていただ くプ ログラム として位置づ けてい まし

た ところ,こ の番組スポンサーか らのご推薦をまこと

に幸い と思い,TBS側 の了解 も得 られ ましたので,

今 回の特別講演が実現 した次第であ ります。進藤 晶子

アナウンサーのすば らしさにつ きま しては,私 が下手

な説明を申し上げるよりも,会場の皆様が直接お話 を

聞かれた方がはるかに勝 ることで ございます。

では,進 藤 さん,よ ろしくお願いいたします。

現在担 当している番組の こと

私 は,昨 年(1994年)4月,TBSに 入社

い た し ま した。 今,2年 目に な ります 。 で す

が,仕 事 を始 め た の は9月 か ら です の で,ま

だ1年 た っ て お りませ ん。 現 在 の 仕 事 は,先

ほ ど ご紹 介 い た だ き ま した が,テ レ ビ で は 「ス

ポー ツ&ニ ュ ー ス 」 で,日 曜 日の11時 半 か ら
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元ヤクル トスワローズ選手の栗山英樹さんを

キャスター として,そ のアシスタン トを担当

しています。そしてラジオは,今 回ご推薦い

ただきました,「 フォーラム・エネルギーを考

える」にご後援をいただいてお ります科学番

組 「すすめエナジー探検隊」 と,あ とは 「美

雄 とマサ コの午後はど一ん とマイン ド」 とい

う番組 を,お 昼の1時 か ら4時 まで3時 間,

こちらの方 もアシスタン トを務めています。

その他アナウンサーの仕事 として,ラ ジオの

CMが あ ります。放送されているコマー シャ

ルの6割 ぐらいは,局 のアナ ウンサーが担当

しています。その他には クレジッ ト番組の最

後に,「この番組はどこどこの提供 でお送 りい

た しました」 というアナウンス。そして忘れ

てはいけないのが,TBSの 番組宣伝,夕 方

です とか ゴールデ ンタイムのちょっと前 な

ど,1分 から3分 位の短い時間なんですが,

「この後,何 時からこういう番組が始 まりま

す。皆 さんお見逃 しな く」,そ うい うことも

やっています。

TBS志 望動機のこと

私が入社するときに履歴書に書いた志望動

機 としての 「将来や りたい仕事」の欄には,

「市井の中で,一 見平凡に見えるか もしれま

せんが,一 生懸命に生 きている人たちの姿を

紹介 して,人 間の持つ重みのようなものを伝

える番組」 という,堅 い言葉 で書 きました。

具体的に申し上げます と,ス ポットライ ト

を浴びるような,電 波に乗 るようなことは一

生ないかもしれないけれ ど,で も身近にいる

お じいちゃんだった り,お ばあちゃんだった

り,そ ういう人たちの何気ない一言がとて も

悩んでいる私 たちにとって道標になったり,

これか らの方向性を決めるような重要な一言

であったりすることがある,と 思 うのです。

そういう人たちにスポットライ トを当てて,

その人たちの一生を ドキュメンタ リーにして

取材,構 成,そ してリポー トし,最 後に私が

ナレーションできればな と思って,そ う志望

動機を書 きました。人間 くささとか,生 き様

とい うものを表現 して,そ れをごらんになっ

た方が,「 あしたから私 も頑張ろう」という気

持ちになって くださるように,こ の先修業 を

積んで,ゆ くゆくはそのような仕事ができれ

ば,と 思っています。

スポーツ番組の中で,時 々,こ れか ら活躍

するぞという新人のスポーツ選手にスポット

を当てて,特 集 を組んで私が取材に行かせて

もらった り,最 後に生でナレーションを入れ

たりす ることもあ ります。あとお昼のワイ ド

番組では聴取者参加番組ですので,一 般の主

婦の方が電話をかけてきて くれて思い出話を

して くれたりとか,今,世 の中に言いたいこ

となどを生で話 して くれます。

そして最後に 「すすめエナジー探検隊」な

んですが,こ ちらの方にはハガキという形で

聴取者の方か ら素直な反応 をいただきます。

本当にたくさんのおハガキをいただ くんです

が,こ ちらの方は後ほどご紹介 したいと思い

ます。

や りたい仕事はいっぱいあるんですが,ま

だ1年 たってない新人の私に とっては,う ま

くいかない ことの方が圧倒的に多い毎 日で

す。「もういやだな,何 でこんなに下手なんだ

ろう,こ んなにうまくいかないんだろう」 と

思 うんですが,10回 いやなことがあって も11

回目に,本 当に些細なことなんですが,う れ
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聴麟!窺
しいことがあ ります。例えば,聴 取者の方か

らお手紙をいただいて,「あなたの声 を聞 くと

とっても元気になる」 という,手 前みそで申

し訳ないんですが,そ ういうお手紙 をいただ

いた時は,本 当にうれ しくて,そ れまでのい

やなことを全て超越 して幸せ な気持 ちにな り

ます。でも,そ の次の日からまたうまくいか

ないことの連続が始まるんですが,そ の11回

目のうれ しい事に遭遇す ることを励みにして

毎 日仕事 に取組んでいます。

「すすめエナジー探検隊」のこと

そして,先 ほどお話 ししました 「すすめエ

ナジー探検隊」なんですが,「 フォー ラム・エ

ネルギーを考える」がスポンサー となってい

ます。・番組の趣旨としては,難 しい というイ

メージが強 くて敬遠 されがちな,例 えば環境

問題 だとか資源の問題,身 近な科学の問題 な

どを,子 供 さんか らお年寄 りの方にまでわか

りやす く伝えよう,と いうものです。毎週 月

曜日かち金曜 日まで,お 昼 の3時30分 頃から

の5分 間・番組で,全 国ネッ トされています。

ですか ら聴取者の方からいただ くハガキは,

北海道か ら沖縄までの広い地域に及んでいま

す。

番組の構成 としては,「 探検隊」というだけ

ありまして,「隊長」,「副隊長」,「隊貝」一 隊

員は8号 までいるんですが,そ ういう構成に

なっています。

「隊長」は中村浩美さんです。中村浩美さ

んは,航 空評論家,科 学 ジャーナ リス ト,テ

レビや ラジオのコメンテー ター,そ して執筆

活動に もご活躍中です。中村浩美さんは,ど

んなに難 しい問題でも子供 さんにもわかって

しまうぐらい,か み くだいてお話 しなさって

います。私は中村さんに頼 りっぱなしで,学

ぶ ことばか りです。

その隣に座 っているのが私 で,「副隊長」と

いうわけなんです。そして時々,隊 貝さんが,

週に1回 ぐらいスタジオに来て くれるんです

が,隊 員の皆さんは外で取材をしてきたり,

エ コロジーグッズ,省 エ ネグッズ など面 白

グッズを持 って きて紹介したりしています。

根っこの白いほうれん草のこと

「すすめエナジー探検隊」がどういう番組

かは,実 際にテープを聞いていただいた方が

よくわかって頂けるかと思います。これから,

電力中央研究所赤城試験センターの野菜工場

を取材 してきたときのテープを聞いていただ

きます。

この野菜工場の取材には私が一人で行 き,

3日 シ リーズにまとまっています。

(取材テープ略)

この野菜工場 を取材に行ってびっくりした

ことがあ ります。

普通,ホ ウレン草 というのは根っこが赤い

一16一



(財)電 力中央研究所赤城試験セ ンター

野菜工場にて上原さんと

んですよね。露地 もののホウレン草は赤いん

ですが,こ の野菜工場でつ くったホウレン草

とい うのは根 っこが真 っ白なんですね。 とっ

てもきれいな芸術的なホウレン草ができてる

んです。

赤いのはどうしてなんですかと伺ったとこ

ろ,雨 や風や霜がお りて,そ うい うことに耐

えようとす るホウレン草のス トレスがその赤

さになって出て きてるんだそうです。ですか

ら,露地ものではない,その野菜工場でつ くっ

たホウレン草 というのは,そ の分 ス トレスが

な くて,真 っ白で素直なスレンダーなホウレ

ン草ができている。つまり箱入 り娘のような

ものなんだ,と おっしゃっていました。

お話 を伺 ったのが電力中央研究所の上原さ

ん*と おっしゃる年配の方で,ず っと群馬に

住んでいて,群 馬で育ったとおっしゃってい

ました。人生のほとん どをかけてそのお仕事

に携っていらっしゃる,野 菜工場の育ての親

といってもおか しくない方なんです。

その電力中央研究所で信念をもって頑張っ

ていらっしゃる皆さんのことを3日 間,単 純

に計算 しても5分 掛ける3で15分 の放送時間

では,な かなか伝 えきることができません。

「よろしくお願 いしますね」 と温か く迎えて

くださって,帰 り際に,「聞いてますから,楽

しみに してます」 といわれて,本 当にプレッ

シャーを感 じて しまって,ど こまで私に伝 え

られるのかしらと,か な り推敲に推敲を重ね

ました。スタッフの皆さん ともじっくり考 え

て,で きた結果が今聞いていただいたテープ

なんです。

反応が どうだったか心配だったんですが,

放送後,お 礼のハガキをいただきました。「本

当にあ りが とうございました。各方面か ら『聞

いてたよ』 という声が聞かれて,う れしくな

りました」 という言葉を頂 きとて もあ りがた

く感 じました。

ラジオは耳だけが頼 りで,色 もわか りませ

ん し,に おいもわか りません。もちろん感触

もわか りません。それをすべて言葉でカバー

しな くちゃいけません。ラジオで伝えること

は本当に難 しいことです。

種ヶ島での ロケッ ト取材 と,

大雨 による足止めのこと

これ まで何度か取材 には足を運び ました

が,も う一つ忘れられない取材があ ります。

それは,隊 長の中村浩美 さん と私 とスタッフ

の方2人 の4人 で,種 ヶ島にH-2型 ロケッ

ト,静 止気象衛星打上げの取材で行 ったとき

のことです。

打ち上げが延期 に延期 を重ねて3度 目の正

直 ぐらいで,今 度こそロケッ トが打ち上げら

*上 原 毅氏 ・当時:㈲ 電力中央研 究所 赤城試験 センター 技術課

・現在:環 境 リサーチ㈱ 赤城営業所 広報担当課長

主任研究貝

一17一



し

鉱

ー

峯

…

き

著
と
,6

,}

費
奉
ー

…

{

売「「「

…

　
§

ー

婁
き

ー

罵
§

婁
,『「

…

筆

「輩重

,,,6

ー

費
了,6

…

ミ

!

…

げ
}i

郵
や
≧

妻
隻

象
多

莚
義

藝

戎鱗i灘護驚 攣'霧 懸 難 頻 撫 ・認
メ 獄 懲壌驚 欝 擁 綴≧壕〆 霧 萎鎌,ジ

宇宙開発事業団 種子島宇宙センターにて

中村浩美隊長 と

れるのを生で見 られるのかなと,わ くわ くし

て鹿児島に着 きました。鹿児島か らは種 ヶ島

まで船で行 こうと,ま さに船に乗ろうと思っ

たその瞬間,ラ ジオか らまたもや延期になっ

たというニュースを聞 きました。 もうみんな

愕然 として しまって,帰 ろうかどうしようか

迷ったんですが,現 地で生で放送 しなきゃい

けない,あ と番組 を3本 必ずつ くって帰って

こなきゃいけない というノルマ もあって,

種 ヶ島行 きを決行 しました。

度重なる打上げ延期のため,結 局 ロケ ット

は陳列 されている,修 理 されてるところしか

見 られなかったんですが,め ったにこんな機

会はないと,い ろんな資料 をかき集めて,あ

ちらこちらを見学 したりして勉強 してきまし

た。

そして,現 地で何 とか番組 をつ くって,さ

て帰ろうと思ったら,今 度は大雨になってし

ま っ て 帰 れ な くな って し ま っ た ん で す ね 。

も う海 が 大 変 荒 れ ま して,船 は 出 な い し,

もち ろ ん 飛 行 機 も飛 び ませ ん 。 種 ヶ 島 は 小 さ

な 島 な の で,他 に す る こ とが何 もな くて,さ

て,ど う しよ う。あ あ,や っ ぱ り種 ヶ島 とい っ

たら鉄砲伝来だ。 じゃあ,鉄 砲伝来の資料館

に行 こうということになりました。 また,そ

こで3時 間 ぐらい時間 をつぶ して,よ うや く

帰れることになったんですが,結 局,私,こ

の足止めのお陰でラジオの本番 も飛ばして し

まい,テ レビの本番 も遅れて しまい,大 騒 ぎ

でした。

でも,い ろんな ところに取材に行かせて も

らえる,こ ういう番組についていなければ,

絶対に種 ヶ島に足を踏み入れ ることもない

し,ロ ケ ットを見ることもなかったでしょう

か ら,心 に残 るいい経験でした。

電車で使 った切符の リサイクルのこと

もう一つテープ を聞いていただ こうか と

思 ったんですが,そ ちらの方は省略 させてい

ただきます。

その聞いていただこうと思ったテープは,

「電車で使った切符,あ れはその後 どうなる

んですか」 という小学生の男の子か ら送られ

てきたハガキをもとに,「使 い終わった切符が

どうなるのか」を調べた番組です。結局,結

果 としては リサイクルに使 っている,す なわ

ち,ト イレットペーパーにしたり,ポ ケッ ト

ティッシュにした り,今 は舗装用のアスファ

ル トになった りしているんだ と,小 学生のお

子 さんの質問に答えました。

この他には先ほ ども申しました,面 白グッ

ズを皆さんに紹介 した りだ とか,省 エネ対策,

主婦の方がた くさん聞いてらっしゃる番組で

すので,こ うい うふ うにすれば資源 も無駄に

使わなくて済む し,電 気代 もかか らないよと

いう,生 活の知恵みたいなものも放送 してい

ます。
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「す す め エ ナ ジ ー 探 検 隊 」 を担 当 して

知 った こ と ・思 うこ と

そんな中で,先 ほ ども申しましたが,た く

さん聴取者の方か らおハ ガキをいただ きま

す。

何枚か紹介 したいんですが,43歳 の自営業

の男性の方か らいただいたおハガキで,「毎 日

仕事 をしなが ら聞いています。この放送を聞

いていると,い つ もただみたいに使 っている

水や電気などをもっと大切に,限 りある資源

だと思 うようになって きました。去年の水不

足 も過 ぎて しまえば……とい うことにならな

いように気をつけたいと思います」 というお

ハガキ。

そして,28歳 の女性の方からは,「理科系の

大の苦手だった私 にもとって もわか りやすい

お話 を,い つ も楽 しく聞かせていただいてい

ます。環境問題についてなども,と て もため

になっています。これか らもいろいろなこと

を教 えて ください」。

そして,こ ちら55歳 の会社員,男 性の方に

いただきました。「堅い番組ではないかと最初

は食わず嫌いであまり聞きませ んでしたが,

とても楽 しく聞かせていただいています」こ

れは最近のおハガキですので,あ まり感想が

た くさん含まれていないものなんですが,番

組が始まった当初 にいただいたお葉書の中に

は,本 当にもっともっと 「教 えて ください」

とか,「全然興味がなか ったけ ど,こ の番組を

通 じて興味を持つようになった」 とか,そ う

いうおハガキをた くさんいただいています。

この番組は,入社 して初めて持 った番組で,

この番組 をや りなさいといわれた ときに,

「えっ,エ ナジー探検隊?科 学番組?そ んな

難 しい番組,私 にできるのか しら」 と,全 く

自信あ りませんで した。そしてさらに,そ う

いう難 しい,堅 い番組 を聞 く人がいるのか し

ら,と 思いました。

ですが,1回,2回,ず っと放送 してい く

うちに,全 国の皆さんか ら山のようにおハガ

キをいただきました。先ほ ども申しましたが,

「全 く興 味が なかったんだけ ど,こ の まま

じゃいけないとい う気になった」「私 も変わら

な くちゃいけない」「楽 しく,毎 回楽 しみに聞

いてます」 とい うふ うな内容のもので した。

そうい う反応がかえってきて,び っ くりした

んですね,私 自身,半 信半疑でやっていたの

で,と ても驚きました。

そこか ら感 じたのが,本 当はみんな とって

も身のまわ りの様々なことに関心があるんだ

な,と いうことです。聞いていらっしゃる方

は主婦であった り,子 供 さんであった り,お

じいちゃん,お ばあちゃん。その方たちが,

本当は何か地球のためになることをしたい,
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何かを変えたいと思 ってるんだな,と いうこ

とを知 りました。

この番組 を通 じて,人 の心 に言葉 をス ト

レー トに届けることの大変さ,そ してそうで

きた時の喜びを知ったような気がします。「エ

ナジー探検隊」 という番組 これからも大切

に,楽 しんでひたむきにかかわっていきたい

と思ってお ります。

大変つ まらないお話で申 し訳ないんです

が,ど うも長い時間お付 き合いいただきまし

てありがとうございました。

司会 進藤さん,ど うもあ りが とうござい ました。

ここへ お られる皆様方 の中には,こ のよ うなエネ ル

ギー関係や,地 球環境関係の広報 の番組 とか,広 報 資

料作成 な どに携 わ られた経験が おあ りの方がみ える

か と思 います。何 でもない形の ように見 えまして も,

その番組 をつ くる方たちに とって は非常 に緊張 した

大 きな作業 があ るとい うこ とが よ くわか った ような

気がいたします。

アナ ウンサーに なられて まだ1年 にな らない とい

うお話で ございますけれ ども,こ れか ら先 もいろんな

番組 を損当 されるか と思います。エネルギー関係,あ

るいは地球環境 関係 は進藤 さんの 「おはこ」の分野 と

して,こ れか らも是非 ともよろし くお願 いしたい と思

い ます。

長時 間の ご講演あ りが とうございま した。皆様 どう

ぞもう一度進藤様へ拍手 をお願いいた します。

どうもあ りが とうございました。

進藤 晶子アナウンサーのプロファイル

氏 名:進 藤 晶子

(しんどうまさご)

出 身
血 液 型

入社年度

出身大学

《趣味》

大阪府豊中市

0型

1994年

松蔭女子学院大学 文学部

歌 舞伎 鑑 賞,京 都 の 古 寺 巡 り,散 歩,

旅行,読 書,テ ニ ス

《特 技 》

日本舞 踊(花 柳 流名 取 り・花 柳 さ らさ)

タ ップ ダ ンス,バ レエ,

どこ で も眠れ るこ と!

《担 当番 組 》

「JNNス ポー ツ&ニ ュ ー ス」(日 曜 日

担 当)

TBSラ ジオ

「す すめ エ ナ ジー 探 検 隊 」

月 ～金15:30～ ほ か

《好 き な もの 》

歌 舞伎,関 西 気質,さ くら胡 蝶 蘭

叡

「墾
郵

甕
罫
貌
老

毅
鶉

臼
娼
,覇
P
短
難
叡

『鑑
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〔基 調報 告1〕

米国における民間発電事業の例

井 上 雅 晴(三 菱商事㈱ 電力事業開発室長米国ダイヤモンド・エナジー社 会長)

民間発電事業者が多数を占める

米国の発電所建設

最初に,米 国の電気事業法からお話 したい

と思います。

米 国では1930年 代に,日 本の電気事業法に

相当する法律が制定され,電 力事業発達の基

盤 とな りました。1930年の電力事業基本法(F

PA,FederalPowerAct)お よび1935年 の

公益事業持株会社法(PUHCA,PublicUtil-

ityHeldingCompanyAct>が それでして,

簡単に申します と,前 者がおよそ日本の通産

省の,後 者が大蔵省の規定に相当する,と 考

えていただいて結構です。これ らの法整備に

よ り電力事業は大変発達 し,安 定 した電気事

表1米 国における規制緩和の流れ

年

1978

1988

規 制 緩 和 の 流 れ

公 益事 業規 制政 策 法(PURPAの 制定

一 認定 施 設(QF)の 認可

連 邦 エネ ルギー規 制委員会 通達(FERC

Order:NoticeofProposedRule

Making(NOPRs))

一 卸電 力 の競争 入 札制 度 の認可

電力事 業 基本 法(FPA)お よ び公益

事 業持 株会 社 法(PUHCA)の 改正

一 卸 売電 力事 業(EWG)の 認 可

1992

馨 竸

業,電 力供給が確立いたしました。 しか し,

時代の変遷 とともに,変 更が必要 となってき

たのが米国の実情,と いえます。

米国における最近の規制緩和の流れが表 霊

です。1978年 に公益事業規制政策法(PUR

PA,PublicUtilityRegulateryPolicy

Act)が 制定 され,電 力会社以外の ものでも発

電を行い,電 力系統への給電が可能になりま

した。

ただし,こ の法律の主たる目的は規制緩和

ではな く,む しろエネルギーの有効利用にあ

ったといえます。当時は,油 が1バ レル50ド

ルになるとの噂があった第二次オイルショッ

ク後の時期でして,一 定の基準を満 した発電

設備により発電 された電気については,電 力

会社に購入義務 を負わせた法律です。その一

つはコージェネレーションといい,あ る一定

以上の効率 をもって蒸気 と電気 を併給するも

のです。二番 目がスモールパワー といい,見

捨てられていたエネルギーの活用 を図るもの

で,例 えば,木 屑,ご み,地 熱,太 陽熱等か

らの発電設備です。この法律により,非 電力

事業の一般会社が,初 めて卸売発電を行なえ

ることになったわけです。

その後,1988年 に卸売電力の入札制度が導

入され,1992年 にはエネルギー法の改正があ

り,コ ー ジェネレー ション,ス モールパワー
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以外の発電設備 であっても,電 力会社の系統

への供給を認める法律かできました。卸売電

力事業(EWG,ExemptWholesaleGenera

tors)と いいますか,こ れか普通の発電設備て

あって も入札制度により正 当化 された電気で

す。 日本の規制緩和に関する今回の法律改正

も,こ のEWGの 考え方 を取 り入れている,

と私は理解 してお ります。

1978年 の法改正以来,独 立発電事業者によ

る発電か伸 び,1993年 には,ト ータル5,000万

kWに 達 してお ります。5,000万kWと 申します

と,東京電力(株)の 全発電量に匹敵する量で,

これほどの電力量が民間発電事業者 より電力

系統に供給されているのが現状です。

図1は,米 国における電力会社,民 間発電

事業者による新設発電設備の容量です。両者

は,1990年 か ら互角 になってお り,今 では完

全に民間発電事業者による新設発電設備の方

か多い,こ れか米国の現状 です。

民間発電事業を伸 した米国のガス事情

米国における民間発電事業者の発電量を燃

料別にみますと,図2の とお りです。

これは少 し古い資料でして,ト ータル4,700

水力1097MW2%ゴ ミ焚き2096MW4%

劣陛炭他6517MWl4%

バイオマス

3175MW

7%

石炭

7513MW16%

一22一

総発電ee==47562MW

GOMW以 上の案件を対象)

1993年度

石油552MW1%
地…跳/風力/

図2米 国民間発電事業の燃料別シェア



万姻になってお りますが,燃 料別には,ガ ス

が圧倒的に多 く,民 間発電事業者はガスによ

り約50%の 発電をしているのが現状です。

次が石 炭,そ して ウエ ス トフ ユー エル

(WasteFuel)ま たは劣性炭 とい うのは,ボ

タ山の炭で,今 まで見捨てていた炭 を選別 し

燃してお ります。バ イオマスは,木 屑,と う

もろこしのカスなどです。それ以外は,都 市

ごみ,水 力,オ イル,地 熱などが続 きますが,

やはりガスが圧倒的に多いのが実情です。

米国でガス燃料の発電設備がこれほど多 く

建設されましたのは,ガ ス事情が大 きく寄与

しております。すなわち,ガ ス産出国のアメ

リカでは,規 制緩和が徹底 してお り,原 則 と

して,ガ スはいつでも,ど こで も,誰 からで

も必要な量だけ市場価格で購入できる,こ れ

が米国で民間発電事業が育った最大の理由,

と思ってお ります。

現在 まだ規制が残 るのは,イ ンターステイ

ト・パイプライン,こ れは州にまたがるパイ

プラインで連邦政府が規制 してお ります。そ

れか ら州の中のパ イプライン,こ れは各州の

公益事業局か ち規制 を受けます。もう一つが,

地域のディス トリビューシ ョン ・カンパニー

で,例 えばサザ ン ・カリフォルニア ・ガスな

ど,こ れらも規制 されてお ります。

本金は,現 在30億 円,売 上げが130億 円,そ の

他の活動状況は表2の とお りです。現在は全

てフル稼働 中で,私 は過去3カ 月間に4回 ほ

どアメリカに行 く羽 目になりました。やは り

いろいろな問題が発生しまして,な かなか東

京にはじっと座っておれないとい うのが実態

です。発電事業 も余 り楽な仕事ではない,と

つ くづ く実感 してお ります。

なお,私 どもの事業はあくまでも電力会社

への卸売発電事業でして,リ テールとか送電,

これはや ってお りません。

表2米 国での三菱商事(株)の発電事業活動

1。会 社 名

2。所 在 地

3.会 社 設立

4.資 本 金

5.事 業 内容

6.代 表役 員

7。従 業員 数

8.売 上 高

DiamondEnergy,Inc.

(略称:DEI)

LosAngeles,Califomia,US.A.

1988年

(デラウェア州法に基づ き設立)

(払込)30億 円

(全額 三 菱商事(株)の 出 資)

民 間発 電事業

社長 岡崎洋 次 郎

約120名

130億 円(1994年)

卸売発電事業者としての

ダイヤモン ド・エナジー社

本 日の演題は,ア メ リカにおける民聞発電

事業の紹介 ということですので,こ こで私 ど

もの会社,ダ イヤモン ド・エナ ジー社 を紹介

させていただきます。

設立は1988年,私 が初代の社長で して,資

発電事業を行 うときの相関図は,図3の よ

うにな ります。私 どもダイヤモン ド・エナジ

ー社は,出 資者 として参加 しております。発

電プラン トごとに事業体 をつ くり,そ この事

業体が,業 者に発電プ ラン トの発注を,電 力

会社 とは売電契約を,燃 料会社 とは燃料供給

契約 をしています。それ以外に,連 邦政府,

州政府の許認可,そ れか らアメ リカでは分業

が進んでいますか ら,運 転,保 守 も外部発注

をしてお ります。そして銀行か らプロジェク

ト・ファイナンスを借 りてやる,こ れが簡単

一23一
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な発電事業の相関図です。

私 どもは,現 在,図4に ありますよう米国

内に4カ 所の発電所 を持 ち,本 社はロスアン

ゼルスにあります。最初に始めた仕事がカ リ

フォルニア,ロ スアンゼルスで,次 第に東部

画

が 多 くな り,現 在 コー ジ ェネ レー シ ョンが3

箇 所,あ と,ス モー ルパ ワ ー とい う木 屑 焚 き

が1箇 所 。 図 中の ドス ウ ェル は,正 確 に は 前

に 述 べ ま したEWGで,コ ー ジ ェ ネ レー シ ョ

ン で は な く,発 電 専 門 で す 。ロ ッ ク ポー トは,

運転維持契約

ターンキー契約

回

発電プラント

図3プ ロジェ ク ト関係 図

雇頁 問

(法律、 技術)

運転維持代金

妻

裟

「}

コ事
暫
輸

墾

シ

…

誓・ヌ

匹

ー

ダイヤモンド
エナジー本社

TENASKA220MW
天然ガス焚

コージエネレーション

LYONSDALE19MW

木屑焚
コージェネレーション

LO〔]KPORT174MW
天然ガス焚

コージェネレーション

図4ダ イヤ モ ン ド ・エナ ジー社 概 要

00SWELL665MW

天然ガス焚
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トー メンも開発に参加 されたものに,私 ども

が後から資本参加 した発電所です。

発停指令 を受ける,

ドスウェル発電所の操業状況

ここで一つの発電所のオペレー ションをご

紹介 し,そ れより全体の様子を分かっていた

だこうと思います。図5は,私 どもの中心的

事業である ドスウェル発電所の全景でして,

バー ジニアにあ ります。平均 出力は,665MW。

ご承知のように,ガ スタービンは冬場に温度

が下が ります と出力が上 り,726MW出 ます。こ

の発電所は,い わゆる中間負荷 を担ってお り,

電力会社の指令 に基づ き発停 を行 ってお りま

す。

燃料ガスは,地 下の24イ ンチのガスパイプ

ラインか ら受入れています。発電設備は,ガ

スター ビンが4台,ス チームター ビンが2台,

このほか,ち ょっと日本では見慣れませんが,

水が少い土地ですので空気冷却 コンデンサー

があります。これは,自 動車のラジエターの

お化けと考 えていただければ結構 ですが,縦

横80m×50mぐ らいの大 きなものです。また,

発電所のために新たに敷いた鉄道引込線があ

り,重 量物や緊急用灯油の運搬をやってお り

ます。

先ほど申しました とお り水が少ない土地で

すか ら,グ レイウォーター と呼ばれ る工場廃

水 を買い,そ れを処理 して発電所で使 ってい

るような次第です。工場廃水 といいましても,

大体川に捨てられる ぐらいにグレー ドを上げ

たものですが,そ れでも水処理設備は大プラ

ン トになってお ります。 また,廃 水ゼロを地

域 と合意 したものですから,廃 水はすべて沸

かし,湯 あかの状態にして埋立てに使ってお

ります。このようなこともあり,な かなか厳

しい条件下の運転ですが,日 本 と比べると地

亀 〆争咳 ・

・編 境擁 鷲 繋 纏 蒙1謬 驚

樵擦
、 姦

、ノ 、、

図5ド スウ ェル発電 所 の全景
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盤 もい い し煙 突 もか な り低 く,い い 面,悪 い

面,両 方 あ り ます 。

売電契約につ きましては,電 力会社へ百パ

ーセント卸売 りしてお ります。契約期間は25

年,そ れか ら電力会社の負荷 に合わせて発停

の義務 を負ってお ります。契約上は朝起動 し

て夜停止する発電所ですが,実 際の運転はそ

のような厳 しい条件ではな く,一 週間 ぐらい

動かして,ま た停めたりという状況です。

固定費は,近 隣するバー ジニア電力の最新

鋭火力の建設費,こ れをキロワッ トで換算 し

固定費 としていただいてお ります。従 って,

発電所の稼動時間に関係な く固定費はいただ

けることになります。変動費は主に燃料代で

すが,こ れは運転 した分 いただいてお ります。

従って,理論的には1時 間 も動かさなくても,

また,8,000時 間稼動 しても,収 益には大差な

いのが実態ですが,電 力会社か らの送電指令

に万一に も対応できないと,こ れは厳 しいペ

ナルティが取 り立てられます。

先ほど申しましたように,私 どもの発電所

は中間負荷の担当で,年 間稼動は,3,000時 間

か ら4,000時 間 に な っ て お ります 。売 電 先 の バ

ー ジ ニ ア 電 力 は
,原 子 力 と石 炭 が べ 一 ス で コ

ンバ イ ン ド ・サ イ クル,そ れ と石 油 が 中 間 負

荷 を担 っ て お り,ピ ー クは い わ ゆ る オ ー プ

ン ・サ イ クル ・ガ ス ター ビ ン と揚 水 が 担 っ て

お り ます 。 指 令 に順 番 が あ り,私 ど もは チ ェ

ス ター フg一 ル ド7と い う発 電 所 の 次 の順 位

で,常 に待 機 の 状 態 に あ る わ け で す 。

アメリカはガスの産出国で,大 体ガルフ,

オクラホマ,ミ ッ ドコンティネン トあた りが

ガスの生産地にな ります。そして,ア メリカ

中に張 りめ ぐらされたパイプラインによりど

こへでも輸送できます。東北部へのパイプラ

インは,主 に第二次大戦中にできたもので,

何本 も走ってお ります。

幹線パイプラインは,イ ンタラプタブル ・

パイプラインといいまして,需 要によっては

使用停止 もありえます。すなわち,優 先順位

があ り,例 えば家庭,病 院などは第一順位で,

発電所は5番 目ですから,私 どもは理論的に

は止められる可能1生を持っパイプラインを使

ってお ります。防衛策 として,図6に あ りま

ケン貿

＼

一一「 一 印

_
ハ'

き,

$い 乳ぐ

図6天 然ガ スパ イプ ライ ン地 図
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すよう,ペ ンシルバニア州のオークフォー ド

に地下の貯蔵庫を持 ち,そ こをバッファーに

して運転 をしております。

そして,オ ー クフォー ドか ら私 どものバー

ジニアの発電所までのパイプラインは,フ ァ

ーム ・トランスポーテーション,絶 対に輸送

停止 しない運送契約 を持ってお ります。オー

クフォー ドの地下ガス貯蔵庫は容量が特に大

きく,私 どもは20万 トンぐらいの地下貯蔵の

利権を持 ってお ります。したがいまして,パ

イプラインが空いている夏場にどん どん送 り

込んでお き,冬 場の窮乏時にここから放出す

る方式をとっております。このようなアレン

ジがありません と,年 中発停要求を受ける発

電所の場合,操 業が大変難 しいとい うのが実

情です。

発電事業支出の構成 を図7に 示 します。や

は り燃料代が圧倒的に多く,コ ス トのほぼ45

%を 占め ます。次に,金 利,減 価償却など元

本に係わる支払いで,こ れらの固定費 と燃料

燃撚

'
'

撚撚撚

飛
川鵠措川

環

M

撚
・
亀

・
・

:

1

-

l

l

l

I

訟 燃料費

圏 利駁 払

囮 瀟 醐

匡ヨ運転・擶 費

口 その他の期

㎜ 棚 前収益

図7事 業収入の使途内訳

代 を合わせ ます と,収 入のほ とんどが消費し

ます。残 りをどう操作するかが事業主の手腕

の見せ どころでして,運 転維持費,諸 掛 り,

税金を差引いたものが粗利 となります。ちょ

っと燃料 を高 く買いますと,途 端に粗利が圧

迫 されて しまう,と いうのが実情です。

ぜひほ しい,民 間発電事業への

プ鑓ジェク ト・ファイナンス

先ほ ど植草先生か らプロジェクトファイナ

ンスのお話があ りました。三菱商事(株)と い

えども5億 ドル,当 時の為替相場1ド ル130円

では700億 円 ぐらいの金にな りますが,こ うい

う莫大 な金 を自己の資金力で借入れす るの

は,私 どもの会社全体の資金力に影響 します。

会社 としてはなるべ くオフ ・バ ランス シー

ト・ファイナ ンスをとるよう指導 を受けてお

り,結 局,こ れはノン ・リコース ・ファイナ

ンスをとりました。すなわち,プ ロジェクト

を担保に必要資金を借入れ し,私 どもはイク

ィティなどの投資に限定 して金 を注入 し,プ

ロジェク トを実現させた次第です。

日本では,ま だまだプロジェクト・ファイ

ナンスが育ってお りません。今,銀 行,イ ン

ベスティメン ト・バンカー,そ れから弁護士

の方々に,こ れが育たないと日本では民間発

電事業は育たない と力説してお りますが,な

かなか皆さまのご理解がいただけないような

状況です。民間会社が電力会社のように多額

の借 り入れ をするのは大変な負担ですか ら,

やは りこれが育 たないことには,私 は 日本の

民問発電事業は育たないん じゃないか,こ う

思ってお ります。
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電力会社 と同 レベルにきている,ダ イヤ

モン ド・エナジー社の発電プラン ト

最 後 に な ります が,電 力 会 社 の 方 か らは,

一 般 の 民 間 会 社 で建 設 す る発 電 設 備 は
,何 か

ク ォ リテ ィが 低 い の で は な い か とい う ご指 摘

も受 け ます が,一 応 私 ど もダ イ ヤ モ ン ド ・エ

ナ ジー 社 は,1993年 に"PewerPlantofthe

Year"と い う賞 をMcGraw-Hillか ら い た だ

き ま した(図8)。"DispatchableCombined

CycleFacility"と 書 い て あ ります が,こ れ は

民 間 発 電 事 業 者 が 本 格 的 に 発 停 運 転 モー ドを

受 入 れ た 第1号 で あ る こ と,"Zero-discharge"

は,廃 水 を一 切 捨 て な い とい うこ と,そ れ と

"NO
xContro1"と い う こ とで い た だ き ま し

た 。 そ うい う面 で は,ク ォ リテ ィ的 に も一 応

電 力 会 社 に 対 抗 で き る レベ ル に きて い る,と

自負 して い る次 第 で す 。

私が皆様にご紹介 したいことは,以 上でご

ざいます。あ りが とうございました。

雌
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図8ド スウェル発電所が受賞したパワープラント賞(1993年)

　

一28一



鍵

電

灘潔潔潔

〔基調報告2〕

自家発 による市場の

自由化への対応の方向

中 谷 道

潔潔灘 き

中谷でございます。

先ず,私 どもの懇話会ですが,現 在,会 員

数が61社,自 家発認可出力の総計は,2,200万

kWを 超えてお り,そ の3分 の2を 会員61社 で

占めているとい う状況になってお ります。

本 日お話す る内容は,ま ず第一に,自 家発

電の現状 と動向,二 つ 目に,自 家発電設備 と

事業用設備 との相違点,三 つ 目に自家発か ら

電気事業者への売電状況,最 後に,卸 供給参

入に際し自家発電 としての取 り組み方,こ の

4点 についてお話いたしたいと思います。

伸び続ける自家発電

彦(大 口自家発電施設者懇話会理事長)

最初 に,自 家発の現状 と動向からお話 しま

す。図1が 自家発電の発電電力量の推移,図

2が 設備容量,す なわち認可出力の推移です。

まず,昭 和20年 か ら30年の半ばは,電 気事

業者の供給力がまだ十分 でなかった年代であ

り,電 力多消費型の素材産業が 自前で電源 を

調達 した時代であります。30年 代に入 ります

と,火 力による自家発が伸 び始めましたが,

いわゆる生産工程への蒸気併給 と,生 産工程

かち出る副生燃料を使 った火力発電 とを中心

に増加 した時期 であります。40年 代 は,高 度

成長の波に乗 り,自 家発火力が大 きく伸びた

時期になります。45年 以降,増 加のカーブが

少 し鈍化 してお りますけれども,そ れは45年

近辺で,鉄 鋼業並びにアル ミ精錬業が電気事

業者 との共同火力,い わゆる卸発電ですが,

これを集中的に建設 したことが,自 家発自体

の伸びを鈍化させた原因と考 えています。

続いて,オ イルショック以降,ご 承知のよ

うに燃料価格が高騰 したため,自 家発は一時

期伸びが鈍化 しましたが,60年 を境にまた急

激な伸びに転 じてお ります。60年 代の初期に

は,原 油価格の大幅な低落があり,そ れにあ

わせて電気料金 も値下げされたわけですが,

一方
,電 気事業者の原価構成,固 定費負担の

増大その他があ り,この60年 の時点において,

買電対比において自家発火力の経済性が俄に

高 まったわけであ ります。図2を 見 ます と,

ガスタービン,内 燃力が大幅に伸びているこ

とがわか りますが,い わゆるコージェネブー

ムが起 こったわけです。

平成2年 以降も,景 気の後退にもかかわら

ず自家発が伸びていることは,現 在 もなおそ

の基調が続いているといえます。

図3は,国 内の総発電量に対す る自家発電

の発電量および出力比率です。発電量は,常

に10%台 を保 ってお り,出 力比率で一時10%

を割 り込んだ時期があ りますが,先 ほどお話
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肇
ζ

しましたように,オ イルショック以降にみ ら

れた自家発比率の低下 も,60年 を境に再び上

昇に転 じています。

自家発の総発電量は,現 在,年 間1,100億

kWhで すが,そ の産業別内訳が図4で す。黒い

部分が自家発,薄 墨が共同発電か ら特定供給

を受けている部分で,白 枠が電力会社からの

買電です。なお,こ こで自家発 とは,自 家発

電の自家消費分 を指 します。

図で見ます と,業 種別には化学がやは り一

番多く,次 いで紙 ・パ,そ れから鉄鋼の順に

なります。化学の中で見 ますと,石 油化学 と

曹達工業が自家発の使用量が多く,そ の他化

学の合計 とほぼ等量です。鉄鋼 については,

使用量の大半を高炉 メーカーが占めてお り,

さらに共同発電からの特定供給分を含めます

と,化 学 を追い越 して第1位 になってお りま

す。

図5は,産 業用電力量のうちの業種別 自家

発比率でして,高 いのは紙 ・パ,化 学,石 油

精製,セ メン ト,そ れか ら鉄鋼 です。化学は,

全体では50数%で すが,そ の中で自家発比率

が高いのが石 油化 学で して,こ れは70%を

少々超えてお ります。それから曹達工業が60

%ぐ らい。石油精製は,図4に 見 られますよ

う,電 力の使用量の絶対値は低 いのですが,

自家発比率が非常に高 く,60%を 超えていま

す。最後に鉄鋼ですが,そ のうち,高 炉メー

カーは自家発分だけでは40%程 度に過 ぎませ

んが,共 同発電の分 を含め ます と,実 に80%

を超えてお ります。

このような自家発比率の高い産業は,卸 供

給に対す るポテンシャルが高いか と考 えてお

ります。

高効率で,燃 料多様化が

みられる自家発電

次に,自 家発電設備の特徴について,事 業

用 と比較 しなが ら,お 話 します。

一つは,蒸 気を主体 とした熱電併給の比率

が高 く,効 率的な電源 となっていること。 も

う一点は,使 用燃料に,い わゆる「副生燃料」

の多用 と,燃 料の多様化が進んでいることで

す。

まず,発 電専用のシステム,す なわち事業

用設備のほ とん どが,通 常図6の スタイルに

なっています。ボイラで発生 した蒸気 をスチ

ームター ビンに入れて発電 し
,そ れか ら復水

器 を通 して循環す るシステムで,実 際のサ イ

クルはもっと複雑ですが,こ れが基本形 とな

ります。 このシステムでは,ま ずボイラから

の排ガスで10%弱 の熱が大気中に放出されま

す。加えて,復 水器で約半分の熱が海水中に

捨てられ,全 体の熱効率 は,お よそ40%ぐ ら

いになっています。

ほかにコンバイン ド・システム というのが

あります。ボイラの頭にガスタービンをつけ

たもので,私 ども 「トップター ビン」 と呼ん

でますが,そ の排ガスでボイラの蒸気発生の

一助 とするシステムです。このシステムでも,

発電効率は大体50%ぐ らいという ところで

す。

図7は,自 家発電に使用される各種タイプ

の熱電併給システムです。この場合にも,復

水システムや コンバイン ド・システムは当然

使われます。

生産工程で蒸気 を使用す る場合,熱 電併給

でなければ,低 圧ボイラで発生した蒸気 を生
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図7汽 力蒸気併給システム

産工程 に送 るだけのことですが,熱 電併給の

場合 は,ボ イラの主蒸気圧力,温 度を高めて

エネルギー を上げ,ボ イラか ら生産工程へ送

る前にスチームター ビンを設け,ス チームタ

ー ビンを通 した排気 を生産工程に送る流れに

します。これは 「背圧 タービン」あるいは「背

圧 システム」と呼んでいますが,こ れが基本

型になります。

この他には,2種 類の圧力蒸気をプラン ト

が必要 とす る場合に,タ ービンの抽気 と排気

を生産工程に送る「抽気背圧 システム」,ま た

抽気を生産工程 に送 り,排 気 を復水 でボイラ

に戻す「抽気復水 システム」,さ らに生産工程

から回収 した,10キ ロとか5キ ロの低圧蒸気

で復水ター ビンを回し,電 気にしてエネルギ

ー を回収す る 「低圧復水 システム」があり
,

これらの単独あるいは組み合せ システムによ

り,エ ネルギー効率のもっともいい使 い方が

選択 されているわけです。

次に,図8の ような自家発電システムの中

で,復 水分による発電 と,も う一つの背圧分

による発電,こ れは抽気 も含まれますが,こ

の組み合せ発電について,あ る仮定の下に私

の前任者が行った試算例 を紹介 します。この

システムで,発 生電力の発電量比率は,大 体

復水分が60%,背 圧分が大体40%と い う比率

になってお ります。ボイラ,復 水 タービン分

での熱効率 は事 業用 よ りは少々悪いのです

が,こ の背圧分の熱効率 は80%を 超えてお り,

この全体 システムは,50%程 度 という高い熱

効率 を実現 してお ります。

この他に60年 以降急激に伸びましたコー ジ

ェネレーションがあります。それには,ガ ス

タービン,デ ィーゼルといったエンジンがあ
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り,単 独発電の場合,熱 効率はガスター ビン

でおよそ30%程 度,デ ィーゼルで40%程 度で

すけれども,そ れぞれの高温の排ガスを蒸気

に して熱 回収す るのがいわゆるコージェネシ

ステムです。 どれだけ排熱 を回収するかによ

りますけれども,60%,70%の 熱効率が実現

で きます。

図9が 自家発電の主要燃料でして,通 常の

統計 とちょっと違 う分析の仕方をしてお りま

す。主要燃料のうち,や は り一番多いのは石

油系で,こ れには重油,軽 油,灯 油があ り40

燃 料 →か

排
ガ わ

%弱 。あと石炭系が17%程 度,ガ スは少量で

すが,こ れらのいわゆる市販燃料が占める割

合 はおよそ60%に なっています。 このほかに

石油コー クスガス系統がわずかあ ります。

問題は副生燃料です。石炭系の副生燃料は,

鉄鋼業でのいわゆる高炉ガスなどの副生燃料

です。石油系は大体が石油精製,そ れに石油

化学の分留,分 解過程から出て くるガスや液

体の副生燃料です。それか ら,そ の他の副生

燃料は紙 ・パ業などで出る黒液等で して,こ

の3つ の副生燃料で全体の約3分 の1に な り

ます。

出力

か(41%)

図8自 家発電熱電併給の構成

雛

ー

多婁
ー

図9自 家発使用燃料
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`

もう1つ が回収エネルギー,生 産工程で発

生す る熱を蒸気で回収 して発電するもので6

%に なっています。 この生産工程か ら回収す

る副生燃料および回収エネルギーによる発電

が40%弱 に達 しています。

このように,副 生燃料の多用,燃 料の多様

化が 自家発電での燃料の特徴か と思います。

まとめます と,一 つはエネルギーの効率的

利用が図られていること,も う一つは資源の

有効活用が進め られていること,こ れが自家

発電の大 きな特徴 といえます。

保証すべき安定供給,

許容が望 まれ る併用型 自家発

自家発電か ら電力系統への電力逆送は,以

前は,原 則的にできないことになっていまし

た。そのため,自 家発電設備は,基 本的には,

逆送や余剰が発生 しない容量の設計になって

いました。しか し,設 置後に事業構造の変化

等が起こ り,現 在,余 剰が出ている所がある

わけです。

図leを 見ます と,52年 以降,自 家発電の売

電が急増 してお ります。これは,オ イルショ

ック以降,一 方で電力多消費型産業の空洞化

が始ま り,また一方で省エネが進行 した結果,

使用電力量が減少 し余剰が増加 したわけで

す。

57年 以降,一 時期減少 していましたが,平

成2年 を境にまた急激に増加 してお ります。

この増加の要因は,一 つは景気後退による消

費電力の低落ですが,も う一つは,平 成3年,

電事審電力基本問題検討小委員会の中間報告

により,分 散型電源の活用が謳われ,さ らに

平成4年,各 電力会社 さんから余剰電力購入

メニューが公表されたことによります。

このような売電 を巡る環境変化が売電量増

加 を促す原因でして,今 後 も増加 は継続する

もの と見ています。

次に,卸 供給への参入に際し,自 家発 とし

て考慮すべ き対応についてお話 します。

まず,自 家発 としての リパワ リング,い わ

ゆる供給用の電源,供 給力の創出は,最 も一
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般的で多いのが,設 備の新設,ま たは増設で

す。しか し,先 ほどお話 し申し上げたとお り,

自家発電の多くはかな り高効率のシステムを

組んでお り,既設設備の リパワリングにより,

効率 よく電力を引き出すことが可能です。

図質にあるのが リパワリングの方法です。

その一つが トップタービン,い わゆるガスタ

ービンを新設 して,排 ガスをボイラーに入れ

燃料を節減 し,リパワ リングをす る方法です。

リプ レースに伴 う方法には,一 つは復水分

を増加 して,リ パワ リングをします。 もう一

つは,ボ イラーの主蒸気圧力 と温度 を高めて,

ター ビンの熱落差 を大きくして リパワ リング

を図 ります。

また,生 産工程の省エネ,あ るいは生産量

減少により,背 圧 タービンに余力ができて,

その出力が出ないケースもあ ります。その場

合,図 にありますよう低圧 タービンを追設 し

て,背 圧 タービンの蒸気スルーをふや し,発

電量 を増します。 と同時に,こ この新設 した

低圧タービンの出力を増 します。

このような方法の組み合わせ によるリパワ

リングの余地が,現 在の自家発電に残ってい

ます。

いわゆる卸供給の供給パター一ンを図12に あ

げました。最 も一般的な方法は,卸 専用設備

を新設,ま たは増設して,入 札参加する方法

ですけれども,も う一つの考え方 として,先

ほどお話 ししました自家発の効率のよい発電

設備を活用するや り方があります。いわゆる

自家発 自消費 と卸供給の併用 タイプでして,

これら2つ のパ ター ンが考 え られ るわけで

す。

この併用型は,供 給安定性の面か ら,卸 供

給 としては問題あ りとの指摘 もあるわけです

が,効 率的電源の提供 という観点か らは,こ

の方法 も許容されるべ きと考 える次第です。

この2方 式には,そ れぞれの特徴があ りま

す。 まず供給安定性か らは,専 用設備が勝 る

と思います。ただし問題は,電 力会社 さん側

が欲 しいのは,べ 一ス電源 よりむ しろ ミドル

電源,あ るいはピーク電源でしょうか ら,単

独設備の場合,べ 一ス電源 として対応するに

馨
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図11リ パ ワ リン グの方法
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糞

くべ一ス電源〉

出力

0

〈ミドノレ電源〉

出力

24時

0

(卸供給専用型)

24時

〈べ一ス電源〉

段切

〈ミドノレ電源〉

出力

24時

O

舞供給

_zンz,..

自 消 費

(卸供給自消費併用型)

24時

図 翅 供 給 パ ター ンの 比較

は,夜 間出力を半分程度に絞 り,昼 間はフル

送電 ということで,年 間稼動率 は70%程 度に

なります。この場合,夜 間出力を絞 るのは特

に問題ないと思います。

しかしなが ら,ミ ドル電源で提供する場合

には,夜 間の停止 を伴 います。これは,起 動,

停止 を毎 日繰 り返す ということ,い わゆるD

SS(DailyStartandStop)を や らざるを

得ないわけで,技 術的には電力会社 さんでは

現在や っておられる火力発電所 もあ り,不 可

能ではないのですが,効 率面,ま た起動 ・停

止に要する人手の面よ り,若 干や りに くいと

ころがあります。

一方,併 用型です と,自 消費分の余剰を卸

供給 として売 るという形で,こ の場合,ミ ド

ル電源 としての対応は,DSSに よらず,発

電出力の上げ下げで対応で きるとい う特徴が

あ ります。 こちらの問題点は,負 荷変動によ

る安定供給の問題 と思います。

併用型の場合 における供給保証,あ るいは

安定供給に対す る考 え方 を,図13の 模式図で

お話 します。この場合,負 荷,生 産工程の蒸

気使用量,あ るいは副生燃料の変動によって,

発電量が変動するという問題があ ります。こ

れには,卸 供給参入にあたって復水分を増加

す る,あ るいは調整 し,出 力を一定に保つ対

策ができるか と思いますが,負 荷変動は,常

に随伴する問題であります。負荷変動のうち,

細かい波は日常の上下変動です。大 きなうね

りは,生 産動向の変化による比較的長期の変

動です。それか ら,大 波の中にある不連続は,

生産設備 の改廃による負荷増減のケースでし

て,こ のように変動は3タ イプあ ります。

まず,参 入するにあたって,全 体の出力に

対 して入札電力をいかに考 えるかとい うこと

です。いま申 しました想定される3つ の変動

を織 り込んだ上に,な おかつ余裕 をとる,と

らぬの問題はあ りますが,特 に重要なのは,

契約期 間中,絶 対に供給保証できるという範

囲を入札対象 とす ることです。

問題は図の中に,「余剰 メニュー」と書いて
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ある出力で,こ れを売電す るのであれば,あ

くまで 「余剰メニュー」 として契約すること

です。 とにか く,電 力会社 さんの代替電源 と

い うことをわ きまえ,供 給保証 を確実に担保

したうえで参入することが必要 と思います。

併用型には,こ の点いろいろのご意見,あ

るいは問題の指摘 もありますが,供 給保証 を

しっか り担保すれば,併 用型も許容 され るべ

き方法かと考えます。この方法により,効 率

的で低廉 な供給が可能になるケースは,多 々

あろうかと考えてお ります。

参入意志の多い卸供給

ここで,自 家発施設者 としての意向を,私

ども懇話会が昨秋実施 しましたアンケー トに

基づ き簡単に説明 します。

まず,卸 供給電力の創出は,図14に あ りま

す よう,会 貝の約8割 が可能性あ りとしてお

り,な しというのが18%で す。できない理由

は,図15に あ りますよう,一 番大きいのが資金

調達,あ るいは経済性でして,そ れが半分以上。

その他は,環 境規制が30%弱,立 地スペースの

不足,こ ういう理由になってお ります。

卸供給電力の創出方法については,図16の

とお りで,や は り圧倒的に多いのが新増設の

55%,次 が リプレースする際の リパワリング

が26%,ト ップター ビンが8%,低 圧 タービ

ンが5%,そ の他が6%と なってお ります。

卸供給電力の創出に使用す る燃料は,図17

のようで,先 ほ どお話しました自家発自体の

使用燃料 と似 た傾向にあ り,石 炭系,石 油系

が20%前 後,そ れから副生燃料が同程度。L

NG(都 市ガス〉のみ増加 していますが,こ

れはガスタービン,い わゆるトップタービンに

よるリパワリングを考慮 しての話 と思います。

卸供給検討の意志の有無については,業 種

別には図18の ようであり,全 体では2/3が
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警

検討の意志あ りの結果でした。 また,昨 秋の

時点で,検 討着手ずみが12%,す でに検討完

了が1件 。回答者の80%強 が検討 したい,あ

るいは検討中になってお ります。

卸供給参入の意志につきましては,業 種別

には図掘のようでして,積 極的なのは石油精

製,次 に化学,紙 ・パ,鉄 鋼,大 体 この3つ

となります。全体では是非 とも参入したいが

13%,条 件が整えば参入したいが62%,現 状

でまだ決め難いが23%,全 く意志なしが1件,
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図17卸 供給電力創出の使用燃料
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図19卸 供給参入の意志

そ

の
他

自社事情
14%
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… 鱈畔

_経 済性58%
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図20参 入条件内訳

こういう分布です。

条件次第 というところの参入条件内訳は,

図20が 示すよう,や はり一番大 きいのは経済

性で,あ と環境規制のクリア,制 度の明確化,

それから自社事情,こ れらが大体同じです。

以上のように,卸 供給参入については各業

界とも一応参入に意欲的,あ るいは積極的な

意向を持っていることがおわか りいただけた

かと思います。

最後に,課 題 ですが,簡 単に申し上げます

と,こ れからの制度の詳細設計に左右 されま

すが,一 番大 きいのは先ほ ど出てまいりまし

た経済性,い わゆる事業の成否です。それか

ら,環 境問題への対応,安 定供給の問題にな

ります。電力業界さんから,自 由化後の安定

供給お よび環境対策に対する不安が指摘され

てお りますが,こ れはいささか心外には思 う

んですが,謙 虚に受け とめ,安 定供給および

環境対策への努力を継続 してい く心積 りでお

ります。

参入するにあたっては,技 術的な基盤 経

験を十分持って参入すべ きであるのは,申 す

までもあ りません。

少々時間が超過いたしました。これで私の

話 を終わらせていただ きます。どうもあ りが

とうございました。
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〔特別講演〕

電力市場 自由化の与える影響

栗 原 史 郎(一 鰍 学商学部教授)

規制緩和に火を点ける不況と円高

一橋大学の栗原でございます
。

私の専門は3つ の分野で,一 っが新商品開

発あるいはイノベーション,二 つ 目が産業政

策,三 つ目が資源エネルギー論 をやってお り

ます。

そもそも規制緩和を世界的に見ますと,70

年代の後半が始 まりで して,ア メリカのレー

ガン政権,イ ギ リスのサ ッチャー政権,そ れ

か ら日本ではやや遅れて中曽根首相の時代 に

なります。

最近では,バ ブル崩壊の後,日 本経済の立

ち上が りに低迷状態が続 き,底 を打った とい

われてもまた失速 し,こ の6月 頃か らはデフ

レーションではないか,と の見方 もでていま

した。マクロ経済学がご専門の一橋大学中谷

教授に言わせます と,こ れはどうも1920年 代

の不況の再来ではないか,大 変な状況に陥っ

ているとのことです。

さらに先生のご意見を続けます と,昔,高

橋亀吉翁という大先達がおられました。民間

エ コノミス トで,ケ インズ経済学が日本に入

る前かち統計的数字に基づ く議論 をなされた

大家ですが,こ の先輩の観点で量 近の統計値

を見 ます と,民間設備投資が落ち込んでお り,

バブルのころに比べて,2割 ぐらいの落ち込

みです。個人消費の維持 とか,政 府の財政支

出,こ れは景気刺激策 ということもあってさ

ほ ど下がっていないのですが,何 しろ先行 き

不透明ということが利いています。皆さんご

承知のように,民 間設備投資は,マ クロ経済

の関数でいいます と,期 待収益率 に大 きく左

右されます。ですから,貸 出金利をい くら下

げても,期 待収益率が上がらない限 り,な か

なか設備投資が上向かないことになり,資 本

主義経済がいか に景気変動に悩 まされ るか

を,こ の投資の不安定さが如実に示 していま

す。ちょうど高橋翁の著書にある昭和大不況

と同じ現象が,今 起 こっていると思うのです。

それで,今,な ぜ規制緩和か といいます と,

一つはや はり景気が悪いこと。政府が規制を

撤廃すれば,何 かビジネスチャンスが生まれ

るのではないか,こ ういう期待感が非常に大

きいと思 うのです。 もう一っには,一 時80円

を切 った昨今の円高により,内 外価格差が特

にひどいこと。なんちかの対策が とられなけ

れば,日 本産業の空洞化が進行す るのではな

いか。この2点 が,規 制緩和を求める背景に

なっていると考えます。

しかし,我 々が心すべ きは,規 制緩和はあ

くまでも手段であって,目 的ではない という
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ことです。我々は,と か くムー ドに流されや

すい性向があ ります。エネルギー問題は,極

めて多面的な構造 を持 ちますので,今 回の規

制緩和がエネルギー分野に及ぼす影響 と,逆

にその効 き目が薄い範囲 とをしっか り把握 し

てお く必要がある,と 思います。

規制緩和 を求め るエネルギー事情

そ こ で,エ ネ ル ギー 問題 と は そ もそ も何 か,

そ の辺 か ら始 め る こ とに い た し ます 。

ま ず エ ネ ル ギー 問 題 に は,供 給 面,需 要 面 の

2面 が あ ります 。図1は,長 期 の 需 要 動 向 を示

した もの で,1880年 か ら92～93年 に い た る一

次 エ ネ ルX'・一消 費 と実 質GNPを プ ロ ッ トし

た もの で す 。注 目す べ き点 の 一 つ は,一 次 エ ネ

ル ギ ー 消 費 が,高 度 成 長 期 に はGNPの 伸 び と

ほ とん どパ ラ レル に増 加 した こ と。二 つ 目に,

73年 のオイルショックから油の高値が続いた

86年 までの問,一 次エネルギー消費全体 の伸

びは,石 油換算した統計上ですが,ほ とんど

増えていないこと。この2点 が極めて顕著に

みられ,着 目に値する傾向と考 えてお ります。

図2は 油価でして,左 の軸はバレル当た り

の ドル表示,最 高40ド ル ぐらいにいったでし

ょうか。下方のカーブは,国 内の物価水準で

割 り引いた実質的なバーレル当た りの円表示

金額です。これか らみます と,73年 のオイル

ショック以降86年 まで,油 価の急騰を示 して

います。現在のエネルギーは,石 油が大宗を

占めていますので,石 油本位制 ともいえます

が,こ のことが非常に大 きく利いて,こ のよ

うな急騰を招いたわけです。

図3は,部 門別に見た一次エネルギー消費

の伸びです。図からわか りますように,油 価

の高値が続いた73年 か ら13年間は,ほ とん ど

(石油換算百万 トン,兆 円)
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図2戦 後 の わ が 国 の石 油 価 格 の 推 移
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図3戦 後 の わが 国の最終 エ ネ ル ギー 消費 量の 推移

伸 びがあ りません。油価が下がった途端に87

年よ り再び消費の上昇がみられ,エ ネルギー

消費の抑制がいかに難 しいか を表わ していま

す。いろいろな政策が とられた と思いますが,

1990(年 度)

価格 メカニズムの効力をお分か りいただけた

かと思います。

エネルギー消費のGNP弾 性値について見

てみます と(表1),石 油危機以前の時期 には,
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産業 ・運輸 ・民生 を合計 した最終値で,1.3弱

になっています。しか し,今強調 しました73年

から86年 の油価が高い期間には,こ の値がほ

ぼゼロで,これは相関がない ということです。

ところが,産 業部門に限ってみます と,エネル

ギー消費の伸び率は一1.4%で あ り,一方,対G

NP弾 性値は一〇.39ですから,この時期には大

きな省エネがなされた,と い うことです。です

から,逆 に言います と,87年 以降,再 上昇 に

転じたエネルギー消費をいかに抑止するかが,

今後に解決すべ き第一の問題だ と思います。

表1時 期区分別のエネルギー関連指標

第1期 第II期 第斑期
1965-73 1973-86 1986-91

GNP伸 び率%/年 9.2 3.7 4.8

エネ消費伸び率%/年

最終 1L8 0.2 4.1

産業 1L9 △1.4 3.5

民生 12.5 2.5 4.5

運輸 10.8 2.6 5.0

エネ消費GNP弾 性値

最終 1.28 0.05 0.85

産業 1.29 ▲0.39 0.73

民生 1.36 0.68 0.94

運輸 1.18 0.71 1.05

出典:『 総合エネルギー統計』解国民/経 済計算年報』

図4は,政 府べ一スにおけるエネルギー消

費の長期予測,例 の長期需給見通 しです。点

線のところが見通 し作成時点における予測で

して,例 えば,オ イルショックの前につ くっ

た見通 しです と,エ ネルギーの伸びは趨勢的

に上昇するはずで した。見通 しどお りに上昇

が続けば,今 ごろは石油換算で15億k2ぐ らい

のエネルギー を使っているはずですが,図 か

らご覧の とお り常に実績は先倒れし,予 測 を

下回っています。

このことは,政 府ベースでも,石 油危機が

もたらす価格効果 を予測できなかったことを

表しています。ですから,日 本経済全般につ

いて,こ の13年 間におけるエネルギー使用の

抑制に何が一番利いたのか といいます と,一

言,こ れは高い油価だったのです。GNPは

趨勢的に伸びており,こ のように言えると思

います。それゆえ,繰 り返 しにな りますが,

87年か ら再び上昇に転 じているエネルギー消

費の伸びを,今 後いかに抑制す るかが需要面

における最大の課題 と考えます。

もう一つの需要面のポイン トは,電 力の負

荷率です。図5の 上のカーブは,電 力の変換

効率です。これは1970年 頃に40%近 くまで上

り,その後は,横 這い状態にあります。負荷率

は,70%近 い水準か ら次第に低下 し,現 在6G

%を 割った状態になり,こ れが資本比率 を押

し上げる大 きな原因になっています。夏期 ピ

ー ク需要の尖鋭化 によるのですが,こ れをい

かに平準化するかが第二の問題にな ります。

供給面では,電 気料金の内外価格差の問題

があ ります。表2は,1994年9月 の為替 レー

トで比較 した場合 の数字です。家庭用電気料

金 をみます と,H本 を100と した場合 に,ア メ

リカが67,イ ギリスが59,ド イツが77,フ ラ

ンスが69と な り,日 本は3割 ぐらい高いこと

にな ります。 これが,現 在,供 給面で最 もウ

ェー トが置かれている問題 と思います。

万能薬にはならない規制緩和

最 後 に,将 来,独 立 発 電 事 業 者(IPP,

IndependentPowerProducers)が 多数 参 入

し た と きの,供 給 源 構 成 の 問 題 が あ り ます 。先

ほ ど話 が あ りま した ア メ リカ の例 です と,5

割 ぐ らい が ガ ス を燃 料 とす る発 電 とい うこ と
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図5戦 後のわが国の電力変換熱効率と電力負荷率の推移
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表2電 気料金の国際比較 につ いて
(円/kWh)

B本 ア メ リカ イ ギ リス ド イ ツ フ ラ ン ス

◇家庭用電灯料金

為替 レー ト換算 24.64 16.52 14.59 18.98 16.88

〈β本 鑑100> <100> <67> 〈59> 〈77> 〈69>

購買力平価換算 24.64 31.10 27.57 25.87 25.50

<日 本 篇100> 〈100> <126> 〈112> 〈105> 〈103>

◇産業用電力料金

為替 レー ト換算 14.37 8.48 8.84 10.39 8.16

〈日本 篇100> <100> 〈59> <62> <72> 〈57>

購買力平価換算 14.37 15.96 16.70 14.17 12.33

〈B本 篇100> 〈100> <lll> 〈116> 〈99> 〈86>

(参考)

為 替 レー ト 円/ドル 円/ポン ド 円/マル ク 円/フ ラ ン

(秘/9平 均)
一 99.85 158.45 64.44 19.03

購買力平価
(OECD'93年 値) } 188.00 299.36 87.85 28.75

ですが,日 本の場合,バ ランスの とれた供給源

をいかに構成 していくのかが問題です。新た

な環境変化にあわせて新 しい秩序が出来上が

るわけですが,そ の望 ましいあるべ き姿,こ れ

については,後 ほどシンポジウムで議論 した

いと思ってお ります。将来のIPPの 位置づけ,

というような問題 も出て くるか もしれません。

需要面に関しては,今 回の規制緩和により,

大 きな期待 を寄せ うる効果は見込み薄,と 思

います。何 よりも,供 給面の中で,供 給 コス

トをいかに低減 してい くかが第一 の眼目で

す。それ を目的に,競 争入札制度 と卸託送の

制度が創設されました。

もう一つは,電 力ピーク需要のカットの問

題です。 これは,特 定電気事業 という制度に

より,電 力ピー ク需要の代替 として,ガ ス需

要を掘 りおこそうとい うものです。ただ,話 の

前提 として,規 制緩和は,決 してエネルギー

問題解決の万能薬ではない,と いうことをご

理解いただきたいと思います。規制緩和によ

り物事すべ てがバ ラ色になるか というと,こ

れは期待過大 と申し上げたかったわけです。

電 力 自由 化 に は"Smallisefficient"で

電事法改正 により期待 され る効果 と影響に

進みます。

まず,こ こで考慮すべ きことは,図6に あ

ります電気事業を巡 る環境の変化です。生産

者の立場でみれば,従 来の電力会社 は,コ ス

トがかかれば消費者に転嫁できうる状況にあ

りました。それが,競 争入札 と託送により卸

売市場が自由化されます と,今 度はIPPに

対 して,回 避可能原価 という一つの入札上限

価格 を提示することになり,こ れが電力会社

への刺激剤 として,コ ス ト低減へのインセン

ティブが働 くことになります。

今回の改正の大 きな二点 目に,特 定電気事

業の新設があ ります。これを顧客サイ ドから

見てみます と,電 気は,従 来,た とえ品質,

サー ビスが不満足であっても他に売 り手がな

か ったことから,そ の地域の電力会社から買
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わ ざ る をえ なか っ た わ け です が,今 後 は,コ

ー ジ ェ ネ レー シ ョン な ど に よ る新 規 参 入 者 が

でれ ば,選 択 肢 が ふ え る こ とに な ります 。 こ

れ らの こ と よ り,規 制 緩 和 の一 番 の 眼 目は,

コ ス トダ ウ ン に あ る こ とが お分 か りい た だ け

た と思 い ます 。

生産 者 の立場

(従 来の 電力会 社)
コス トがか かれ ば消 費者 に転嫁 で きた

託送、競争入札による

卸売甫場の 自由化

▽
(夏PP)

価格 に応 じて コス トを低 減す る

消費者 の立場

顧客は不満足で も、他に売り手がいなかった

特定電気事業の誕生

▽

コー ジェ ネ レー シ ョン等 の新 規 参入 が

可 能 とな り、 顧 客 の選 択 肢 が増 加

図6電 気事業を巡る環境の変化

図7の 算式は,供 給 コス トが資本費,燃 料

費,運 転維持費の合計であることを示 してい

ます。ここで,式 中の係数 αには,資 本 コス

ト,償 却年限 といったものも入っています。

βは,単 純な一つの係数 と考 えて下 さい。この

式より,右 辺のいずれかの項目を安 くしない

と供給 コス トは低下 しないわけです。

例えば,電 力機器 メーカーからの購入設備

コス トを安 くす るには,従 来どお りに国内調

達 をす るのであれば,円 高メリットが海外調

達 を進め る部 品産業その他に浸透 し,利 き目

がでるまで5年 ぐらいはかか ると思われ ま

す。発想 を変えて,直 ちに海外調達 を図 る手

もあるはずです。

負荷率についていいます と,電 力会社側は

ピー ク電源がほしいわけですが,IPP側 は

できるだけ負荷率 を上げて収益 を伸ば したい

ところであ り,そ の辺のマ ッチング問題 も出

て くることと思います。燃料費については,

IPPが 特 に安 く購入できるとは期待できま

せん。そうとすると,あ と残 りは運転維持費

をどの程度圧縮できるか ということです。

ここでひ とつ頭の体操の問題に挑戦 してい

ただきたい と思います。

これは学生にもよく出す問題ですが,組 織

が1時 間に100単 位 の労働 を必要 とし,労働者

は1時 間に10単 位の労働をす るとします。 そ

の とき,こ の企業は,労 働者10人 とあと1人

の監督者が要 ります。今,問 題は,こ の企業

の生産に対 し需要が10倍 になった とき,つ ま

り,1時 間当た り1,000単 位の労働が必要にな

ったとき,何 人の人間を必要 とするか という

問題です。

学生から,今 まで10人 の労働者 と監督者が

1人 必要だったので,今 回,仕 事量が10倍 に

なったから,110人 必要 と答えたとします。こ

れが正解か といいます と,こ れは算数ではな

く商学部の問題なのですね。ある本 を読みま

す と,110人 に人間がふえます と,マ ネー ジャ

供給 コス ト(円/kWh)=α 負荷率(%)
設備費(円/kW) 燃料費(円/ke)+運 転維持費+β

熱効率(%)

図7電 力 供 給 コ ス ト の 構 成
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,人 事 部 門 の 人,プ ロ モ ー ター,そ れ か ら

会 計 監査 をや る人 も要 る とい うこ とで,中 間

管 理 職 が な ん と86人 に な り,合 計196人 とい う

の が 答 え な の で す 。

そこで,私 が強調 したいのは,今 回の電力

市場 自由化の一つの大 きな眼 目は,小 型分散

型電源の導入による効率向上が狙い,と いう

ことです。

先ほど挙げました算式の中で,コ ス ト削減

の可能な項 目といいますと,資 本費とか,あ

るいは燃料費はコージェネレー ションをやれ

ば熱効率がいいから強いに決まっていますけ

れど,こ れ らのほかに運転維持費が一つのフ

ァクター と睨んでいます。先ほどアメリカの

事例が紹介 されましたが,燃 料費が大体半分

ぐらい,資 本費が4分 の1ぐ らいで,僅 かな

ガス燃料費の値上が りがあっても利益ゼロに

落ち込む とのことでしたが,運 転維持体制の

ス リム化により,従 来の電力会社ではなし得

なかった間接 コス トの縮減が可能ではないか

と思っています。言 うなれば,エ ネルギー産

業の りエンジニア リングなんですね。その辺

が非常に重要 と思います。

話が変わ りますが,図8か ら日本の停電時

間がいかに短いかがわか ります。年間1需 要

家あた り,日 本は9分 。アメリカは58分 。ヨ

ー ロッパはさらに悪 く
,な かでも,フ ランス

(分)

100

50

58

77

94

9

ア メリカ イギ リス フランス 日本(9社)

図81需 要 家 当 た りの 年 間事 故停 電 時 間

はその約倍の2時 間近 く停電時間があるので

す。 ところで,一 般に,物 の値段 を安 くすれ

ばクォ リティが下がる,こ れは世の通例 とも

いえます。ですけれ ど,電 力はクォ リティを

落とさず供給するのが使命です。

電力料金がどれだけ下がるかが,市 場自由

化の一番のキーポイン トになります。図9は

英国における電気料金の動向ですが,英 国の

場合には規制緩和 してから逆に料金は上がっ

ています。産業用大 口需要家向け,家 庭向け

ともに,90年 から93年 にかけて上がっている

のです。先ほど植草先生にお伺い しましたら,

最近はやや上げ止 まり傾向にあるけれ ども,

やは り昔 と比べて上がってるのは確か,と の

ことでした。

上昇率
(%)

30

20

10

0

大口産業用
需 要 家

小口産業用
需 要 家

家 庭 用
需 要 家

出所:UNIPEDF〔1990〕,同 〔1993〕

注)大 口産業 用 需 要 家:10MW,年 間7,000時 …間

小 口産業 用 需 要 家:1MW,年 間4,000時 間

家 庭 用 需要 家:年 間消 費 量3,500kWh

図9英 国 に お け る 電 気 料 金 の 動 向

(1990.1～1993.1)

図佃は,英 国におけるプール価格の動向で,

実線がプールの販売価格です。やはり90年か

ら93年 の後半にかけて,趨 勢的に上がってい

ます。 これか らみます と,規 制緩和後の価格

も必ずしも楽観できません。もっとも,今 回

の電事法改正における卸供給の入札価格は,

回避可能原価 を下回るという条件があ ります
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ので,心 配ないとは思いますが,い ずれにせ

よ,イ ギリスの場合 には価格上昇があったの

は事実です。

アメリカの航空産業の場合が図11で す。規

制緩和の結果,料 金が旅客 ・マイルとい う単

位で,こ れは1人 のお客 さんを1マ イル運ん

だときの収入ですが,ほ ぼ半分に下がってい

(ペンス/kWh)

3.O

2.8

2.6

2.4

2.2

2.s

1.8

1.6

1.4

ます。これは,ま さに規制緩和の効果のわけ

ですが,航 空のことに詳 しい一橋大学の山内

先生に聞きました ところ,ノ ーマルチケ ット

の値段 はほとんど変わってないけれども,デ

ィスカウン トチケ ットの利用者が9割 を超え

てしまい,結 果 として図11の ようなデータに

なっているということです。

プール販売価格

プール購入価格

Aer'一 ◎軸o軸 ぜ

'9011'gOIII'9〔 〕IVtglItglIItglIIIt911V'921'9211'92夏ll'921V辱931'9311'93夏IIサ931V

年 ・四半期

出 所:KlopferU993j

図10英 国 に お け る プ ー ル 価 格 の 動 向

料
金
/
旅
客
・
マ
イ
ル
(セ
ン
ト
)

3

2

-

0

9

8

7

6

2

2

2

2

1

1

1

ー

F
O

月
4

0
0

197019721974197619781980198219841986198819901992(年}

(ド ル,1993年,金 額 は 消 費 者 物 価 指 数 に よ り調 整)

出 所:AirTransportAssociation発 行 「AirTransport19xx』

U.S.ScheduledAirlineIndustry発 行 「ApnualReport3

図11米 国 国 内 航 空 料 金 の 推 移
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特に注目すべ き点は,航 空産業の規制緩和

によ り,客 層が両極分化 したことです。一つ

は必要最低 限の,た だ乗ってるだけ というノ

ンフ リルのサー ビス と,も う一つはハ イフリ

ル という,至 れ り尽 くせ りで最高のサー ビス

が受 けられ るもの との両極に客層が分化 し

た,と い うんですね。

ですから,ひ ょっとしたら遠い将来,IP

Pと 電力会社のつ くる電気 とでは,品 質上か

なり差別化がでるのか もしれません。 これは

全 くの想像ですけれども,そ ういうこともな

きにしもあらずと思います。

それで,最 後にコス トダウンの可能性につ

いて図12に まとめました。一つは,負 荷率の

改善 とか,設 備の海外調達 といったことで資

本費を下げてい く。二つ 目は,熱 効率の向上,

これは燃料費の削減ですね。三つ 目に,組 織

や仕事のイノベーション,昨 今の言葉 でリエ

ンジニアリングということですね。 これによ

り間接費の圧縮 を図る。 この うち,い ずれか

を選択する必要があるはずです。

たとえば,石 油精製業がIPPと して参入

した場合,燃 料費は大巾に縮減 されると考え

られます。副生ガスとか,残 渣油 とかを使 う

わけですから,そ こから非常なメリッ トが出

て くる可能性はあると想定され ます。

最後に,私 のメッセージを図13に まとめて

㊤負荷率の改善,設 備の海外調達

(資本費)

㊤熱効率の向上(燃 料費)

④組織や仕事の革新

(運転管理費等の問接費)

み ま した 。植 草 先 生 もお っ しゃ って ま したが,

確 証 とは 言 え ませ ん け れ ど も,規 模 の経 済 性

に疑 問 が 出 て るん で す ね。 で す か ら,規 模 を

拡 大 す る と,限 界 費 用 は ます ます 上 昇 す る可

能 性 が あ ります 。 そ こ に登 場 し たの が,需 要

地 近 接 型 の 分 散 型 電 源 で して,"Smalliseffi-

cieRt"と い え るの で は な い で し ょ うか 。

分 散 型 電 源 に よ り廉i価で 品 質 の い い エ ネ ル

ギー 商 品 を 開発 す る に は,2つ の 条 件 が あ り

ま す 。 一 つ は テ ク ノ ロ ジ ー 面 です 。 ガ ス ター

ビ ン とか,デ ィー ゼ ル エ ン ジ ン とい りの は,

航 空機 用,船 舶 用 とい う こ とで,こ の30年 間

技 術 的 に 錬 磨 され,効 率 は相 当 向上 し,ほ ぼ

メ ンテ ナ ン ス ・フ リー とい うレベ ル に き て お

り,エ ナ ジー の テ ク ノPジ ー は著 し く進 歩 し

て い ます 。

これ を補 う もの と して,情 報 技 術 の 活 用 を

図12コ ス ト ・ダ ウ ンの可能 性

規模の経済性に疑問

費用逓減か ら費用逓増へ

凸
Smallisef直cie就
(需要地近接の分散型電源)

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

一 膿 酌、

Organization,Process

凸
安 くて、 いい エネ ルギー 商品
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持 ち込 まね ば いけ ませ ん 。 特 に オ ー ガ ニ ゼ ー

シ ョン の と こ ろ です ね 。 小 さ な 技 術 に対 応 し

た 小 さ な組 織づ く りが,経 営 学 的 に は非 常 に

重 要 と思 い ます 。 この 両 者 に イ ノベ ー シ ョ ン

が 相 乗 す れ ば,低 コス トで 品質 的 に も合 格 水

準 に あ るエ ネ ル ギー 商 品が で き よ う,と い う

こ とです 。

"Smallisefficient"の ス ロ ー ガ ン を生 か す

に は,コ ー ジ ェ ネ レー シ ョン な ど分 散 型 電 源

の 技 術 は す で に あ り,欠 け て い るの は情 報 技

術 とい え るの で は な い で し ょ うか 。 ま た,組

織 を変 更 す る こ とは,そ こ で の 業 務 プ ロ セ ス

変 更 を伴 う わ け で す が,こ の 辺 の 措 置 が,I

PPに と って の最 大 の 課 題 か とみ て い ます 。

特定電気事業につ いて言い漏 らしました

が,図 偶か らわか ります よう,こ の眼目は,

今まで電力会社が対処 してきたピー ク時の冷

房需要 を電力使用から切 り離し,ガ スによる

コージェネに切 り換えるところがポイン トか

と思います。

前 に も述 べ ま した よ うに,需 要 面 で コー ジ

ェネ 活 用 の 範 囲 が 相 当 あ る わ け で,こ れ は,

今 後 は再 開 発 地 域 の オ フ ィ ス ビル な ど を 中 心

に 広 が る と予 想 さ れ ます 。 こ こで は,日 本 で

は ま だ実 施 が ほ とん ど な い,い わ ゆ る デ ィ マ

ン ド ・サ イ ド ・マ ネ ー ジ メ ン ト(DSM)の

実 験 が か な りで き るの で は な い か と,こ うい

う期 待 も して お り ます 。

こ うい う とこ ろ で,私 の 話 を終 わ らせ て い

た だ き ます 。

・需要地近接型で,変 換効率 の高い コージェネ

の都 市エネルギー インフ ラとしての位置づけ
・急増する業務 用冷房需要の電力系統か らの切

り離 し(ピ ー クカ ッ ト)
・諸種のDSMの 実験が可能

電力会社へのニー ズ

コー ジェ ネへ のニ ー ズ 切 り離 し

図14特 定電気事業の創設
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聯
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司会 これからパネルディスカッションに入

りたい と思います。

進め方 としまして,三 菱商事㈱電力開発室

長の井上雅晴様,大 口自家発電施設者懇話会

理事長の中谷道彦様か らはすでに基調報告 を

いただいてお りますので,こ の後は,ま ず,

東京電力㈱取締役の坂田眞様,東 京ガス㈱取

締役の伊藤春野様,そ れに㈹ 日本鉄鋼連盟原

料部長の宮間宣幸様か ら,そ れぞれ15分 ずつ

プレゼンテー ションをいただ き,続 いて私が

15分ほどこれまでの とりまとめ を行 い,そ の

後約1時 間ほどディスカッションに入るとい

う こ とに した い と思 い ます 。

も し時 間 が あ りま した ら,そ の 後 フ ロア か

ら ご質 問 を願 う こ とに い た し ます 。

それでは,最 初のプレゼンター として坂田

様にお願いします。

〔プレゼンテーション〕

新規参入に対す る電力会社 としての

期待 と要望 について

坂田 東京電力㈱の坂田でございます。

本 日は,電 力市場 自由化につ きまして,電
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栗原 史郎氏(一 橋大学商学部教授)

気事業者 としての考えを述べる機会 をいただ

き,ま ことにあ りが とうございます。

本 日これ までのご講演やご報告のなかで,

ご専 門の先生方か ら新 しい制度の方向性やわ

が国経済に対する影響などについて,貴 重な

お話がありました。 また,新 規参入を実際に

検討されている方々からは,具体的なご意見

ご要望 を伺いました。私 どもも,こ の新制度

に寄せ られ る皆様方の期待の大 きさを改めて

感 じた次第であ ります。本 日いただきました

ご意見を踏 まえ,今 後の実施に向け,さ らに

検討 して まい りたいと考 えてお ります。

本 日はこの場をお借 りして,は じめに電気

事業者 としての基本的なスタンス,つ まり,

電力市場 自由化 に対する電気事業者 としての

受け止め方,二 つ 目には,将 来の需給状況の

展望 など,制 度導入に当たって私 ども電気事

業者が置かれている状況のご報告,三 つ 目に,

それらを踏 まえ,新 規参入を検討 されている

方々にご留意いただきたいこと,こ れ ちにつ

いて若干述べ たいと思います。

効率的で競争機能ある供給システムの構築を

まず初めに,今 回の電力市場の自由化 を電

気事業者 として どのように受け止めているか

について申し上げたいと思います。

電力市場の自由化は,規 制緩和,競 争原理

の導入を通 じて電気事業における効率化促進

の枠組みづ くりを行 うことにあり,こ れは時

代の大きな流れ と受け止めております。電気

事業者 としまして も,よ り柔軟な電力供給シ

ステムを形成 し,経 営効率の一層の向上を図

ることは,広 くお客様にとってメリッ ト拡大

につなが り,大 変好ましいもの と思ってお り

ます。今後 私 どもとしましては,お客様の利

益の一層の増大を図 るため,電 力の安定供給

はもとより,さ らなる効率化に向け,事 業経営

の革新を図っていきたいと考 えてお ります。

そのためには,電 力の安定供給確保を大前

提に,一 方では,よ り効率的な電力供給シス

テムの構築に向け,新 規に参入される企業 と

私 ども一般電気事業者 とが,そ れぞれが持つ

利点を効果的に組み合わせて機能 させ,な お

かつ一方では,新 たに参入される企業 と私 ど

も電気事業者 との間で,あ るいは参入される

企業間相互に,公 正な競争が うまく機能す る

ような,新 たな自由化 システムの構築が必要

と考えてお ります。

年平均2.3%予 想の電力需要の伸び,

必要な電源設備の計画的開発

次に,将来の電力需給の展望 とそれに関する

課題について,若 干報告させていただきます。

まず,電 力需要の見通しをお話します。電

力需要の年平均伸び率,こ れには最大電力と

販売電力量の2つ があ りますが,細 かいこと

は抜 きにして,過 去10年 間を振 り返ってみま

すと,わ が国経済の安定成長に支 えちれ,お

よそ4～5%の 伸びを示してきました。かな

り高率の伸び といえます。

一53一



い
、
く

、、

慧
賛
59
奨

、噌
ー

垂

逢
糞
嚢
診

蛇ー

灘

/、

坂田 眞氏(東 京電力㈱取締役営業部担任)

今後の電力需要は,経 済成長の鈍化に伴い,

従来のような高い伸びは期待できませんけれ

ども,ア メニティ指向の高 まりとか,情 報化

社会の進展による業務機能の高度化などを背

景に,中 長期的には着実に増加すると見込ま

れます。具体的には,販 売電力量,最 大電力

量 とも,今 後10年 間で見ますと従来の伸びに

比べ半分近 くにはな りますが,年 平均2.3%と

か2.4%と いう,順調に して着実な伸びが想定

されてお ります。

一方,年 間のピーク需要 と平均需要の格差

を示す,年 負荷率 という指標があ ります。これ

は,発 電設備等の稼働率に直接関係ある指標

でして,諸 々の負荷平準化対策によ りこの数

字の向上に努めてお りますが,今 後,冷房需要

の増加 とか,負 荷率の低い商業用やオフィス

用需要の比率が さらに高まることを考えます

と,残 念なが ら,こ の年負荷率の緩やかなが

ら低下傾向は避け難い,と予想 してお ります。

そこで,今 述べ ましたような事業見通 しを

踏まえ,我 々が立案 してお ります電源開発計

画について簡単に触れたいと思います。

申すまでもな く,電 力は需要に応じて安定

的に供給す る必要があり,か つ,貯 蔵 できな

い という特性を持ちますので,常 に最大電力

の増加に対応 し得る電源設備の計画的開発が

必要です。

また,電 源設備の開発に当た りましては,

定期検査による発電機の停止 とか,出 水率の

影響による水力発電出力の減少等を加味 した

うえで,さ らに異常気象や景気変動 など,不

測の事態が生 じたときに も安定供給できるよ

う,想 定 され うる最大電力に対 して一定の予

備率 を加 えた供給力を確保す る必要があ りま

す。大体,こ の一定の予備率 というのは一般

的に8～ie%を とってお り,そ うした供給力

を確保する必要があ ります。

この ような観点 を踏 まえ,電 源開発に当

たっては,電 力需要の着実な伸びに対応 し,

供給の長期安定確保 を基本に,電 源多様化 を

推進 しつつ供給力強化を図ってお ります。

以上により,本 年度か ら平成16年 度 までの

先行 き10年間に,東京電力㈱ の場合は約2,200

万kW,電 力10社 合計では約7,300万kWの 電源

を,新 たに開発 していく計画になってお りま

す。

このように,今 後 とも着実に増加す る需要

に対 し電源の拡充を計画的に進めることが必

要ですが,新 規電源立地に関わるリー ドタイ

ムはます ます長期化の傾向にあ り,電源のみで

はな く流通設備 をも含めた立地推進が;電 気

事業に とって重要な課題 となってお ります。

また,発 電設備や流通設備に関わる設備投

資についても,一 生懸命削減 に努めてお りま

すが,東 京電力㈱の場合,昨 年度(平 成6年

度)は 約1兆5,700億 円という膨大な投資額に

なってお り,設 備投資額 をどこまで圧縮する

かが,経 営効率化にとって喫緊の課題になっ

てお ります。
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このように,電 力需要の増加に対応 した設

備形成 と設備運用に当っては,私 どもも自ら

徹底 したコス トダウンに努めますが,今後は,

発電市場の自由化 などを積極的に活用し,自

社電源の開発 と効率的に組み合わせ なが ら一

層の経営効率化 を図っていきたい,と 考えて

お ります。そうい う意味で,私 どもも新規参

入者に対 し大 きな期待 を持ってお ります。

長期安定供給を,

効率的な運転パターンの もとで

三番 目に,発 電市場の新規参入者に対す る

私 ども電気事業者の要望めいたことを,2,

3述 べ させていただきます。

入札制度につきましては,電 気事業審議会

需給部会の電力基本問題検討小委員会で,ご

専門の先生方や新規参入に関心 をお持ちの業

界の方々か ら様々なご意見を頂戴 し,ま た私

ども電気事業者か らも率直な意見を述べさせ

ていただき,積 極的な議論を行いました。そ

の結果,先 ほど植草先生のお話にもありまし

たが,公 平で透明な制度の構築 に向け,基 本

的な方向性についてのコンセンサスができた

と,こ のように認識 してお ります。

私 どもとしましては,こ のコンセンサスの

内容 を実際の入札に生か してい くよう留意し

ながら,制度の詳細について現在検討中です。

その後,最 近いろいろな機会に,入 札参加 を

検討中の方々からお考 えを承 ることがあ りま

す。実現性についてはピンか らキ リまでかと

思いますが,動 静 として承っている件数はお

よそ数十件に上っています。そういう方々か

らのお考 え,あ るいは本 日のご意見,ご 要望

をお聞きして,私 どもの認識 と若干ズレが生

じる懸念のある点 もあ りますので,要 望 とし

て2,3述 べ た い と思 い ます 。

要望の第一点目は,一 般のお客様への電気

供給事業を営む私ども電気事業固有の性格に

ついてであります。電気事業者には,供給区域

のお客様に電気を供給する義務があり,先に述

べ ましたよう,顕 著に伸びいく需要 に対 して

常に供給力を確保 し,お 客様の希望が存在す

る限 り供給 を継続 しなければなりません。

このため,常 に10年先,20年 先の需要を睨

み,発 電所 とそれに伴 う流通設備の立地交渉,

開発計画 を着実に推進 していかねばならず,

また,一 旦開発 した発電所は,例 えば火力発

電所の場合,必 要な改良,修 繕 を加えなが ら,

30年 とか40年 というスパンで運転 を続けてい

る状況です。

このように,電 気事業を営むためには,一

般 ビジネスでは想定 されない極めて長期的視

点に立った事業運営が必要でして,企 業 リス

クを最少にした長期安定的な経営が求め られ

てお ります。

私 どもは,新 規に参入され る方 も,こ のよ

うな事業 を営んでい くうえでの貴重な同業者

の一員 として期待 している次第であ ります。

電気事業 を一つのビジネスチャンスとして期

待 され,参 入を検討 されていることとは思い

ますが,こ のような事業の特徴についても,

ぜひご認識を賜 りたい と思います。

要望の二点 目は,入 札される電源に対する

期待です。電力需要は,お 客様の使用状況に

応 じ,年 問のスパンで見ても日々のレベルに

おいても,時 々刻々変動 してお ります。 これ

に対 し,経 済性,運 転特性 を考慮して,全 体

として効率最大の組み合わせになるよう,各
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種電源の運転パ ターンを決定 している状況で

す。新たに参入 される電源についても,可 能

な限 りこのような電源の組み合わせに組み込

んだ形で運転 をお願 いしたい,と 考えてお り

ます。

具体的には,今 後の供給計画作成のなかで

決定 していきますが,供 給計画 というのは,

植草先生のお話に もあ りましたように,毎 年

3月,電 気事業者が通産大臣に提出するもの

ですが,現 在の需給状況を見ます と,夜 間の

需要に対す る供給力は足 りているのが実情で

して,こ れは中長期的に見てもほとん ど変わ

らない,と 想定 してお ります。

このような状況のもとで,い かなる運転パ

ターンの電源 を募集す るかを決定することに

なるわけですが,私 どもが開発する電源 と併

せて トー タルで見た場合に最 も効率的な供給

システム を築 くに必要 なパ ターン,例 えば

べ一ス電源であるとか,ミ ドルであるとか,

ピー クであるとか,そ のように必要 とする電

源のパ ター ンを決定 し,入 札募集の際にお示

ししたいと思ってお ります。

なお,新 規に参入される電源は,当 社が開

発する電源に代わる役割を果たしていただ く

ことか ら,こ れまでのいわゆる余剰電力 とは

違って,長 期的,安 定的な供給力 となること

を期待 してお ります。

要望の三点 目は,入 札制度についても長期

的な目で見てほしい,と いう点です。今 回,

入札制度の導入により卸供給に関す る新 たな

市場が誕生す ることにな りますが,こ れが成

熟 した市場に発展 してい くためには,様 々な

試行錯誤が必要 と思ってお ります。

もちろん,私 ども電気事業者としましては,

最初から供給力確保 と供給 コス ト低減 とい う

目標の達成にふさわしい制度を設定す る意気

込みで検討 を進めてお りますが,実 施 してみ

なければわか らない点 も多々あろうかと思い

ます。また,実 施後の経験に学びながら漸次

改善 してい く点 も出て くる,と 思ってお りま

す。このような点にもご理解 をいただ き,入札

市場の発展にご協力いただきたいと思います。

以上,安 定供給に全責任 を要求 される電気

事業者か らの要望を述べ させていただきまし

た。入札参加のご検討に当たって,こ れ らの

点についてもご勘案いただければ幸いと存 じ

ます。

最後にな りますが,よ り効率的な電力供給

システムの構築 を志向す る私 どものニーズ

と,参加 される方のニーズがうまく合致 して,

電力の卸供給に携わる新たなパー トナー とし

て,多 数の方が入札に参加 されますよう強 く

希望 してお ります。以上でございます。

司会 引き続 きまして,東 京ガス㈱取締役の

伊藤春野様 にお願いいたします。

〔プレゼンテーション〕

ガス事業者か らみた電力規制緩和 に

伴 う電 力市場新規参入への課題

広が るビジネスチャンス,負 うべ き供給賓任

伊藤 東京ガス㈱の伊藤でございます。

今 回,私 がこのパネルディスカッションに

参加するよう要請されましたのは,ご 出席の

パネラーの方々 とご一緒に,昨 年来行われて

きました電気事業審議会需給部会電力基本問

題検討小委員会のメンバーに,ガ ス業界代表
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として出席 したことによると理解 してお りま

す。しか し,本 日のテーマは,い かに してこ

れから参入す るか という極めて経営的なテー

マですので,ガ ス業界の代表 というよりは,

一東京ガス㈱の,一 企業の立場から発言をさ

せていただきたい,と 思ってお ります。

皆様ご案内か と思いますが,ガ ス事業法 も

本年3月 に改正され,200万m・以上お使 いのお

客様に対 しては,料 金は自由化になりました。

それか ら,本 日のテーマになってお ります改

正電気事業法が来年1月 に施行,さ らに,3

月には特石法が廃止にな ります。

このように,エ ネルギー絡みの自由化が進

展していますが,規 制緩和に伴 う自由化は,

エネルギー業界に長 く住む者には長短さまざ

まに見えますけれ ども,こ れは時代の大 きな

流れであ り,ま た強い要請でもあると思 って

お ります。その意味で,エ ネルギー業界 も,

これを前向きに受け止めてい く必要があろう

と認識 してお ります。

規制緩和 されます と,エ ネルギー間の,も

う少 し具体的に言います と,エ ネルギー業界

間の垣根がな くなるわけでして,そ こか らい

ろいろなビジネスチャンスが生まれて くると

思います。 また,そ れ と同時に,熾 烈な競争

が展開されるとも思 っております。

この競争を通 じ,そ れぞれが質の高いエネ

ルギー を,安定的に,かつ低 コス トで提供する

ことになれば,お客様の選択の幅 も広が り,利

益の増進に も繋が ることで,我 々は前向きに

規制緩和に取 り組むべ き,と思ってお ります。

今回の電気事業法改正に対するガス事業者

側の反応は,両 手 を上げての"Welcome"で

して,ま さに時代の要請に応えたものと,捉

えています。同時に,電 力供給の効率化や低

廉化に,ガ ス業界 も参画できる機会が到来 し

たか と思います。言うならば,国家 レベルのエ

ネルギー政策実現に寄与しつつ,ガ ス業界の

発展に もつながるものと解釈 してお ります。

しか し,い ま坂田さんからもお話がありま

したが,私 どもも電力会社さん同様に,公益事

業に携わる立場にありますか ら,単 に経済面

だけでこの問題を捉えるのではな く,安 定供

給への使命,責 任 を全 うす ることこそ,参入に

当たっての最重要課題 と認識 してお ります。

繰 り返 しますが,我 々が今後電力市場へ参

入しますのは,電 力安定供給責任の一部 を担

う覚悟のもとに,さ まざまなビジネスチャン

スを実 らせていきたい,と の考えによるもの

であります。

ガス 。コージェネレーションが

卸発電参入の基本形態

まず,今 回の電気事業法改正に伴い,ガ ス

会社が参入で きる部分,形 態からお話 しよう

と思います。

今回の電気事業法改正は,大 きく分けます

と2点 あ ります。一つは,卸 電力市場が自由

化 され,入 札制度が導入されること。 もう一

つは,特 定電気事業の設立が可能になったこ

とです。先ほ ど来,卸 電力市場の 自由化のほ

うに議論が片寄っていたようですが,ガ ス事

業者の場合には,両 方に参入可能 と思 ってお

ります。その場合,ハ ー ドはほ とん どコージェ

ネレー ションでして,熱 エネルギー と電気の

両方 をつ くってバ ランスよく支給 し,エ ネル

ギー効率 を上げつつ電気 を供給 してい く方式

になろうか,と 思ってお ります。

まず,基 本スタンスとしましては,一 つは電

力市場への参入が自己のエネルギー利用効率
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伊藤 春野氏(東 京ガス㈱取締役総合企画部長)

を下げることな く,む しろ向上につながるこ

と,あ るいは環境改善に もプラスすること。も

う一つは,参 入により,自 己のエネル・ギー コ

ス トに上昇はな く,む しろ低減に寄与するこ

と。ここらが基本的スタンスと思っています。

ですか ら,ガ ス事業者 としましては,ガ ス

を原料 に電力市場参入を目論むお客様が多数

みえるか と思いますけれども,そ のようなお

客様に対 しましては,ガ スを単身で供給す る

のではな く,ト ータルのエネルギー ・システ

ムとしての提案 こそが,今 後我々に課せ られ

た役割か と思ってお ります。

次に,卸 供給についてお話いたしたいと思

います。

ガス事業者が卸電力供給に参画する形態に

は,3通 りあ ります。一つは,私 どもが 自ら

発電設備を持 ち,卸 電力供給を行 うケース。

二っ目は,ガ ス事業者がよその方と共同して

発電事業プロジェクトを組み,そ こへ参加す

るケース。三つ目は,ガ ス供給 を通しての参

加のケース。この3つ が考えられるわけです。

実現性について結論から申します と,現 状

では,三 番 目のガス販売による参加のケース

が,お そらく一番実現 性が高い,と 予想 して

お ります。

その理由は,先 ほど中谷 さんのご発表にも

あ りましたが,コ ージェネを進め るには,発

電 した電気量に見合った熱需要の存在が必要

にな ります。 ところが,そ うい う需要家さん

は,す でにコージェネを導入 しているわけで

す。ですか ら,お 客さんがコージェネを使用

し改めて電力市場に参加 しようとす る場合,

いまの設備 を追加するか,リ プレイスするか

にな ります。 これは,そ れぞれの需要家さん

が,そ れぞれのエネルギーバランスの中で決

めることであ り,そ の時の私 どもの役割は,

お客 さんへ のガス供給にな ると考 え られ,

従 って三番 目の形態 とな ります。

もう一つの理由は,こ れは私 ども東京ガス

㈱側の理由ですが,現 在,私 どもの主要工場

は,袖 ヶ浦 と根岸の2箇 所にあり,2つ とも

東電さんの工場 と隣 り合 っているわけです。

ということは,原料の共同購入を行 ってお り,

さらに,LNG基 地の共同化を図っているわ

けです。

隣 り合っている ところで電気 をつ くるの

は,経 済的にも非常に難しい と思われますの

で,私 どもは,い まの工場の中に卸発電の発電

所 をつ くる計画は持ち合わせてお りません。

そんなわけで,参 画形態は三番の,ガ ス販売

による参画のケースが多いと予測しています。

次に,各 社 さんが参画を検討 している理由

を伺 い,整 理 してみました。先ほど中谷さん

からの発表にもありましたが,一 つは,事 業

の多角化,あ るいは新 ビジネスと捉 えての参

入。二つ 目は,土 地利用,あ るいは工場の海

外移転に伴 っての,言 葉は不適切かもしれま

せんが,空 洞化対策。三っ 目は,人 材の有効
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活用を目的とした リス トラ対策。以上のよう

です。

回答 をいただきました会社 さんは,い ずれ

も,自 家発の経験があ り,既 に発電の ノウハ

ウは十分に所有 している方々で,条 件さえ整

えば参入可能 と推測されます。

その条件が何か と申します と,こ れは,結

局,経 済性になります。ですから,収 支計算

をしてプラスになれば,具 体的に言えば,一

定の利益が見込まれるなら"Go!",と 思 って

います。

このことか らも,今 後入札説明会などで回

避可能原価が提示 されます と,参 入計画も非

常に具体性 を帯びて くると思 ってお ります。

次に,参 画への課題へ移 ります。その一つ

は,環 境性の確保 になります。勿論,国,地 方

自治体が定める基準の クリアは当然ですが,

エネルギー需要地に発電機が設置されること

か ら,近隣への環境対策,そ の中身は騒音・振

動対策 とか,排 気対策ですが,こ れらの対策

が必須条件 になって くると考 えられます。

二つ 目は,需 要地近接性でして,こ れはも

う電力会社 さんへのお願いになろうかと思い

ますが,需 要地に近い電源は,長 期に亘 り送

電線等が回避され,当 然ながらコス トダウン

につながると,我 々は解釈 してお ります。そ

ういう観点か ら,需 要地近接性について,何

が しかの定量的な評価 を考慮願 いたい,と

思ってお ります。

三つ 目は,コ ス ト低減の問題でして,そ も

そも今回の電気事業法改正の 目的が,競 争を

通 じての電力価格の低廉i化にありますから,

これに応えねばならず,そ の方法 として,設

備費の低減 とか,エ ネルギーの効率 向上 を

図 って い くこ とが 必 要 と思 っ て い ます 。

ま た,ハ ー ドウ ェ ア の コ ス ト低 減 に加 え て,

適 切 な シ ス テ ム 設 計 を行 って,常 に トー タ ル

コス トの 削減 も追 求 して行 く必 要 が あ ろ う,

と認 識 して い る わ け で す 。

再開発地域の冷暖房事業が

特定電気事業参入の基本形態

その成立条件か らお話 します と,こ れはい

かなる事業 も同じですが,ま ず適切 な需要の

あることが前提になります。この場合,参 入

への踏み出しには,再 開発物件の存在が必要

です。

バブルが崩壊 した現在,再 開発物件が少な

いのが実情です。今 日の再開発物件の立ち上

が り状況から見 ますと,卸 電力参入の実現度

に比べ,こ ちらは少 し時間的に先になるか,

と見てお ります。

また,適 切な需要があっても,低 料金によ

る電力供給が可能なことが必要になります。

電力会社 さんの供給地域のなかに特定指定区

域を設定 して電力を供給す る後発事業者にな

るのですから,電 力会社さんより安 い料金で

なければ,お客 さんは当然買ってくれません。

そのようなことで,エ ネルギー効率 を上げな

が ら低料金にす ることが不可避 となります。

さらに,自 前の設備による電力供給が可能

なことが条件です。これは,電 事審需給部会

電力基本問題検討小委員会の中間報告に記載

されていますが,「自ら保有する供給能力によ

り供給先の需要に応 じることが可能な事業者

であること」 となっています。この場合,一

般電気事業者からの電力供給は,事 故時ある

いは点検時のバックアップに限定 されていま

す。基本的には,指 定区域の需要 を賄 うだけ
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の設備能力を持つことが条件にな ります。

一方
,バ ックアップ機能 を高めれば高める

ほど信頼性は高 まるわけですが,過 大設備 を

持てば,料 金のアップに直結 します。逆に,

設備 を持たなければ信頼性が低下 しますか

ら,で きるだけ少ない設備で信頼性 を確保す

るよう,複 数の原動機 を組み合わせたシステ

ムを構築す るとか,い ろいろ工夫が必要 と

思っているわけです。

ガス事業者 として特定電気事業への参画形

態は,先 ほどの卸供給の場合 と同様に,3つ

のタイプが考えられます。一つはガス事業者

が 自ら行 うケース,二 つ 目は,ガ ス事業者が

出資してディベ ロッパー さん と合同してやる

ケース,三 つ 目は,ガ ス販売 を通 じての参加,

とな ります。

ガス事業者が特定電気事業 を行 う場合 に

は,地域冷暖房の導入計画地域で行 うことが,

おそらく一番効率的 と思 っています。例えば,

現在,私 どもが地域冷暖房 を実施 している代

表的なところは,新 宿の新都心です。後か ら

あそこに参入するのは非常に難iしいと思いま

すが,あ のような地域で,熱,冷 水,蒸 気 と

ともに電気 を供給す るのが一番効率的だろう

と見ています。

現在運転されている地域冷暖房へのガス事

業者のかかわ り方は,自 ら行 っているものも

あれば,よ その方 と共同実施 しているものも

あ り,ま た,ガ スを供給 しているだけの もの

もあ ります。

従 って,特 定電気事業に対す るかかわり方

も,そのままこの3つ の場合が予想されます。

この場合 も,す でに開発済みで,電 力会社

さんが電気 を引いたところに入るのは二重投

資にな り無意味ですから,新 しい開発物件の

ところに入ってい くことになります。その場

合,今 後に発足す る再開発計画に合 わせて進

めることになりますから,実 現は時間的には

若干先の話か と見ています。

ガス事業者が参画する理由は,基 本的には

事業の多角化,新 技術導入チャンスの追求に

なります。

現在,地 域冷暖房は,不 動産業者が行 って

いるケースが結構多 くなっていますが,こ う

いうところは地域冷暖房だけの専業か ら,ビ

ル管理 も合わせ行 う形態に変ってきて いま

す。今後は,会 社の業容拡大のなかで,電 力

供給 もその一つに含める方向に進むのか,と

思ってお ります。

低料金,安 定供給が参画への最大課題

最後に,参 画の課題を申します と,こ れ も

2つ あります。

一つはやは りコス ト低減でして,先 ほども

お話 しましたが,安 い電力供給を要請されて

いますので,と もか く設備費をできるだけ低

減する。一方,設 備効率はできるだけ向上さ

せ る。システム も,経 済性を最優先に考 えて

組み上げる。これ らが肝要 と思います。

二つ 目は,先 ほ ど坂田さん もお話 しされま

したが,や は り供給責任の完遂が必要です。

参入する場合,そ の地域に対 しては,新 規参

入者が全供給責任 を持つわけですから,い き

おい責任の度合いは強 くなる,と 覚悟 してい

ます。これも,バ ックアップ機能 を強化すれ

ば信頼性は上が りますけれ ども,過 剰設備 と

なれば料金値上げへの跳ね返 りも出ます。

そんなわけで,今 後安 い料金 を維持 し,安

定供給 を果たすためには,技 術 を駆使 しなが
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ら,さ らに知恵を絞っていかなくてはならな

いと思っている次第です。要するに,こ こに

最大の課題が存在すると認識 しているところ

です。

以上,簡 単ですが,ガ ス事業者から見た電

力市場への新規参入についてお話 させていた

だきました。あ りが とうございました。

司会 続 きまして,㈱ 日本鉄鋼連盟原料部長

の宮間宣幸様にお願いします。

〔プレゼンテーション〕

鉄鋼業における自家発電の現状 と今

後の分散型電源 について

関心 を抱いている問題です。

円高国内対応に迫られる鉄鋼業界

宮間 宮間でございます。

私か らは,電 事審で議論された技術的なこ

とよりは,む しろ鉄鋼 業が どうして卸発電市

場の創設に諸手を挙げて賛成 しているか,そ

の背景についてご説明したいと思います。

鉄鋼業界は,い ま激しい円高に直面 してお

ります。先般,鉄 鋼連盟会長が交代 しました

とき,今 井敬新会長は,業 界が抱える問題に

ついて3点 ほど申してお ります。

一点が円高。これは,産 業の空洞化 といい

ますか,輸 入鋼材の増加,鋼 材使用産業の海

外移転,そ ういうなかで,円 高に厳 しく脅威

を感 じてお ります。

次が,法 人税,地 価税等の税金問題。 これ

も産業の問題 としては,非 常に重要です。

もう一点が,規 制緩和。規制緩和について

は,ポ テンシャルを持つ産業が参入できる市

場開放 を,ぜひお願いしたい ということです。

この三点が,現 在,鉄 鋼業界として,重 大な,

まず,鉄 鋼業の現状か ら説明 します。図 壌

は世界の粗鋼生産の推移です。いいたいこと

は,日 本の鉄鋼業界は,「鉄冷え」 とか,「 重

厚長大」 とか言われるなかで,な お世界一の

生産量を維持 していることです。

世界の粗鋼生産を見 ます と,本 年は7億2,

000万 トン強,こ の10年 間7億 トン前後で横

這 ってお ります。

国別 に見 ますと,日 本は,1億 トン程度の

生産です。

アメリカは,1978年 に1億2,000万 トンを超

えましたが,そ の後は減少 し,近 年は9,000万

トン程度の推移です。

ソ連は,ピー クで1億6,000万 トンを超えて

いましたが,体 制崩壊後のmシ アでは,5,000

万 トンを下回った数字になってお ります。

中国,韓 国は,際 立った右肩上が り,東 ア

ジアは,NIES諸 国,ASEAN諸 国を含

め右肩上が りです。そのなかで日本は1億 ト

ン前後を上下する状況にあ ります。

先ほど,鉄 鋼業を 「重厚長大」産業 と申し

ましたが,こ れは装置産業でして,円 高 とい

えども,海外移転できない産業です。したがっ

て,高 炉 メーカー を中心に国内で円高対応を

せ ざるを得 ないし,高 付加価値製品ばか りで

なく,多 量生産製晶の販売による商売 も不可

欠な構造 を有する,あ る意味で宿命的なとこ

ろを持つ産業であ ります。

図2は 日本の粗鋼および銑鉄生産量の推移

です。

先ほど言いましたけれ ども,わ が国の粗鋼

生産 が 一番 多かった の は1973年 で オ イル

ショックの年でしたが,1億2,000万 トンを生
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宮間 宣幸氏(㈱ 日本鉄鋼連盟原料部長)

産 していました。その後は低下 しましたが昨

年度 も1億138万 トンで,1億 トンをオーバー

しているわけです。

1985年,プ ラザ合意の頃に作成 した鉄鋼業

の中長期合理化計画の中には,8,500万 トンか

ら9,000万 トンという数字が出ています。これ

が,今 頃の,1995年 から2000年 段階での粗鋼

生産量 と想定されたレベルですが,目 下の と

ころ,1億 トン前後で推移 しています。

一方,銑鉄ですが,こ れを生産する高炉の基

数は,現在稼動 中のものが28基,85年 当時が38

(ユ◎◎万 トン)
8GO 7840

基 。生 産 量 は,85年 が8,000万 トン強,い まが

7,300万 トン ぐ らい 。低 下 の趨 勢 に あ り ます 。

石 炭 は,6,000万 トン輸 入 して お ります 。高

炉28本,1本 当 り200万 トン 強。1本 の 高 炉 が

停 ま ります と200万 トン の 原 料 炭 が 日本 の 製

鉄 所 に輸 入 され な い こ とに な り,原 料 炭 の輸

入 につ い て の ポ テ ン シ ャル は 出 て くる とい う

こ とです 。

育てたい,位 置付 け 「近鉄」の発電事業

鉄鋼業の多角化が図3で す。私 どもが多角

化 を推進する背景 を,少 々申し上げたいと思

います。

鉄鋼各社は,先 ほど申しましたように,特

に1985年 以降合理化 を進めてお ります。その

中で,鉄 鋼輸入の増大,輸 出の減少,鋼 材使

用産業の国際競争力低下,こ れらより懸念 さ

(万}ン)
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図3鉄 鋼業の多角化

れる国内鉄鋼生産量低減の対応策 として,鉄

鋼業が保有する人材,技 術力の活用 を図る目

的か ら,鉄 鋼業に隣接する石炭化学,エ ンジ

ニアリング,新 素材などの事業を中心に多角

化を進めてまいりました。これを,我 々は,

鉄に近い産業,「 近鉄」 と言ってお ります。

ある会社 では,鉄 鋼生産 を中心にして進め

ますので,そ の核 を 「コアー(core)鉄 」,そ

こか ら拡大 した鉄 を「拡鉄」,それから,ち ょっ

と鉄鋼業界か ら手の出ないような ところを

「越鉄」 というような言い方で区分 してお り

ます。当然,「近鉄」部門が多角化事業のメイ

ンになってお ります。

例えば,新 日鉄です と,2000年 頃に,「核」

になります鉄鋼生産,そ れから石炭化学,新

素材,こ れら合わせて,60%。 エ レク トロニ

クス,通 信が20%,エ ンジニア リングが10%,

地域開発等で10%ぐ らい,こ ういう考 え方を

出してお ります。

今回の電気事業は,1985年 の合理化計画作

成当時にはなかったものですが,お そらく,

位置付けは 「近鉄」 とい うところで,非 常に

手近なところにある,と 理解 しています。

副生ガス,排 熱回収,TRT合 計で

85%を 占める自家発電力量の構成

次に,鉄 鋼業の電力状況について簡単にご

説明 します。

図4は,わ が国の総電力量に占める鉄鋼業

のウェー トです。93年 度ベースですが,総 需

要8,047億kWhの うち,鉄 鋼業は737億kWh,

9%を 占めてお ります。

図5は,全 鉄鋼業の電力構成です。総電力

消費量737億kWhの なかで,電 力会社さんから

の購入が約50%,共 同火力が23%,自 家発電

が26%と い う状況です。

一貫製鉄所の電力構成は図6で ,総消費電力

404億kWhの うち,自家発電が42%,共 同火力が

41%,残 り15%が 購入電力 となってお ります。

図7は,一 貫製鉄所の 自家発電力の構成で

す。総発電電力量174億kWhの なかで,副 生ガ

ス これは高炉ガス,コ ー クス炉ガス,転

図4わ が国 の総 電力量 に 占め る

鉄鋼 業 の ウェ イ ト(93年 度)
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炉ガス等ですが,一 これが85億kWhで49%,

それから排熱回収19%,高 炉炉頂圧回収発電

(TRT)17%,石 炭焚8%,石 油焚7%と

いうことです。

図8は,共 同火力の発電燃料構成です。総

発電量282億kWhの うち,副 生ガス63%,重 油

26%,LNG11%,と いう構成です。

一貫製鉄所の自家発発電設備の設置状況が

図9で す。一貫製鉄所が設置された古い時代

の設備は,大 部分が燃料焚きです。最近,T

RTと か排熱回収が出てお ります。

設備規模では,図10の とお り,3万kW以 下

の小型設備が全体の75%に なってお ります。

また,自 家発電設備は,一 貫製鉄所が330万kW,

共 同火 力

170億kWh

23.1%

鉄鋼業の

電力 消費量

737億kWh

電力会社

372億kWh

5G.5%

自家 発電

195億k恥

26,5%

図5鉄 鋼業の電力構成(93年 度)

図6一 貫製鉄所の電力構成比(93年 度)

全製鉄所で390万kW。このほか,共 同火力が500

万kWで して,トー タル約900万kWの 発電設備が

あ ります。

鉄鋼業 のポテンシャリティをまとめ ます

と,図11の とお りです。

鉄鋼業の多角化 を示す図3に,ど うして も

「発電」 という新たな分枝の追加が必要にな

ります。区分は「近鉄」,時期は平成7年 以降,

昔にはなかった事業の誕生です。

近鉄 といい ます と野茂選手 を思い出 しま

す。いま,あ のユニホーム姿 を見ています と,

近鉄は「惜 しい人材を出したな」と思 っている

でしょう。私 どもは,鉄鋼業に有望な 「近鉄」

の人材,発 電事業を温か く大切に育てていき

一64一
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17%174億kWh49%

排熱園収
33億kWh
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図7一 貫製鉄所の自家発電量の構成

図8共 同火力の発電用燃料構成
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図 組 一 貫 製 鉄 所 の 発 電 設 備 規 模

たいと念 じています。電力会社 さんには,こ の

点ご理解いただ き,新 しい市場の育成にぜひ

ともご配慮 をお願いしたいと思っています。

簡単ではございますが,説 明に代えさせて

いただ きます。

司会者総括 レビュー

司会 今朝から規制緩和の問題 を議論 してま

い りましたが,こ こで総括 してみたいと思い

ます。

植草先生のお話は,電 気事業法が30年 ぶり

に改正され る運び とな りましたが,い わゆる

規模の経済がコス ト低減をもたらす,と いう

ロジックに基づ く電気事業の自然独占が,い

まや存続 をかけての挑戦を受けているという

ことです。そのような状勢の中で,小 型分散

型電源の効率がいいのではないか,と いうこ

とであ り,私 は別 の警葉 で"SmallisEffi-

cient《tと申しました。

また,き ょうのプレゼンテー ションか ら2

つの問題が提起されました。一つは,IPP

とその顧客 となる電力会社 との間で,ニ ーズ

とシーズのマ ッチングといいますか,坂 田さ

んは 「試行錯誤が重要だ」 という言葉を使わ

れていましたが,IPPが 所有する技術的能

力が,電 力会社のニーズをどれだけ満足させ

得 るかがポイン トです。これは単純にはマ ッ

チングできないということで,そ のような意

味では,電 力会社側から提示された 「長期安

定的電源」という表現が印象に残 りました。

いまのところ,そ のような要望,あ る意味で

は抽象的要望か もしれませんが,そ れにIP

P側 の技術的能力,さ らにその環境条件が ど

れだけ要望に応えうるのか,と いうのが一つ

の論点だと思います。そのプロセスをいかに

早 く解決 していくのかが,こ れかちの一つの

課題だ と思います。

次に,経 営的視点からいいます と,発 電事

1.発 電に利用し得るインフラを有し

ている

港 湾

岸 壁

ヤ ー ド
土 地

2.製 鉄所が需要地の近傍に立地して

いる

3.発 電のための運転 ・保守等の技術

力,人 材を有している

図11鉄 鋼 業 の ポテ ン シャ リティ
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業への参入は,IPP側 か らは事業の多角化

になるわけですが,そ こに,例 えば,商 事会

社が参入する場合にはかなり自由な選択肢が

あり,一 方,鉄 鋼業な りガス事業者が参入す

るときには,悪 く言えば現有設備にかな り束

縛されるとい うのか,良 く言 えばそれを利用

できるというのか,そ ういう点で環境条件に

だいぶ違いがある,と いう気がしました。そ

れによって,電 力会社が出す要求に応えるフ

レキシビリティが変わってくると思いました。

もう一つは,特 定電気事業については,伊

藤さんからお話があ りましたように,や はり,

現在熱供給事業を行 っているところが参入の

対象者になるということでして,設 備投資の

問題が絡み,実 現 までには少 し時間がかか り

そうだ,と いうお話があったわけです。

また,一 般の電気需要家の立場か らは,今

回の法改正により,あ るいは安い電気が買え

るか もしれないとい う,大 きな期待がかかっ

ています。供給地域の住人が,電 力会社 より

安 い電気が購入できれば,これで初めてコージ

ェネレーションのメリットを享受できるわけ

でして,こ の10数 年来,コ ー ジェネレー ション

がいつ 日の目を見 るか と心待 ちしていました

が,特 定電気事業 という形で,コージェネレー

ションから電気が買える時代に入ってきたわ

けです。その早期実現を待望 してお ります。

私か らの総括レビューは以上のとおりです。

本 日,私 の 話 の な か で 間接 費 の 縮 減 に つ い

て,そ の 一 つ の 方 策 に,ス モ ー ル ・テ ク ノ ロ

ジー に 対 す る ス モ ー ル ・オー ガ ニ ゼ ー シ ョン

とい い ます か,ス リム な オー ガ ニ ゼ ー シ ョン

が 極 め て 重 要 だ,と い う こ とを お 話 し ま した 。

例 え ば,ア メ リカ で はIPPの 運転 を受 託 す

る会社があって,特定エ リアのIPP設 備の面

倒 をすべて見ています。この ような形態にな

れば,い くつかのメリッ トが考 えられます。

まず,IPP相 互間でネ ットワークの形成

が可能になることです。万一,設 備 に故障が

発生 しても,そ のエ リアにある他のIPPの

うち,同 一の運転会社が受託 している設備か

ら緊急送電を受けることができ,将 来は,I

PP相 互のネッ トワークによる対応も可能に

なるということです。その上,運 転維持費も

大巾に低減 できることになり,こ のような形

態 も出現するか と思われます。 また,商 社が

参入す る場合には,こ のような形態は非常に

や りやすいのではないか と考えます。

一方,自 家発が参入する場合には,テ クニ

カルな能力を持ってますか ら,そ のようなこ

とは必要 ないでしょうけれ ども,IPP全 体

としてのネッ トワークを考えれば,安 定供給

にかな りのフレキシビリティが出るはずと,

以上のように考えてお ります。

特定電気事業に関連 して海外の事情 を紹介

しますと,西 ドイツでは,エ ネルギー供給事

業は,水 道同様に,都 市のインフラというこ

とで,市 当局が民間事業者 との競争的体制の

もとに,配 電 を営んでお ります。

アメリカの場合には,電 力会社 とガス会社

が同じ会社のケースがあり,電 力会社から電

気を買 った場合の限界費用 よりも,ガ ス会社

のほうかちコー ジェネレー ションによる電気

を買 ったほうが安い場合には,例 えば夏場の

冷房用ですね,そ のようなメニューの提示が

なされて,需 要者は初めて選択肢を与えられ

たというのか,う まくガス冷房のほうに誘導

されるというわけで して,日 本にもそのよう
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な メ カ ニ ズ ムが 早 くで きて ほ し い,と 期 待 し

て い ます 。

以 上 が,私 の総 括 レ ビュ ー と所 感 で す 。

続 い て,デ ィ ス カ ッシ ョ ン に入 り ます 。

論点11PPの 供給安定性 をいかに

確保す るか

司会 まず,論 点の第1と しましては,規 制

緩和の目的は,確 かにコス トダウンにありま

す。ところが,IPPか ら電気を買 う電力会社

には,供給義務が課せ られてお り,この安定供

給上の リスクをIPPと 電力会社がいかに分

担す るのかが,一 つの問題になるわけです。

例 えば,IPPが リスクを全然負わず,供

給安定上の リスクはすべて電力会社が持つ と

いうことにな ります と,そ の分 また電力料金

のコス トアップ要因にもなるわけです。 コス

トダウンを目的 とする規制緩和の効果がなか

なか果されないという問題があると思います。

IPPの 顧客 としての電力会社の立場にあ

る坂 田様か ら,供 給安定上の リスク負担 をI

PPに どの程度期待す るのか,そ の辺をお話

しいただ きたい と思います。

坂田 先ほど私のほ うから,新 規参入の電源

について も,ぜ ひ長期安定的な供給力の役割

を果 たしてほしい,と 申し上げました。また,

東京ガス㈱の伊藤さんからも支持 されます よ

うなご発言 をいただきましたし,い ま栗原先

生からもその種のお話がございました。

現在の,例 えば電源開発㈱さん とか,そ う

いった卸電気事業者につきましては,電 気事

業法上,私 どもに対する供給義務がはっきり

決められてお りますが,IPPに つ きまして

は,法 律 による私 ども一般電気事業者への供

給義務はないわけです。 したがって,こ の長

期安定性をどう担保す るかにつ きましては,

私 ども一般電気事業者 とIPPと の間の契約

関係で担保 してい くことになります。

それで,現 在具体的に詰めております入札

参加条件 とか契約条項のなかで,い かにこれ

を担保 してい くか ということです。

具体的には,と りあえず二点ほどあ り,一

点 は供給期闘の定め,あ るいは契約期 聞 と

言って もよろしいのですが,期 間の問題です。

火力発電所の平均的な法定耐用年数をもっ

て,契 約期間は15年 を原則 と考えているわけ

ですが,実 はこの15年 というのは,一 般の企

業 さんにとっては大変長い とお感 じか と思い

ます。先ほども申しましたように,電 気事業

は20年,30年 にわた り,改 良,修 繕 を加えな

がら設備を長持ちさせ,い まの経営を行って

いるわけです。井上 さんの基調報告のなかに

も,ア メリカでは契約期間25年 というのがあ

り,私 どもの本音はこの ぐらいの契約期間が

欲 しいのですけれ ども,そ れではいまの日本

ではIPPの 成立 は難 しかろうとい うこと

で,税 法上の耐用年数に準 じ,一 応15年 を基

本にしているわけです。

実は,私 ども,こ の15年 後にも,で きれば

供給を継続する長期の使用を期待 してお りま

す。契約条件については,そ の時点において

再協議 ということになろうか と思います。

そ ういうことで,長 期の安定電源 としての

役割 をお願いしたいと思います。

二点 目は,実 際上の運用上の問題です。先

ほど申しましたように,全 体 として最 も効率

的な運転になるような,一 定パターンの安定

運転をお願い したいということです。やは り

一一67一



オ
ま串

聖
…

歪3

　
ド

,
監

呈
華

紅

ー

…

さ
μ
…

…

買
馨

鷺
な

め蓑

甲

集

巽
那

藝

獣

禰
譲

簿

u、

"
懇

{

機械 ものですか ら,故 障 も,人 為的な ミスも

あ ります。事実,私 どもの発電所でも故障が

起きたりトラブルもあ りますので,私 どもの

経験か ら,あ る一定の許容幅の計画外停止は

やむを得ない ものと考 えてお ります。けれど

も,そ ういった一定幅の許容限度を超えたよ

うな トラブルで供給が停止 した場合には,こ

れは一般的な取 り扱いとしまして,や は りペ

ナルティ条項 というのが入って くるかと,こ

のように思ってお ります。

また,プ ラン トの定期的な点検保守 も必要

になります。こういう点検保守の時期につい

ては,私 どもの需給が厳 しい期間 を避けて実

施 していただくこととし,そ ういう取 り決め

も必要か と思ってお ります。

いずれに しても,い ま申し上げ ましたよう

なことは,現 在の卸電気事業者 との契約関係

に準 じた ものになるか と,思 ってお ります。

そうい うことで,契 約のなかでできるだけ

担保することを考 えてい くべきと,こ のよう

に考えてお ります。

司会 契約上留意するところはどこか という

ことで,ポ イン トを指摘 していただきました。

それでは,実 際にアメ リカにおけるIPP事

業 の責任 者でい らっしゃる井上様 のほ うか

ら,ア メ リカでのケーススタディ的な事例 を

ご紹介いただけないでしょうか。

井上 アメリカにおける安定供給の事例 とい

うことですが,電 力会社 は需要家に対 して安

定的に供給する義務があります。これに対 し

て,IPP側 は,電 力会社へ一発電所 として

の義務 をきちっと果たすことだと思います。

その発電所がべ一スロー ドであれば コンスタ

ン トに,ミ ドルであれば ミドルに合わせて,

ピー クの場合はピー ク時の供給を守ることで

す。これは,契 約できちっとやってお ります。

契約期間は,や は り長期 を電力会社 さんが

望んでお ります し,米 国ではIPP側 も長い

方を希望 してお ります。その理由は,短 い と

ファイナンスが付かないからです。

簡単に例 えますと,ア メリカンフットボー

ルで言えば,電 力会社は全チームを率いてい

る監督。IPPは,そ のうちの一プレーヤー

として走る者,蹴 る者,そ れぞれのプレーを

演 じているということだと思います。

米国の電力会社が卸売 り電力事業者 を安定

とみなす要素は,ま ず第一に専用の卸売 り発

電所であること。なぜかと申します と,何 か

他の事業 との兼業の ところは,そ の事業が潰

れて給電不能になるおそれがあるか らです。

第二に,プ ロジェクト・ファイナ ンスが付

いていること。 これは意外なんですが,銀 行

にしてみれば,IPPが 発電 して電気を出し

ません と融資金の返済不能に もなりかねませ

んので,逆 に電力会社からは,発 電所 を銀行

の管理下にしてほ しいとい う要望 も出ます。

したがいまして,プ ロジェク ト・ファイナン

スが安定供給の一つの証になります。

第三に,電 力会社さんは,自 分が希望 した
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とき,そ の発電所 を買収できること。すなわ

ち,自 分の発電所 として も使えるという条件

が付いていることです。

これらが安定供給に対す る米国での考 え方

です。

司会 ただいま,3つ ほど安定供給に対する

アメ リカの考え方の紹介があ りました。 その

なかの二番 目で,プ ロジェクト・ファイナン

スが付いて くることが一番の証だということ

ですね。これが,日 本ではなかなか制度化 し

てこないわけです。

学会では,例 えば開発途上国のプ ロジェク

トのように,非 常に リスクが大 きく担保が取

れないようなものに,い かに してお金 を貸 し

付けるか ということで,15年 ぐらい前からで

しょうか,研 究が始まっていますが,ま だ日

本ではなかなか実現 していません。 この会場

に金融界の人がおられましたら,ぜ ひその辺

のところで先駆的な働 きをしていただきたい

と思います。

司会 次に,や はり安定供給の問題に関して,

中谷さんのお話のなかで,自 家発側の運転条

件 と電力側のニーズをどうやってマッチング

させ るのか,そ のような制約があるなかでの

最適化についてお話 をされたと思います。中

谷さんから,IPPと して売電する場合の安

定供給の方策をお願いします。

中谷 安定供給につ きましては,2つ あると

思います。一つは設備の安定性,も う一つは

継続性です。

設備の安定性につきましては,先 ほどの報

告のなかで,い わゆる副生燃料あるいは蒸気

を併給するケースが非常に多いと申し上げま

した。 自家発の場合には,生 産工程 との結び

付 きが非常に強いケースが多いので,自 家発

の停止その ものが生産工程の停止に直結 しや

す く,保 守保全,あ るいは設備保全には,従

来か ら相当力 を入れており,少 くとも大手の

なかには,そ の面の技術 は十分 ある もの と

思ってお ります。

そういうわけで,事 故率は,事 業用 との比

較でも遜色がないというか,む しろ自家発が

若干少ないというようなデータも過去に出て

お ります。設備の安定性はその延長線上のこ

とで,供 給保証,供 給義務 を念頭に取 り組ん

でいけば,そ ういう技術基盤が既に整 ってい

る ところについては,ま ず問題 なか ろ うと

思ってお ります。

先ほど坂田さんか ら,定 検,定 修時の停止

についてお話があ りましたが,問 題は事故停

止です。事業用 といえども事故停止はある確

率で発生 します。その範囲内での事故停止は

やは り許容願いたいと考えてお ります。

定検,定 修の実施は,重 負荷時を回避 して

ほしい とお話がありましたが,こ れは当然の

ことで,申 す までもありません。

次に,も う一つの継続性の問題ですが,ま

ず期間については,私 どもとしまして も,で
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中谷 道彦氏(大 日自家発電施設者懇話会理事長)

きるだけ長期契約を求め るニーズは電力会社

さんと完全に一致してお りますので,長 期契

約については全 く異存はあ りません。

先ほど,卸 供給専用型では問題ないと申し

ましたが,併 用型では,や は り負荷の変動は

事業活動をす る限 り付いて回る問題です。

そういった意味で,日 常の負荷変動,あ る

いは生産状況の変動による負荷変動が大きい

ところには,併 用型は適 さないのではないか

と思 ってお ります。 しか し,石 油精製,石 油

化学,あ るいは紙 ・パ といった産業は非常に

負荷変動が少な く,安 定 した負荷 を持 ってい

ますので,こ れらのなかには併用型をやると

ころもでるかと思います。

一番の問題は
,予 想外の負荷の増設あるい

は負荷の新設があって,基 本的には先ほど申

し上げたような考 え方で供給保証 をすること

ですが,万 一,そ の負荷変動が想定以上 に大 き

く,卸 供給用の範囲まで食い込んだ場合 どう

す るか,と いう問題です。そ ういった懸念が全

くないわけではなく,そ の場合には,別 途に

買電 電力会社さんから電気 を買わせてい

ただ くということで,卸 供給の ものは保証す

るという考え方でいかがな ものでしょうか。

こういった事業活動による負荷増減は通常

ある話でして,卸 発電を切 り離 して考えた場

合,増 えた場合には買電増 とい う形で対応 し

ていることか ら考 えます と,特 に無理がある

話ではないのではないか と考 えてお ります。

いずれに しまして も,入 札時の契約量は長

期間供給保証 していくという考 え方 を守るべ

き,と 私は考えています。

問題は,事 業変革でその事業そのものが継

続不能 になった場合 はどうす るか とい う話

ちょっと井上さんのほうか らも話があり

ましたが,こ の卸供給事業その ものがその事

業 をやめる原因になることはあり得ないだろ

うと思います。 それは,リ スクが比較的少な

い事業であることと,入 札時は当然その資金

回収 を考えて入札するわけですか ら。それ以

外の理由でその事業が継続で きな くなるケー

スは,ち ょっと想定はできませんけれども,

これをどうす るかについては,目 下の ところ

妙案が思いつかぬ状況です。

司会 それでは,宮 間様のほ うか ら,鉄 鋼業

の立場でIPPの 供給安定性をいかに確保す

るか というところをお願い します。

宮間 鉄鋼業の場合は,先 ほ ど申しましたよ

うに,非 常 に古い年代の 自家発設備 が多 く

なっています。それか ら,122基 中の91基,75%

が3万kW以 下 ということで,今 後 この省エネ

ルギー対策 として発電効率に優iれた大型設備

への リプ レイスが期待 されていますが,投 資

効果等を考慮 いたします となかなか進まない

状況です。

それでは,こ の 自家発の設備で,ど ういう

形に進めてい くのか。い ま中谷 さんがおっ

しゃったように,内 部向けの 自家発の場合に

は,設 備保全や故障修理,あ るいは生産に直
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結 した負荷増があったとき,そ ういうものを

何か犠牲にせ ざるをえませんが,基 本的にI

PPの 場合 には,こ れを事業 としてや る以上,

大変おこがましい言い方にはなりますが,電

力会社 さん と等 しく供給責任 を果たしてい く

自覚が必要です。安定 した電源により安定 し

た電気の供給 を確実に進めませ んと,混 乱の

もとになります。単に余 っているから売るの

ではない という認識が重要,と みています。

司会 先ほど,植 草先生から,審 議会の議論

のなかで も,透 明性の確保が非常に大事であ

り,い ろいろ問題になったという話があ りま

した。やはり安定供給の問題 に関 しても,あ

る程度の リスク評価がIPPと 電力会社で共

有されているとか,共 通認識の もとにあるフ

レームができてお り,リ スクアセスメン トの

スキームができてお りますと,IPPは 自分

のプロジェクトを自己評価できるわけです。

ですから,試 行錯誤 と思いますけれども,リ

スクアセスメン トのフォー ミュラが蓄積 され

てい くことがや っぱ り重要か と思います。

論点2ノ ンプライス ・ファクターを

どの ように評価 するのか

司会 昨年の12月 に出ました電事審電力基本

問題検討小委員の中間報告では,ノ ンプライ

ス ・ファクターについては,

「競争原理 を導入す ることにより供給コス

トの低減 を図るこ とが入札制度の 目的であ

り,プ ロジェクトの優劣 を評価す るに当たっ

ては,応 札価格の水準が大 きな比重 を占める

が,運 転条件,需 要地近接性,環 境特性,計

画の確実性等について も一定の基準 を示 した

うえで考慮されるべきである」

と述べ られてお り,価 格以外の ものはすべ

て,非 価格要素,ノ ンプライス ・ファクター

とみなされ,こ れをどう評価するかによって

プロジェク トの優劣がだいぶ変わって くると

思います。

したがって,総 合評価のときに,非 価格要

素のカウン トが,IPPに とっては大 きな関

心事 と思います。アメリカでは,ど ういう項

目がいかに評価 されているかを,井 上様から

ご紹介願 います。

井上 米国の場合にはIPPの 引 き合いが出

されます と,大 体において電力会社が評価基

準 を出しております。 目的,用 途によってい

ろいろあ りますが,平 均 します と,お よそ価

格要素が6割,非 価格要素が4割 です。

4割 の内容は,そ の ときの事情でいろいろ

違いますが,要 素 としましては,土 地が手配

済みか,ま た,取 得可能か。ディベ ロッパー

の実績。許認可 申請を着手済みか。燃料調達

が可能か。例えば,ガ スパイプラインがない

ところにガス焚きというのを入札 してもこれ

は駄目。住民の賛同が得 られるか。ファイナ

ンスが出そうか。これ らすべてを含めて,全

体の進捗状況。工事関係では,有 力な建設業

者がそのディベ ロッパーにコミッ トしている

か どうか。それから,運 転関係の実績がある

か。 これらすべて,電 力会社によってそれぞ

れ違いますけれども,評 価基準点数みたいな

ものがあり,評 価 されているのが通例です。

司会 それでは,日 本の事例 としまして,自

家発からの売電契約を結ぶ際に とり上げられ

た非価格要素の評価について,初 めに中谷様
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からお願いします。

中谷 自家発か らの売電 というのは,従 来は

余剰電力の話で,今 回の卸供給 とは基本的に

違いますけれ ども,余 剰電力の売電に関しま

しては,長 期契約あるいは供給保証 という問

題は特に問題にされませんでした。それか ら,

ノンプライス・ファクターについても,ほ とん

ど要求 されたことはないと討憶しています。

ただ,一 つ問題 として,電 力会社 さんから,

余剰 メニュー といえどもやは り当然のことと

して,継続性が要求されたケースがあります。

自家発か らの売電契約に関 しましては,共

同火力のように,い わゆる卸 しに多少関係 し

ている会員 もあ ります。その場合は,や はり

供給保証については,当 然なが ら厳しい要求

が出されています。

未達仁対す るペナルティー もあ ります。特

定供給をやっている共同火力に故障があり,

そちらには供給を落 とせず電力会社への供給

量 を減らさざるを得なかったケースでは,い

わゆる補給電力 というかたちで,か なり高い

ものを電力会社 さんから買い戻すというよう

なことがあ りました。共同火力では,そ うい

う相 当厳 しい条件があったと思いますが,自

家発余剰ではいままでそんなケースはなかっ

た と思います。

これは需要地か らの遠近の話ではないので

すが,自 家発が どこの電力会社 さんの供給区

域にあるかにより,例 えば夏期の昼間だけ,

あるいは通年で昼間だけの売電 といった契約

条件,あ るいは供給量に制限付 きのケースは

あったやに聞いてお ります。

司会 鉄鋼業のお立場か ら,宮 間様か ら余剰

電力の売電の場合,ど ういう経験がおあ りか

お願いします。

宮間 いまの自家発の問題については,需 給

条件が双方に成 り立つなかで契約がなされて

いますが,や は りいろいろなコンディション

の問題が あります。お よそ,い ま中谷さんが

おっしゃったよ うなこ とと理解 してお りま

す。

司会 アメ リカにおけるIPPの 小型電源に

は,多 種の燃料が使用 されているようです。

井上様か らのプレゼンテーションでも,主 要

燃料 はガスですけれ ども,そ れ以外に も木屑

とか,ト ウモロコシのかすのようなバイオマ

スとか,都 市ゴミなどが使われています。こ

れらを使用 したときの環境特性 をどう評価す

るか,と いうこともあると思います。

12月 の電力基本問題検討小委貝会の報告に

は,こ ういう表現があ ります。

「環境特性については現在のところ評価基

準の客観化が難 しいものの,当 面は入札条件

を満たしたうえで,他 の評価基準による評価

が同じ案件が複数ある場合に,追 加的な判断

基準,例 えば廃棄物発電である場合,と す る

など,具 体的な評価方法は入札実施主体の創

意工夫に委ねるもの とする」 という,読 みよ
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うによっては非常 にアンビシャスな意見で

す。 その辺 を踏まえ,ま た,い ままでのアメ

リカの実態,日 本での余剰電力の売電,こ れ

らを加 えて,電 力会社 として現在 どういうお

考 えで捉ているかを,坂 田様か らお話をお伺

いしたいと思います。

坂田 ただいまの段階ではまだ十分煮詰まっ

てない点 もあ りますけれども,現 時点で申し

上げられることをお話 しします。定量的な評

価が可能なものは,で きる限り価格に換算 し

て優i劣を判定する,と い うことが透明性の観

点から必要かと思ってお り,そ ういう点か ら

詰めているところです。

ただ,例 えば開発計画の確実性 というよう

なことは,な かなか定量化が困難で して,こ

れは優劣判定の際に,価 格評価 とは別に非価

格要素 として,価 格による評価の補完的な位

置づけ として考慮せ ざるを得ない と,こ のよ

うに思ってお ります。

非価格要素 としては,そ のほかにもあろう

か と思いますけれ ども,具 体的にアメ リカの

ようにこうい うのを点数配分 してやるのがい

いのか どうか,い まの 日本の実情に合ってい

るのか どうか,ア メリカの電力会社の状況を

私 どもが勉強 しても,こ の辺の考え方はまち

まちでして,な にが客観的に妥当なのか,決

めるになかなか難iしい点があ ります。

なお,勉 強中ではありますが,非 価格要素

の評価方法について現在言えることとして,

一つは,先 ほ ども,伊 藤 さんその他の方か ら

お話があ りました,需要地近接性の問題です。

需要地近 くに立地したIPPは,当 然なが ら

送電線費用,送 電ロスが低減し,そ れな りに

定量評価すべ きとの意見 もあ ります。至極当

然なご意見でして,私 どもも極力これを何 と

か定量的に,金 銭的に評価 していきたい,と

思っております。

ただ,需要地近接性を細か く議論 します と,

もうこれはキ りがない話になって しまい ま

す。 しか も,透 明性,簡 明性 ということを考

えます と,あ まり複雑な評価基準は好ましく

な く,か な り割 り切 った評価基準,誰 にもわ

か りやすい判断基準,こ ういうものにせ ざる

を得 ないと思ってお ります。

したがって,少 し具体的に考 えます とおか

しなケースも出ないとは限 りませんが,技 術

的にも思い切った割 り切 りをしないと,近 接

性の評価は難 しい,と い うことを申し上げて

おきたいと思ってお ります。

それから,計 画の確実性 というのが,私 ど

もの立場に とって も一番の関心事 にな りま

す。発電所の用地取得ができるのか,こ うい

う時代ですか ら発電所の建設に地元の同意が

得 られるのか,あ るいは 自治体等が定める環

境基準 をクリアできるのか,と いったことが

開発計画の確実性のお もな要素 と思ってお り

ますけれども,な かなかこれを定量化 してい

くのは難iしく,や は りこれは非価格要素 とし

て,価 格評価で順位 を決めたあ とのヒア リン

グにより判断 してい く以外,当 面適当な方法

はなかろうか と,考 えてお ります。

また,ア メ リカに も保証金制度 というのが

あるようです。計画が途中で挫折 した場合

一 落札しても約束の運開期 までに計画が遂

行できず,潰 れて しまったというような場合

の保証金制度でして,そ うい う保証金制度に

よって,計 画の確実性 というのがある程度担

保できるかなと,そ ういう気 もしているわけ
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それか ら,栗 原先生からお話のあった環境

特性ですが,環 境に対す る影響については,

まず,先 ほ ども申しましたように,自 治体の

環境基準をクリアして,し かも地元住民の方

たちの同意を得ていただかなければ,IPP

事業はなかなか成 り立たないか と思います。

そうい うことで,い ろいろヒア リングとか

判断資料をいただ くなかで,私 どもとして も

見通 しを確認 させ ていただ くことになると思

います。そういう意味では,こ の環境特性 と

いうの も,計 画の確実性に含まれ る問題,と

いう気が してお ります。

自治体の環境基準をクリア し,な お,地 元

の同意を得 られているものについて,私 ども

があまり,環 境上こっちのほ うがいい とか,

悪い とか,言 えるのだろうか という問題が,

正直申してあ ります。価格評価でそうも違わ

ないのが2件 か3件 あって,そ のどちらをと

るかの選択に,先 ほど司会者か ら紹介 された

文言があるもの と思いますけれども,一 般的

に,地 域の環境基準 をクリア し,地 元の了解

を得 られておれば,そ れ以上は,電 力会社 と

してもあまり云々 し難いというのが偽 らざる

ところです。

それか ら,私 どもの立場 として,特 に触れ

ておきたいことがあります。

これは非価格要素の問題 とは少々ズレてい

ますが,「 系統アクセスのためのコス ト」とい

いまして,参 入される新規電源 を私 どもの送

電線に連系す るための工事 です。 これは 「電

源線」 と言っていますが,そ の電源線 とか,

それに付随 して遮断器の取 り替えとか,い ろ

いろ工事が伴います。

こういうコス トは,入 札プ ロジェク トの立

地地点により相当のバラツキが発生 します。

数百万円しかかからないケースから,数億円,

あるいIO億 円,20億 円 とかか るケースまで,

いろいろ出てまい ります。これが,入 札プロ

ジェクトの経済性 を評価す るうえで,競 争力

を持つか失 うかの重要な要素になります。

これは,価 格評価に含めて判断されるわけ

ですが,こ の電源線コス トはなかなか入札者

側ではわか りません。 しか も,先 ほど申しま

したように,重要な判断材料にもかかわ らず,

私 どもがその工事見積 もりをするのに結構時

間がかかる大変な作業なのです。

そのようなことで,系 統アクセス工事のコ

ス トは,入 札開始前早めに,コ ンサル トに応

じられ るよ うな態勢 を固め ていきたい,と

思ってお ります。この機会にちょっと申し上

げておきました。

司会 いままで,今 回の規制緩和の2本 柱の

一つである,IPP制 度の供給安定性の リス

ク分担 と,非 価格要素の評価 を話 し合 って き

ました。パネルディスカッションですので,

時間は限 られていますが,も しパネ リス トの

なかでお互いに何か聞いてみたいことがあ り

ましたら,質 問をお願いします。

伊藤 先ほど坂田さんから,電 力会社の受け

入れ姿勢をお話 していただきました。その と

きにかな り厳 しい条件 を示 されたわけです

が,今 回,こ うい う卸電力市場の開放 とい う

のは,日 本にとって初めてのことですかち,

ぜひ電気事業者さんもいろいろ配慮 していた

だき,市 場 を拡げ る方向で進めていただけた

らと思ってお ります。
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具体的には運転パ ターンですが,熱 需要 と

の関係で最大効率 を狙いますと,要 求 されて

いるパターンと乖離する場合 もあり得 ます。

このへんを緩めに見ていただ くとか,日 本全

体 では効率が上 るのですか ら,永 久にとは申

しませんけれ ども,時 限的に育成するとい う

方向でやっていただけたら,と 思ってお りま

す。よろしくお願いします。

坂 田 きょうの ところは原則論 しか申し上げ

られませんけれ ども,私 どもの立場で言いま

す と,私 どもの電源の運用 も,全 体 として効

率化が図られるように,一 つ一つの発電機が

効率的 というのではな く,5千 数百万kWの 電

源全体 として効率的な運転が図られるよう,

各発電機 ごとに役割分担を決めて運転 してい

るわけでして,し たがって,IPPに ついて

も,原 則的にはそういうことでお願いをした

い と考えてお ります。

例 えば,30万kWと か,そ ういう大型のIP

Pが 出て くれば,こ れは私 どものかな り大き

な発電所 と同 じように,日 々,時 々刻々,給

電指令に応 じていただかなければな りませ

ん。そこまで していただかないものについて

は,私 どもが要求す るといいますか,お 願い

します募集の運転パ ターンでやっていただき

たいのが基本です。

その裏付 として,設 備費用は,運 転時間に

関わりな く保証いたします。「二部料金制」と

言いまして,基 本料金によりその固定費を,

いわゆる運転稼働率に関わりな く百パーセン

ト保証 します。そうい うことで,あ とは出力

調整を,で きるだけ要求パターンに合わせて

や っていただ きたいと,こ のように思ってい

るわけです。

もちろん,実 際に運用に入るなかでいろい

う な ケ ー ス が あ り ま す か ら,そ れ は ネ ゴ シ

エ ー シ ョ ン の対 象 に は な る と思 い ます け れ ど

も,基 本 は そ う い う こ と で お 願 い し た い と

思 っ て お ります 。

申谷 非価格要素の評価については,概 ね坂

田さんの言われ たことで結構 ではないか と

思ってお ります。一つ,需 要地近接性につ き

ましては,最 近の電気事業者 さんの設備投資

は,年 々,流 通設備の投資が増加 して,ほ ぼ

電源設備への投資と肩を並べてきつつあるよ

うな現状 を考えます と,や は りこのような現

実の流通コス トから,適 正な評価 を考慮願い

たいと思ってお ります。

計画の確実性については,大 半の方は,確

実性 を確認 してから入札に参加 され ると思い

ますけれども,場 合によっては,プ ライス ・

ファクターに優先 してまでも,や は り計画の

確実性 を重視せ ざるをえぬケー スが出てこよ

うか,と も考えてお ります。

運転パターンにつきましては,ミ ドル電源

対応か,べ 一ス電源対応か ということがあり,

いずれに しても出力調整は電気事業者側か,

それとも,卸供給事業者側か,ど ちらかで調整

する話になって くるわけでして,当 然,電 気事

業者さんの要求パ ターンに対応していけば,

その分,電 気事業者さんのコス トが下が りま

すが,逆 に,ベ ース電源あるいはフラットな

負荷への対応であれば,出 力調整に伴 うコス

ト負担は電力会社 さん側にかかって くること

になり,そ の意味でやはりコス トに対応した

適正な評価をお願いしたいと思ってます。
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論点3特 定電機事業におけ る供給保

証 についての考 え方 いかに

司会 中間報告では,特 定電気事業の場合,

一般電気事業者による供給バックアップは
,

原則 として,事 故時あるいは定期検査時等の

ときとな り,常 時は,特 定電気事業者が供給

義務 を負うことになると思われます。供給責

任 という公益事業的なものを経営的にいかに

考えてい くか とい うことについては,東 京ガ

ス㈱の伊藤様から「参画への課題」のなかで,

供給責任 を全 うすることが挙げられました。

この辺について議論 してみたい と思います。

伊藤 いかに供給責任を全 うするか とい うの

は,先 ほどIPPの ところでいろいろお話が

ありましたように,基 本的にはその事業者が

きちっ と担保す ることが必要 と思 っていま

す。

供給責任の度合については,多 い少ない,

重い軽い という評価 は難 しいと思いますけれ

ども,IPPの 場合 より特定電気事業に参入

するほうが厳 しいか と思ってお ります。

なぜかと申します と,直 接お客 さんに供給

するわけですか ら,お 客さんに対 して直接供

給責任 を負 うことになる点が,IPPの 場合

と基本的に違います。そんなことで,責 任の

度合いは重い,と みています。

しからばどうするか,こ れは先ほどからお

話が出ています ように,一 つは,設 備の信頼

性を完壁までに高めることが必要です。 もう

一つは,そ の設備 を維持す る燃料を,長 期 に

安定的に手当てすることが重要,と 思ってお

ります。これは,価 格がアップ したからとい

って直ちに料金値上げはできませんから,と

もか く,安 定的に燃料を確保 し,信 頼性の高

い発電機 で電気 を起こし,お 客さんに提供 し

てい くこと以外に,す べはなかろうと思いま

す。

そうします と,信頼性の高い設備の建設が,

事業者の とるべ き第一歩になるわけです。こ

のためには,設 計や建設の段階で,何 より機

器の選定が重要です。やは り,そ こから入っ

てい く。それから,シ ステム構成をどうする

か とか,初 期の段階か ら信頼i生の高いものの

導入 を図ることが肝要 と思 っています。

あと,運 転開始後のオペ レーション費用を

安 く抑 えるには,手 のかからない,標 準化 し

やすいもの とか,メ ンテナンスフリーのもの

を,で きるだけ取 り入れていくことが必要で,

これはまあ当た り前のことですが,事 業者 自

ら参入するに当たっては,こ れらの実行が第

一 と思います。

二つ目は,特定電気事業への新規参入者は,

先ほど申しましたように,電 力供給だけでは

な く,大 方は地域冷暖房 を営む計画で参入す

るわけです。地域冷暖房 とい うのは,需 要家

密度が高いところで成立するわけでして,例

えば,新 宿地域 を見てみます と,私 どものみ

ではな く,周 りにいろいろな方が地域冷暖房

をや っています。要するに,一 つの地域の周

辺に,複 数の事業者がそれぞれの地域冷暖房

をや っているのが現状ですか ら,そ うい う

方々 と連携 をとる,言 うなれば,発 電力のネ

ットワーク化,連 携強化 というのが,今 後必

要になると見込 まれます。

三つ 目は,お 客様対策 をどうするか という

ことです。特定電気事業者は,お 客様に直接

電力を供給す るわけですから,い わば ミニ電
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力事業者になるわけです。負荷平準化を図る

ような料金 メニュー をつ くるとか,そ ういう

ところも考慮が必要かと思います。

そんなところで,自 分の地域は自分で守っ

ていくという自覚が大切 と思っています。先

ほどか ら何回 も申しますように,バ ックアッ

プ機能 を強化すればするほ ど料金は高 くな り

ますか ら,そ の兼ね合 いをどこまでやって,

お客様に対して責任 を果たしてい くかが,こ

れか らの大きな問題か と捉えています。

坂田 伊藤さんか らもお話があ りましたよう

に,基 本的には,特 定電気事業者が 自ら保有

する設備で供給 していただ くことなのですけ

れども,設 備の定期点検 とか故障時 も,す べ

て 自前で供給す る前提 で設備 をつ くります

と,こ れはなかなか経済的に成 り立たないケ

ースが多かろうとい うことで,そ ういう場合

には,一 般電気事業者を含めて,応 援できる

ものは応援 します。これは,こ の制度が現実

的に成 り立つためには必要かと思います。

そういうことで,私 ども一般電気事業者 も

そういう補完供給 一 発電設備の定期検査 と

か補修時,あ るいは事故時に供給電力の補旗

をす るための補完供給には,進 んでご協力す

るつ もりでお ります。

ただ,単 にそうい う不足電力を供給するに

止まらず,定 検時,補 修時,あ るいは事故時

を除いても,常 時,私 どもの系統 と連系 して

いくことが望ましいのではないでしょうか。

というのは,や は り特定電気事業者が供給

するお客様の電気の質,す なわち,電 圧,周

波数 を一定に保 ってい くためには,常 時,大

きな私 どもの系統に連系 してお くことが非常

に有効であり,必 要ですので,お そらくそう

いう関係になるでしょう。それによって,特

定電気事業者か ら供給を受けるお客様の電気

の品質が保証されます。そうい う特性につい

て,ぜ ひ広 く皆様方のご認識を賜 りたい と,

思っている次第です。

司会 電力会社がガス会社のバックアップを

す るとい うようなことは,本 当に20年 前には

とても考 えられなかったのですが,い まここ

で聞いていますと,時 代の移 り変 りをつ くづ

く感 じて しまいます。同じ印象をお持 ちの方

も多数お られるか と思います。

会場出席者 よりの質疑,応 答

質問者(㈱ 東京電気工務所 中野氏)

私 どもの設備業界では,こ の問題に大変関

心 を持ってお ります。

それで,東 京ガス㈱の伊藤さんにお聞 きし

たいと思います。先ほど,中 谷さんのご説明

では,燃 料 コス トが 自家発の伸びに敏感に反

映する,ま た,三 菱商事㈱の井上 さんのお話

によります と,ガ スが燃料 として非常に大 き

な割合 を占めている,と のことでした。東京

ガス㈱が,ガ スの コス トを国際価格に比べて

一77一



蕊
剰

嚢
,、馨
蓼

勇

尋

碧
「竃
唱覇

奪

どの程 度のレベルで今後考 えてお られるの

か,そ れによって,こ の新規参入の程度がか

なり変わって くるのではないか,と いう印象

で聞いてお ります。 それで,ガ ス会社 として

の立場から,こ ういう電力設備に対する供給

の基本的考 え方についてお聞かせ願えたら,

と思います。

伊藤 まことに厳 しいご質問をいただきまし

た。私 ども,ガ スを広 く一般に提供 している

わけですが,提 供にあたって,用 途が電力だ

から,用 途が何々だから,と いうことで差別

は してお りません。料金は,多 分,こ れから

IPPを や られ る方 との二者間協議で決 まる

と思ってお ります。

そのときの考え方 としましては,ち ょうど

電力 と同じように,年 間を通 したガスの季節

別格差でいきます と,夏 が比較的設備に余裕

があり,冬 は余裕がないという形になってお

ります。電力さんほどのピー ク格差はあ りま

せんが,冬 の2月 を100と します と,夏 の8月

で75ぐ らいです。それか ら時間帯でみます と,

18時か ら19時 くらいがピー クで,そ れ以外の

ときは比較的緩やかな状況です。

したがいまして,ガ スをお客 さんに供給す

る場合,そ うい う負荷率の違いで計算させて

いただきまして,私 どもにとって負荷がいい

とい うことは,小 口のお客 さんに還元する余

地が多 くなるわけですから,使 用条件を伺い

ながら折衝 させていただいてお ります。

たまたま,電 力さんは夏にピークがあ り,

ガスは逆ですか ら,そ の辺で折衝の段階では

いいお話ができるか と思っております。 レベ

ルについては,い まここでちょっと申し上げ

られませんので,よ ろしくお願いします。

質問者(㈱ 重化学工業通信社 加藤氏)

プラン ト輸出の観点から,IPPの 問題 を

ここ2年 ほど追っている者です。三菱商事㈱

さんのダイヤモン ド・エナジー社,こ ちらの

米国での活躍には特に注 目をしてお ります。

大掴みな事柄で一つだけお願いします。民

間資本による発電事業には,事 業独特の トラ

ブルが想定 されます。米国のIPPで は特に

どういった トラブルが問題 になっています

か。また,それを回避するのにどんな制度が有

効 であったのか,三 菱商事㈱の井上 さんにご

回答願いたいと思います。

井上 米国で現在あ ります トラブルは,初 期

の頃に契約 した売電契約です。 これは,電 力

会社が将来オイルが値上が りす るとの想定の

もとに長期契約 したものが,現 在のコス トか

ら比べ ますと,大 変割高になってお ります。

これを,当 該電力会社があらゆるチャンスを

捉えて値引きを試みてきます。 しかし,表 向

きの値引きというのはなかなかできませんの

で,契 約上 グレイなところをいろいろ突いて

きます。現在,ニ ューヨー ク,バ ージニア等

では,IPPと 電力会社の間でこれらの交渉

で相当疲れてお ります。私 どもも,そ れに接

してかな り苦戦 をしてい るところが あ りま

す。

いろいろあ りますが,長 くなりますので,

まず大 きな点 としてはそ ういうところです。

質問者(日 輝㈱ 新田氏)

坂田さんに質問させていただきます。

売電用の自家発のなかには,燃 料に副生の

ガスを使 うケースが非常に多いようですが,

副生燃料の場合,価 格のスライ ドは非常に難

しいと思われます。原油 とも,石 炭 ともリン
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クしないことにな りがちですが,こ の辺どの

ような評価をされるのか,お 教 え願います。

坂田 実は,ま だ細部にまで詰め切ってお り

ませんけれ ども,燃 料について一般的に言え

ば,日本の場合にはほ とん ど輸入燃料でして,

私 どものほうも,円 レー トとか原油価格によ

って燃料費が振れますので,こ れはIPPの

方にもやは り配慮 していこうということにし

てお ります。燃料価格のエスカレー ションに

対 しては,何 か客観的な基準をもとに,国 際

的な といいますか,日 本における価格変動 を

反映してい くことが必要 と見ています。

副生ガスの場合,何 に基準をとるのかにな

りますが,こ の辺につ きましては,い ま 「こ

れだ ノ」 と申し上げるところまで詰まってお

りません。おそらく平均的 といいますか,代

表的なもので基準 をとらざるを得ないと思 っ

ています。 この辺についてはもう少 しお時間

をお貸 しくださるようお願いします。

質問者(石 川島播磨重工業㈱ 坂本氏)

坂田さんにお尋ねします。先ほど来,入 札

案件の場合に需要地近接性 をノンプライス ・

ファクター として評価 されるとい うご説明で

したが,入 札条件,あ るいは入札公示の際に,

予定される地域 を,例 えば東京電力㈱の管内

であればもうちょっと地域的に分割 して公示

をされるかどうか,こ の辺のところの見通し

をお聞かせ願いたい と思ってお ります。

坂田 需要地近接性につ きましては,一 般的

に非価格要素 とされていますが,結 論 としま

しては,価 格評価す るよう,い ま検討中です。

先ほども言いましたように,近 接性の定義

はなかなか難 しく,考 えようによってはどこ

にも需要 はあ ります し,そ うか といって,や

はり茨城県 と東京都では違います し,な かな

か難 しいのです。

そこら辺は,い ま結論は申しあげかねます

けれども,か な り割 り切って,誰 にでも,「あ,

私のところはこうい うことだな」 ということ

がわかるような形に したいと,こ う思ってい

るところです。おそらくこの辺の扱いは,地

域によって,会 社によって,相 当取 り扱いが

変わらざるを得ないか と見ています。一般的

に,こ うす るのがいい,と いうのはなかなか

難 しい と思ってお ります。

東京電力㈱の場合は,こ ういうことで近接

性 を評価いたします,と いうことを明確にご

説明できるように もっていきたいと,こ のよ

うに思ってお ります。

きょうの ところはそんなことで,基本的なス

タンスの説明でご了承願 いたいと思います。

司会 まだ質問 ご希望の方が多数み えます

が,申 し訳あ りません,時 問にな りました。

もう私 として総括することはあ りませんけ

れど,一 つだけ申し上げます と,企 業競争 と

いうのは,皆 さんご承知のように,生 物 と同

じようなところがあ りまして,結 果 として,

環境にいち早 く,素 早 く適応したものが勝 っ

てい くとい うことでして,大 変厳 しい競争で

ございますけれども,せ っか く新 しい制度が

できましたので,新 たなゴールを目指 してみ

なさんご一緒に頑張 りたいと思います。

では,こ れで長時間にわたるパネルディス

カッションを終わらせていただきます。

パネ リス トの方々,ど うも大変あ りが とう

ございました。
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総括 と りま とめ ・閉会挨拶

吉 澤 均 ㈹ エネルギー総合工学研究所 専務理事)

総 括 と りま とめ

本 日は皆様,朝 から長時間にわたり,熱 心に私 どもの 「第13回 エネルギー総合工学シンポジウ

ム」をご聴取いただき,ま た,パ ネルディスカッションの最後におきましてはフロアか ら多数の

ご質問もいただきまして,大 変ありがとうございました。

今年は第13回 ということで 「電力市場の自由化 と新規参入の課題」をテーマとして開催いたしました。

まずお礼を申し上げるべ きことは,こ の会場の定員は596名 でございますけれども,参 加お申し

込みが,実 は770名 を超える状況でして,皆 様方全員には参加証 を送ることができず,大 変失礼 申

し上げましたことをお詫び申し上げます。更に本 日は600名 を超えるご出席 を頂 き,廊 下のほうに

も溢れるくらいとなり,一 時は大変気 をもんだところですけれ ども,何 とか最後 までたどり着 く

ことがで きました。

昨年の第12回 は平成6年7月 の開催で したが,そ のときのテーマが 「幕開けしたエネルギー競

合時代の技術戦略」であり,ち ょうど電気事業審議会で電力市場 自由化の方針が出されたところ

であ りました。 その ときは,パ ネルディスカッションとして,電 力,都 市ガス,石 油,そ れから

LPG業 界の方にご登壇いただきました。

本 日のシンポジウムでは,ま ず午前中の基調講演 として,「 わが国の電力市場 自由化の方向」と

題 しまして東京大学経済学部の植草教授か ら,電 気事業審議会における審議状況などについてお

話 しをいただたきました。午後にな りまして,基 調報告 として,「米国における民間発電事業の例」

として三菱商事㈱電力事業開発室の井上室長様か ら,ま た,基 調報告その2と して,「自家発によ

る市場の自由化への対応の方向」 ということで,大 口自家発電施設者懇話会の中谷理事長様か ら

ご報告を頂 きました。

特別講演 「電力市場 自由化の与える影響」では,パ ネルの司会 をしていただきました一橋大学

の栗原教授にお話を伺 ったところです。

パネル討論 では,パ ネ リス トとして電力市場に新規参入の可能性を有 している業界のうち,都

市ガス業界,総 合商社,大 口自家発電施設者懇話会および鉄鋼業界の代表の方4人,そ して電力

市場において電力 を調達する立場である電気事業の代表の方にご登壇いただ きました。

パネ リス トの うち,㈱ 日本鉄鋼連盟の宮間様を除 く4名 の方は,実 は電気事業審議会需給部会

の基本問題検討小委員会のメンバー として答申策定の作業に携わっておられましたその道のベテ

ランでございます。

このような見地から討議の内容 をお伺いいたします と,新 しい制度創設において,各 業界の準
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備状況が深 く静かに一 「深 く静かに」 というよりも,明 確に進んでいることがわかったわけで

すが,本 格的な制度運用は来年1月 からですので,若 干,ま だ微妙な部分 もあるようです。

そうい う意味で,パ ネ リス トの方 も,少 々こうい う微妙な部分 を残 しなが らの,な おかつ,踏

み込んだ発言 をしていただきまして,大 変ありがたかったと思 う次第です。

パネルの司会は,特 別講演に引 き続きまして栗原教授にお願いしましたが,各 パネ リス トのご

意見 を的確 に分析整理 したうえでの司会進行に対 し,厚 く御礼を申し上げる次第です。

以上の とお り,第13回 エネルギー総合工学シンポジウムを進めてまい りましたが,皆 様 ご多用

なご 日程 にもかかわらず終 日熱心に参加 していただ きましたことに対しまして,研 究所 として深

甚の謝意を表す る次第でございます。

本 日のシンポジウムの内容が,今 後の皆様のエネルギー供給 と利用に係 る企業の戦略的判断に,

少 しでもお役に立てれば幸い と思 う次第であ ります。

最後に,蛇 足を2つ ほどさせていただきます。第一点は,き ょうの議論の流れ というのは,電

気事業審議会におきます電力市場の自由化,そ れに沿った制度創設をどうす るかということであ

りまして,電 力の安定供給 とコス トダウンを眼目にした一連の政策の流れについてであ ります。

一方,同 時に,国 としては 『長期エネルギー需給見通 し』を昨年9月 に改訂 してお りまして,そ

れを踏まえて,昨 年12月 は 『新エネルギー導入大綱』 を策定されています。

この新エネルギー導入の眼 目は,エ ネルギーの安定供給の確保 と併せて,二 律背反的な地球環

境対策 との整合性 にあります。電力の効率化,コ ス トダウンというベ ク トルと,地 球環境対策へ

の適合,CO2を 排出しないエネルギーの導入 というものは,二 律背反的,あ るいはベ クトルで申

します と,交 点のない90度 直角 を持 った2つ のベ クトルであろうと私は思います。

今後,新 しい制度を運用してみたうえで,地 球環境対策 との整合,す なわち新エネルギー導入

をどう進めてい くかについては,各 界の識者により改めて議論されるべ きことか と思われます。

第二点は,会 場からのご質問の際には,「発言を闊達にす るため,名 前を伏せて発言 を許 しては

どうか」 というご提案が参加者のなかか らあ りました。 このご提案につき事務局 として検討 しま

した ところ,「 シンポジウムにおける公平 と公正の原則を維持 したい」という見地か ら,パ ネ リス

ト自体がステー ジの上で所属 ・氏名 を明 らかにしておられますので,会 場でご発言される方 もや

は り氏名 ・所属 を明 らかに してほしいという考 え方か ら,こ のご提案を採用するには至 りません

でしたので,ご 了承いただきたいと思います。

閉会挨拶

時間がまい りましたが,本 日のシンポジウムが予定通 り日程を終 えることができましたこと,

ひとえに会場の皆様のご協力のお陰 と,深 く感謝申し上げます。

私 どもエネルギー総合工学研究所では,来 年 も今頃,第14回 のシンポジウムを開催す る予定で

すので,ぜ ひご臨席賜 りますようご案内申し上げます。

では,こ れをもちまして本 日の第13回 エネルギー総合工学シンポジウムを閉会 とさせていただ

きます。皆様,ど うもあ りが とうございました。
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研 究所の うごき

(平成7年7月1H～9月30日)

◇第13回 エネルギー総合工学シンポジウム

開催

日 時:平 成7年7月18日(火)

10:00～17:00

場 所:東 商 ホール(東 京 商工会 議 所 ビル4F)

テーマ:「 電 力市 場 の 自由化 と新 規 参 入の課 題 」

◇月例研究会

第127回 月例 研 究会

日 時:8月25日(金)14:00～16:00

場 所:航 空会館6階 中ホー ル

議 題:

1.石 炭 の脱灰 脱硫 技術 の研 究 開発状 況 と今

後 の見通 し

(㈲石炭 利 用総合 セ ンター 技術 開発部 長

篠 崎 貞行 氏)

2.200T/日 噴 流床 石 炭 ガ ス化発 電 プ ラ ン

ト開発 状 況

(石炭 ガ ス化 複合 発 電技術 研究 組合 専 務

理 事 坂東 茂 氏)

第128回月例研究会

日 時:9月29日(金)14:00～16:00

場 所:航 空会館6階 中ホール

議 題:

1.平 成8年 度エネルギー関連概算要求の概

要(通 商産業省 資源エネルギー庁 長

官宮房 総務課 計画需給班長 橋本道

雄氏)

2.石 油に関する規制緩和の概要

(通商産業省 資源エネルギー庁 石油部

計画課 調整班長 鎌佃 篤氏)

◇主なできごと

7月7日(金)・ 第1回WE-NET革 新 的 ・先

導的 技術 に関 す る調 査 ・研 究委

員会

10日(月)・ 第1回FBR新 技術 フ4一 ジビ

リテ ィ調査 検討 委 貝会

13日(木)

17日(月)

18日(火)

24B(月)

25日(火)

27日(木)

8月21日(月)

25日(金)

29日(火)

9月21日(木)

28日(木)

29日(金)

◇人事異動

・第1回 地層処分研究委員会

・第3回TRU廃 棄物中深地層処

分シナリオ調査検討委員会
・第1回WE-N£T総 合評価と

開発計画のための調査 ・研究委

員会
・第1回 含酸素軽油の開発可能性

に関する調査委員会
・第2回 低質燃料利用高効率発電

技術調査委員会
・第1回 実用発電用原子炉廃炉技

術調査委員会
・第1回 高温ガス炉プラント研究

委員会
・第1回 原子炉総合数値解析シス

テム実用化検討委員会
・第1回 発電用新型炉プルトニウ

ム等利用方策開発調査委員会

・第1回 負荷集中制御専門委員会

・第1回 分散型電源としてのHA

Tサ イクルガスタービン実用化

可能性調査委員会
・第2回 石油活用型スーパーごみ

発電システムの普及促進に係わ

るモデル調査委員会
・第3回 低質燃料利用高効率発電

技術調査委員会
・第1回DSM技 術検討委員会

07月1日 付

(採用)

中 川 稔 総務部長

西川 正人 プロジェクト試験研究部兼W

E-NETセ ンター 主任研

究員

久保田晴仁 プロジェクト試験研究部 主

任研究員

07月25日 付

(採用)

三 浦 徹 プロジェクト試験研究部 主

任研究員

(退任)

和久 英樹(プ ロジェクト試験研究部

主任研究員,出 向解除)
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08月7日 付

(採用)

泉 寛 章

(退任)

金刺 秀明

プロジェクト試験研究部兼新

水素エネルギー実証研究セン

ター 主任研究員

(プロジェクト試験研究部兼

新水素エネルギー実証研究セ

ンター 主任研究員,出 向解

除)

09月30日 イ寸

(退任)

佃 豊

田 村 至

外川 守人

(プ ロジェ ク ト試 験研 究部部

長 兼WE-NETセ ン タ ー

副主 席研 究員 、 出向解 除)

(プ ロ ジ ェ ク ト試 験 研 究 部

主任研 究 員,出 向解 除)

(WE-NETセ ンター 主

管研 究員,出 向解 除)

穣雑
一
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編集後記

本年の第13回エネルギー総合工学シンポジ

ウムは7月18H「 電力市場の自由化 と新規参

入の課題」をテーマに東商ホール(定 員596)

で開催したところ,計621名 の出席者となり,

立見出席を余儀なくされた方も出る程の盛況

であった。

昨年の第12回テーマは,「幕開けしたエネル

ギー競合時代の技術戦略Jで あった。

本年もこれに引き継 ぐ形で,そ の後の電事

法,ガ ス事業法,石 油関連4法 の改正が成立

し,本 年12月からの改正電事法の施行見通し

を目前にした段階にあるところから冒頭表現

のテーマを採択した。

午前中は,我 が国における本件に関する権

威であり電気事業審議会電力基本問題検討小

委員会W/Gの 委員長でもあられた東京大学

経済学部植草益教授に基調講演をお願いし

た。本問題に関わる背景と要旨を簡明かつ平

易に紹介され,後 続の講演 とパネルディス

カッションの理解において も大いに参考に

なったと考える。

午後は,独 立発電事業者の先行例 として三

菱商事(株)の 井上雅晴氏に 「米国における民

問発電事業の例」を,ま た参入側の準備状況

紹介の例として大口自家発電施設者懇話会の

中谷道彦氏に 「自家発による市場の自由化へ

の対応の方向」を基調報告という形で紹介頂

いた。更に,以 上の基調講演と報告を受けて

パネルディスカッションに入る前に,電 力市

場自由化の与える影響を考察する目的で,一

橋大学商学部の栗原史郎教授に特別講演をお

願いした。

そして最後のパネルディスカッションにお

いては,午 後の発表者に加え受入れ側代表と

して 東京電 力(株)坂 田眞氏,新 規 参 入検 討 中

の会社 或 いは 団体代 表 として東 京ガ ス(株)の

伊 藤春 野 氏,(社)日 本鉄 鋼連 盟 の宮 間宣幸 氏

に参加 いた だい た。

当初 は,参 入側 にお い ては その準備 状況,

見解 を紹 介頂 け れば とい う程 度 を期待 した も

の であ っ たが,結 果的 に は,参 画へ の前 向 き

の取 り組 み姿 勢 の表 明,準 備 状 況 の紹介,課

題 摘 出,要 望 表 明等か な りの検討 を踏 まえ た

発言 と率 直 な提案 もあ り,ま た受 入側 にお い

て も明確 な見 解 が 示 され,迫 力 あ るパ ネ ル

デ ィス カ ッシ ョン とな った。

その 点前 回か ら比べ る と各界 と も相 当に準

備 が進展 して い るこ とが伺 えた。

午前 中2人 目の特別 講 演 は,エ ネル ギー利

用 者の代 表,特 に女性 の 立場 か ら 自由 に語 っ

て頂 く主 旨で設 け た もの で あ るが,今 回はT

BSア ナ ウ ンサ ーの進 藤 晶子 氏か ら 「エネ ル

ギー問題 と私 」 とい うテーマ で講演 いただ い

た。進 藤 アナ ウ ンサ ー は,入 社2年 目でTBS

ラ ジオ ぞ?すすめ エナ ジー探 検 隊"副 隊 長 と し

て,エ ネ ル ギー 広報番 組 を担 当 してお られ る

が,番 組 編 成 や 取 材 の苦 労 や 新 進 ア ナ ウ ン

サ ー の新鮮 な感 想 が述べ られて い る。 ラジオ

番 組 とい う相 手 が 見 え な い メ デ ィア に お い

て,視 聴者 の反 応 に励 ま され る姿 とと もに本

テーマ に 多 くの人が 関心 を寄せ て い る様 子 が

伺 える。

今 回の シ ンポ ジュ ウム特集号 が,「電 力市場

の 自由化 と新規 参 入の課 題」 を明確 に し,特

に シン ポジ ュウム に 出席 で きなか った方々 の

御 参考 に なれ ば と念願す る次第 であ る。

ij、JII糸己一 摸1～言己
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